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         午前１０時００分  開  会 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      皆さん、おはようございます。 

      ただいまから平成25年第６回大和町議会定例会を開会します。 

      これより本日の会議を開きます。 

      本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

                                            

         日程第１「会議録署名議員の指名」 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

      会議録署名議員は、会議規則第127条の規定によって、10番伊藤 勝君及び11番平

渡髙志君を指名します。 

                                            

         日程第２「会期の決定について」 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      日程第２、会期の決定についてを議題にします。 

      お諮りします。 

      本定例会の会期は、本日から12月13日までの４日間にしたいと思います。これにご

異議ありませんか。 

         「異議なし」と呼ぶ者あり 

      異議なしと認めます。よって、会期は本日から12月13日までの４日間に決定いたし

ました。 

                                            

         日程第３「諸般の報告」 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      諸般の報告を行います。 

      議長としての報告事項は、印刷してお手元に配付しているとおりです。ご了承くだ

さい。 
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      町長より招集の挨拶があります。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      皆さんおはようございます。 

      第６回大和町議会定例会開会に当たりましてご挨拶を申し上げます。 

      本日、ここに平成25年第６回大和町議会定例会が開会され、平成25年度各種補正予

算を初め提出議案をご審議いただくに当たり、その概要をご説明申し上げますので、

議員皆様方のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

      初めに、10月17日に横浜市消防訓練センターにおきまして、第21回全国女性消防操

法大会が開催されまして、宮城県代表として出場いたしました大和町の女性消防隊が

見事に全国優勝を果たしました。このことは４月からの厳しい訓練を行ってまいりま

した隊員皆様方の訓練に対しますご努力と関係各位のご指導のたまものであり、改め

まして、町民を代表して祝意を表するものでございます。今後、女性消防隊の皆様に

おかれましては、防災、防火面での指導的立場でのますますのご活躍をご祈念申し上

げるところでございます。 

      さて、企業誘致の状況でございますが、去る９月10日に宮城県庁におきまして、東

京に本社を置く株式会社コバヤシ様と宮城県、大和町の３者で立地に関する協定の締

結を行ったところでございます。 

      進出予定地は現在造成中の大和リサーチパーク西地区の１区画2.8ヘクタールを予

定しておりまして、事業内容は食品等の包装材に使われます新素材の澱粉シートの量

産工場であり、平成27年夏の操業を目指し、準備が行われております。従業員につき

ましても、地元から30人程度雇用する計画とお聞きしておりますので、新たな雇用創

出が期待されるところでございます。 

      次に、宮城県が進めてまいりました震災廃棄物の処理に伴う黒川地域行政事務組合

が管理する吉田地区への最終処分場への埋立処分についてでございますが、議員皆様

方にはさきにご説明を申し上げ、ご理解をいただいたところでございますが、このた

び宮城県より吉田地区への搬入をすることなく、処理事業が完了した旨の通知があり

ましたので、ご報告を申し上げます。 

      次に、もみじケ丘、杜の丘地区におきます隣接による保育所についてでございます

が、杜の丘公益施設用地に建設を予定し、保育所の運営事業者を募集しておりました

が、複数の法人から応募があり選考の結果、宮城県大崎市に本部を置き、大崎市、仙

台市で認可保育所５カ所の運営実績を有しております社会福祉法人宮城愛育会に決定
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をいたしました。今後は、平成27年４月の開所に向けまして、保育所建設に着手する

ものですが、今般宮城県の補助を受けましての建設等に係ります補助金の予算を計上

しているところでございます。 

      さて、平成26年度の予算編成についてでございますが、10月26日に庁内予算編成担

当者に対し、平成26年度の歳入歳出の見通しを説明し、新年度予算編成をスタートい

たしましたが、当初予算編成に先立ちまして、平成24年度の決算実績を踏まえ、さら

に平成25年度の決算見込みを推定し、平成26年度から28年度までの財政見通しを策定

したところでございます。 

      この中期財政見通しでは、歳入においては多くの増収は見込めない情勢であります

が、歳出におきましては、人件費で職員構成の若返りにより若干の減少はあるものの、

小野小学校増築事業費、医療費助成等での増加が予測され、依然として厳しい財政状

況が予測されるところでございます。また、平成26年度は４月から消費税が５％から

８％に引き上げが決定されており、さらに電気料金や石油製品の高騰も見込まれるこ

とから、歳出におけます需用費等の消費的経費の増嵩が想定されておりますが、こう

した経費につきましては基本的には前年度予算内での編成を指示したところでござい

ます。 

      それでは、本日提出しております議案につきまして、その概要をご説明申し上げま

す。 

      議案第87号から議案第92号につきましては、地方税法の一部改正に伴い、用語を整

理するものでございます。 

      議案第93号につきましては、配偶者暴力防止法の一部改正に伴い、語句を整理する

もの。 

      議案第94号は、平成25年８月13日吉田字一本杉７番地内で発生しました交通事故に

関し、損害賠償の額を定め、和解しようとするものでございます。 

      続きまして、議案第95号から議案第100号までの補正予算関係についてご説明を申

し上げます。 

      一般会計につきましては、１億9,670万8,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算

総額を92億2,325万5,000円とするものでございます。 

      まず歳出の主なものについて申し上げます。 

      総務管理費は、特定防衛施設周辺整備調整交付金の一部を後年度事業に要する経費

といたしまして基金への積み立てを見込むもの。 

      民生費は、民間保育所建設費補助金と宮城県後期高齢者医療広域連合への医療費公
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費負担の確定見込みにより追加分等を措置するもの。 

      衛生費は、水道事業会計繰出金及び廃棄物処理委託料等を措置するものでございま

す。 

      農林水産業費は、東日本大震災農業生産対策交付金事業によります乾燥調製施設の

事業費増加に伴います補助金等の追加。 

      商工振興費は、企業立地奨励金の額の確定に伴います減額補正。 

      教育費は、私立幼稚園就園奨励費の追加分を措置したものでございます。 

      以上が歳出の主なものでありますが、これらの経費に充てます財源といたしまして

町税4,000万円、国・県支出金１億4,391万8,000円、財産収入871万1,000円、繰越金

897万5,000円ほかをもって充てることといたしております。 

      次に特別会計についてでありますが、介護保険事業勘定特別会計は、地域支援事業

費の追加及び保険給付費見込み額等による各科目間での調整、下水道事業特別会計は

公債費の減額調整を、農業集落排水事業特別会計は消費税額確定見込みによる調整で

ございます。 

      水道事業会計は、収益的支出では受水費の計上、資本的支出では管工事費３件と旧

公営企業金融公庫資金繰上償還に伴います企業債償還金について措置いたしたもので

ございます。 

      続きまして、議案第101号につきましては、原阿佐緒記念館ほか３施設に係ります

指定管理者として宮床歴史の村保存会を指定するものでございます。 

      なお、今会期中に契約案件１件を追加させていただく予定としておりますので、あ

らかじめご了承をお願い申し上げます。 

      以上が今回提出しております議案の概要でございますけれども、何とぞ慎重にご審

議をいただきまして、ご可決を賜りますようお願いを申し上げまして挨拶といたした

いと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

                                            

         日程第３「一般質問」 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      日程第３、一般質問を行います。 

      順番に発言を許します。 

      ３番千坂裕春君。 
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３  番 （千坂裕春君） 

      皆さん、おはようございます。 

      通告に従いまして、一般質問を始めます。 

      多様な奨学金を創設せよ。 

      行政視察で訪問した島根県邑南町では、子育て、定住促進支援の一環で、医療・福

祉・農林業に関連する業務に従事するための専門資格、知識習得のための学資を援助

し、償還条件に該当した場合、全額免除、半額免除、償還猶予の措置を実施していま

す。本町においても、実施すべきと考えますが、町長の考えをただします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      答弁を求めます。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      ただいまのご質問でございますが、お話にありました島根県邑南町ですか、では日

本一の子育て村を目指して経済的負担を和らげ、生活環境を整備して安心して子育て

ができるよう、医療、保険、福祉、教育、生活環境などさまざまな面から支援を行っ

ておるようでございます。また、定住促進対策として過疎対策債を利用した過疎地域

自立促進計画を定めまして、医療福祉、農林業に関連する業務に従事することを目的

とした専門資格取得のための奨励金制度を設けており、総合的な施策展開をしておる

ところでございます。 

      この邑南町の背景には、中山間地域の過疎地域にあるため、平成16年に３町村が合

併したものの、人口の流出が著しく、医師や農業後継者の確保が喫緊の課題となって

おり、町内の人材確保のために医療福祉従事者確保奨励金制度や、農林業後継者育成

奨励金制度を創設したというふうに伺っております。 

      邑南町にお聞きしましたところ、医療福祉従事者確保奨励金制度を利用した方は、

平成23年度から18名が利用しておられるようでございまして、平成24年度末に卒業し

た方のうち、看護師１名、管理栄養士１名が町内に就職されております。また、農林

業後継者育成奨励金制度、奨励基金制度につきましては、平成23年度から25年度で４

名が利用されておりまして、まだ制度ができてから卒業生がいないため、就職者がい

ないものの、平成27年度からは２名か３名ぐらいが町内での就農予定とこのように伺

っております。邑南町では、人材を地元で受け入れる要素ができ上がっており、効果

があらわれているものと考えております。 
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      しかしながら、定住促進対策は、それぞれの自治体の持つ背景があり、考えられる

施策は数多く存在しており、その自治体に合った制度が必要と考えております。本町

に合った制度として実現するためには、本町の地域が抱える課題は何かを検証する必

要があると考え、また１つの施策では効果は薄く、複合的に展開を図る必要があると

考えております。 

      こういったことから、本年６月に定住促進団地整備計画についてご説明申し上げた

ところであり、制度設計のため現在ハウスメーカーから定住促進の提案を受けるため

の準備を行っておりまして、定住促進団地整備と相乗効果が発揮できるような地域活

性化のための施策を検討してまいりたいと考えております。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      千坂裕春君。 

 

３  番 （千坂裕春君） 

      昨年の９月定例議会内の決算特別委員会のほうで、私が奨学金の多様化を考えてみ

たらということで、提案させていただいてから１年たって、また９月に同じような質

問をさせていただいたところ、現在調査中ですが、名取市でこれに似たような事例を

見つけたという話だったんですが、やはり大和町の学校教育という冊子を毎年発行し

ている中で、奨学金制度の充実というものを毎年のように書いている割には、奨学金

に対する考え方が町民の方々に見えてこないような気がするんですね。確かに、増額

はされた経緯はありますが、やはり増額で済むなら充実じゃなくて増額で構わないん

ですが、この充実というのはあくまで増額じゃなくて、いろんな制度を含めた充実だ

と考えてよろしいですか、町長答弁お願いします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      奨学金についてということでございますが、大和町の場合はご案内のとおり、貸し

出しといいますか、ということをやっております。その中で、金額の増加とかそうい

った形のもの、または返済についての考え方、いろいろ事情が、世界事情が変わって

きておりますので、そういったことで今対応しているということでございます。そう
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いったことでございまして、今はそういった形のもので進めているということです。 

 

３  番 （千坂裕春君） 

      答弁の中に、複合的に展開する必要があるという町長の答弁がありますが、私も当

然ながら１つの施策で何かうまく事が運ぶという考えではありません。ということで、

複合的な考えは賛成しておりますが、ここで言う定住促進住宅計画の中で考えていく

というんですが、これは先輩の議員初め、私が改選になってからも何度も定住住宅の

話出ているとおり、進み方が遅い中で奨学金というものを考えていった場合、奨学金

に手をつけていただけるのがだんだんおくれてくるような認識でいるんですが、私は

もちろんこういった考えも必要かと思いますが、就学支援的な考えで奨学金というこ

とを先行して考えていただいたらいいんじゃないかと思うんですけれども、町長どう

思いますか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      定住ということではなくて、就学という意味でということだと思うんですけれども、

就学という形の中でございますので、これまでも奨励金制度をやってきておるところ

でございます。返済等について期間を見直すとか、または金額について見直す、また

は枠を大きくする、そういった形で今やっているところでございまして、就学につい

ては今現在もやっているというふうに思っております。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      千坂裕春君。 

 

３  番 （千坂裕春君） 

      話を戻しますけれども、やはり単発でやったものが結果的に複合的なものになると

か、そういったものが有無から、まずは最初はそれを独立した形でも進めなければ、

大和町の子育てに対する考え方がすばらしいというような町外の人に考えていただい

て、大和町に転入していただくというような方法もあるかと思うし、または本町で問

題になっている産婦人科が足りなくて、黒川病院で産婦人科というか出産できないよ
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うな状況を踏まえるならば、例えば医療の奨学金を考えた上で、産婦人科を開業して

いただいた方にこういった奨学金制度をご利用いただくとか、そういったもの、すご

く広くいろんな考えがめぐり合って、めぐっていくようなことだと思うんですけれど

も、やはりそれは一方、やろうという気持ちがなければ生まれてこない、これだから

やんない、あれだからやんないというやらないような理由探しをされているような気

がするんですけれども、そういったものじゃなくてやはり前向きに考えていただくこ

とが必要かと思います。 

      その中で、一歩これはいいかなと思ったのは、定住促進住宅の計画の中で考えてい

くということの認識でよろしいんですか。それは近い将来に向けて実現可能だという

ことの考えでよろしいですか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      定住促進につきましては、以前にも皆様方にご説明申し上げ、土地の提供というこ

とでお話ししましたが、いろいろご意見もあった中で、アパートとかそういったもの

がいいんではないかというご提案がございました。今先ほど申し上げたとおり、ハウ

スメーカーからそういった場合にどういったやり方がいいのかとか、そういったご意

見の聴取もしているところでございます。ですから、それは現在進めているというこ

とでございまして、そういったことと先ほど言った奨励金とかを合わせての複合とい

うことでございますので、決してやらないことを探しているわけではなくて、前向き

に考えているということでございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      千坂裕春君。 

 

３  番 （千坂裕春君） 

      そうしましたら、やる方向で考えていただいているようなので、ここで１件目の一

般質問を終わります。 

      ２件目、町長の指導力不足ではないかということで、全ての事業、業務遂行におい

て計画・実行・強化・改善、いわゆるＰＤＣＡのサイクルは不可欠でありますが、最
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近ＰＤＣＡが欠如していると思われる事例が見受けられます。以下の２件のＰＤＣＡ

をただします。 

      １つ、宮床中学校の体育館建設事業。 

      ２つ、バスターミナル事業について。こちらのＰＤＣＡをお聞かせください。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      まず宮床中学校の建設事業でございますけれども、この計画につきましては、杜の

丘団地造成によります将来の生徒数の増加傾向の要因分析を実施しまして、平成23年

度に庁内検討を慎重に行いつつ、宮床中学校屋内運動場整備の基本方針を立てたもの

でございます。そして、これまで供用いたしております屋内運動場２棟の施設管理に

つきましては、今後も継続して行い、新たに屋内運動場を建設するといたしたところ

でございます。 

      第１体育館につきましては、文科省補助によりまして昭和57年２月に建設したもの、

さらに第２体育館は平成10年３月に防衛省補助で建設いたしまして、現在まで学校関

係者並びに生徒皆さんの屋内運動場として利活用をいただいてまいったものでござい

ます。 

      次に、第３の屋内運動場増設につきましては、大和中学校屋内運動場の内容を基本

ベースとしまして、バスケットコートとバレーコートを確保できる面積を計算し、こ

れまでの面積不足の解消と部活動等の円滑なる利用を図るものといたしたものです。 

      なお、第１体育館につきましては、これまでと同様の部活動等の利用を引き続き行

い、第２体育館につきましては、平成24年度から必須科目となっております柔剣道に

対応することで学校と協議しております。 

      第３となります屋内運動場増設工事事業の計画内容ですが、平成23年度におきまし

て実施設計を実施し、概算事業費が約３億2,000万円を見込みまして、屋内運動場面

積が延べ床面積1,257.04平米、建築面積が1,435.65平米といたしまして、学校行事の

ほか、体育事業、部活動等を考慮して練習用バスケットコート２面、試合用が１面、

そのほか練習用バレーコート２面、試合用が１面、さらにバドミントンコート６面、

軟式テニスコート１面ができる内容といたしたところでございます。 

      また、宮床中学校におきます駐車場スペースにつきましては、屋内運動場南側と西
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側、一部北側の用地を確保し、さらには第２体育館周辺分も合わせまして、110台ほ

どを確保することで検討いたしたものです。 

      当該屋内運動場増設工事事業のスタートに当たっては、平成23年８月と12月に学校

関係者及びＰＴＡ役員皆様に対しまして、建設事業の概要の説明会を開催いたし、関

係者皆様からご理解を賜ったところです。そして、平成24年度当初予算は、３億

2,081万5,000円で、当該屋内運動場増築工事事業を実施することで始まったところで

す。 

      次に、６月議会においては、増築工事に係ります補助単価の改定によります追加で

の補正予算2,050万8,000円をお願いしましてご可決賜りましたことから、宮床中学校

屋内運動場建設を実施するための一般競争入札公告を６月に実施しましたが、７月の

開札時の入札不調でありましたことから、７月末には当議会に追加しての補正予算

6,742万5,000円をお願いし、当該屋内運動場に係ります建設工事費総額につきまして

は、４億874万8,000円となりまして、慎重審議の上ご可決賜りました後、再度ダイレ

クト型指名競争入札に付しまして、結果工事入札の落札となったところでございます。 

      本工事契約は、建築本体工事ほか２工事での３本での契約によりまして増築工事事

業が調ったところです。３つの工事契約金額を合わせますと、３億6,903万3,000円と

なったものです。当該屋内運動場のおもな施設内容につきましては、アリーナ、玄関

ホール、２階ギャラリー、ステージ、器具庫、放送室、トイレ、更衣室、渡り廊下と

なっております。 

      あわせて増築工事期間につきましては、平成24年９月７日から平成25年２月28日ま

でのものだったものが、県内におけます生コンクリート不足からの出荷制限を受けま

して、やむを得ず３月29日までに増築工事期間を変更いたしたものでございます。ま

た、工事期間の安全対策につきましては、町の教育委員会、学校及び受託工事会社の

工事責任者の３者間で毎月定例的に打ち合わせ会議を開催いたしながら、学校事業や

行事に配慮した形で、そして学校生徒への安全を期し、万全な体制をもって増築工事

の安全な建築環境に努めたところでございます。そして、関係者皆様方のおかげさま

を持ちまして、予定いたしました工事期間内で完成することができました。なお、屋

内運動場の披露につきましては、本年４月26日に開催をいたしまして、関係者皆様に

ご内覧をいただいたところでございます。 

      屋内運動場完成後は、平成25年度の宮床中学校入学式の行事を初め、学校での部活

動など多くの授業活動が現在行われ利用されておるところでございます。町としまし

ては、今後も学校施設全体に係ります教育環境の維持に努め、生徒皆さんを初めとす
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る学校関係者、ＰＴＡ、そして地域の皆様方から親しまれる施設として維持管理に努

め、教育施設整備計画を進めるに当たっては、地域社会環境の変化を捉え、また施設

利用の効果などを十分検討いたし、かつ安全・安心な教育施設といたすよう施設整備

内容を決定してまいりますほか、完成後の教育施設の利活用につきましても、不断に

検証してまいりたいとこのように考えております。 

      次に、２点目、バスターミナルの事業でございますけれども、本事業につきまして

は大和町の公共交通機関の結節点としまして、町民の皆様や学生の皆様が便利に安心

して各種バスをご利用していただくことを第一の目的としまして、計画したものでご

ざいます。 

      相次ぐ企業進出で、従業員の通勤や物流交通の集中などで交通混雑が進んでおり、

バスを利用していただくことにより交通渋滞の緩和を図り、二酸化炭素を削減し、環

境に配慮したまちづくりを推進するものでございます。 

      このような考えのもと、国、県と検討を重ね、国交省の補助事業として平成21年度

から着手しまして、ことし４月１日から供用を開始したものでございます。供用開始

後の利用者につきましては、６月３日の調査実施した結果、乗降者数は590人であり

ましたが、９月９日に同様の調査を行った際には749人でございました。３カ月で

2,200人、36％の増加となっておりまして、徐々に浸透していると思われます。 

      また、県との連携によりまして仙台都市圏北部急行バスの試験運行もしておりまし

て、自動車からバスへの交通利用の転換を目指し、利用者の利便性を高めることに努

めております。今後も、高速バスやスクールバスについても運行事業者や学校関係者

などとの連携を深め、利用促進を図ってまいります。なお、町民バスについてはデマ

ンド交通を視野に入れて検討しておりまして、さらなる事業効果を高めるように努め

てまいります。以上でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      千坂裕春君。 

 

３  番 （千坂裕春君） 

      まず最初に、宮床中学校の体育館の建設事業のほうからなんですが、町長の答弁の

内容を聞くと、計画と実行というところだけはお答えいただいたんですが、これを建

設し終わって、さあどんな評価を受けているか、改善しなくちゃいけないというとこ

ろが抜けているんですけれども。答弁を求めます。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      体育館につきまして、教育委員会とかそちらでやったわけでございますけれども、

便利というと失礼ですけれども、使っていただいているというふうに聞いております。

駐車場につきまして、一部大きな事業があったときに手狭だという声も一部あるよう

でございますけれども、その辺は今学校のほうで工夫してもらいながら、駐車場につ

きましても運営といいますか、配備をしながら進めてもらっているというふうに思っ

ております。子供さんたちにつきましては、そういったことでうまくといいますか、

便利といいますか、活用してもらっているというふうに思っております。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      千坂裕春君。 

 

３  番 （千坂裕春君） 

      それは、新しい体育館になったんだから便利に使っているというのは、体育館の中

のことであって、いざ体育館を含めた周りの環境、いわゆるグラウンドが狭くなった

ということに対しては、町長、どのような評価をされているんですか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      グラウンドにつきましては、確かに狭くなったというか、以前広場だったところに

体育館が建ったわけでございます。特に野球の場合ということで思っておりますが、

学校のほうにもいろいろ確認しておりますが、あそこは今ライトが90メーターがござ

います。それとレフトのほうがもっと広いということでございまして、体育館の前に

ネットを張った防止をやっておるところでございます。 

      練習においては中学校の生徒さんたちにそういったことについて、その環境を十分

承知しておられるので、問題なくといいますか、やっておるというふうに聞いており
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ます。ただ、試合については他校の生徒さんが来られるので、そこについてなれがな

いということで、試合は別なところでやっているというふうに聞いております。また、

例えば場所を変えた場合に、ソフトボール側に持っていったとかいろいろ検討はする

といいますか、そういったこともお話ししておりますが、現在のところ、中学校とし

てはあのグラウンドで練習等につきまして進めておるということで、前よりも狭さ感

というかそのことはあるということでございますけれども、練習に支障はないという

ふうに聞いております。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      千坂裕春君。 

 

３  番 （千坂裕春君） 

      どなたから聞いた話かわかりませんが、まず町長が直接聞いた場合は、多分遠慮か

なんかがあるかと思うんですけれども、例えば私体育館の内覧会行かせてもらったと

きに、体育館から見たときホームベースまで、ああ、狭くなったなという感覚はしま

した。でも、実際宮床中学校の新人大会野球部見ましたけれども、残念な結果に終わ

ったんですが、その最大の原因は多分守備力なんですね。特に私も野球をしていた関

係でわかるんですが、外野の目測誤りのエラーが多かったような気がします。 

      やはり、練習の時にノックして後者に当たらないような打ち方をすれば、それなり

のバットスイングしかできませんので、やはり本番のバットスイングが来たときに、

振りがいいとボールじゃなくて後ろに下がるという習性を人間持っていますからね、

そういったものから、バットのスイングの普通のスピード、遠慮したスピードじゃな

くて、そういったものの練習が足りないという認識をしたんです。 

      それで、実際宮床中学校に行って、グラウンドに入らせてもらって、ホームベース

に立ったら、これじゃあ野球するところじゃないというような認識を持ったんですが、

町長はそういったある程度不安材料、狭くしてしまったかもしれないという中で、自

分の目で見ようとは思いませんですか。または、見たことがありますか。ホームグラ

ウンドに立って。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 
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町  長 （浅野 元君） 

      グラウンドに立ってみたことはございません。現場ではもちろん見ておりますけれ

ども、ホームベースに立って、言うとおりにそういった見方はしておりませんけれど

も、グラウンドの状況は見ております。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      千坂裕春君。 

 

３  番 （千坂裕春君） 

      見たという答弁ですが、さっきも私が言ったように、体育館から見たのか、グラウ

ンドに入って直接野球をしようという観点で見たかでは大きな違いがあるとは思うん

ですけれども、町長はどの辺から見られましたか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      先ほど申しましたが、グラウンドを打ったところから見てみたと申し上げました。

こちらの体育館から見たということでございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      千坂裕春君。 

 

３  番 （千坂裕春君） 

      今回問題にしたいのは、この事業において、計画する段階において、その計画の目

的は達するかもしれないが、周りにどういう影響を与えるかというものを考えた上で

やるならば、あそこに体育館をつくるという考えに至るまでにはなんないんじゃない

かなと思うんですよね。確かに、ここに学校関係者及びＰＴＡ役員の皆様と話をして、

皆様のご理解を賜ったという話を聞くんですが、本当にグラウンドが狭くなるという

ことを町の側から提示した場合、今の結果に終わったかどうか私疑問に思うんですけ

れども、グラウンドに対する影響度はちゃんと説明されたんですか。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      あそこに建つ前の状況というのをご存じでしょうか。（「はい」の声あり）ああ、

そうですか。あそこに建つときにはグラウンドというか、グラウンドの外れたところ

ですね、野球場とかそういったところということではなくて、ラインから校舎から並

んだところにやっているわけでございますけれども、あの段階でもちろんここに建つ

ということは学校関係者にももちろん説明をしておりますし、そのことについて場所

についてももちろん説明をしている中で、ご理解といいますか、説明をさせていただ

いて図面で示して、そしてあの場所で決定したということでございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      千坂裕春君。 

 

３  番 （千坂裕春君） 

      やはり図面では、圧迫感とかそういったものを全然感じないですから、もちろんも

ともと狭いところではありましたけれども、そのないような状態とあそこに建物がそ

びえ立つような状況では違うという認識ではいていただきたいなと思います。建った

ものですから、あそこを撤去しろというわけにはいかないので、じゃあこのグラウン

ド狭くなった、野球の練習、ソフトボールの練習がしづらくなった、練習試合ができ

なくなったというような状況を踏まえて、改善策などは何か考えておりますか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      このことにつきましては、学校、宮床中学校の校長先生初め先生方、また生徒さん

たちのご意見を聞きながらやっていくということでございますが、現在のところは現

在の状況でやっていけるというふうに聞いております。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 
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      千坂裕春君。 

 

３  番 （千坂裕春君） 

      押し問答になりそうなので、次のバスターミナル事業に入ります。 

      バスターミナル事業、計画の趣旨とかそういったものは聞かせてもらいましたけれ

ども、立てた計画の中で１日の利用者はどのくらいあるという見込みで推進されまし

たか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      計画は持っておりますが、ちょっと今数字を持っておりませんので、後ほど説明し

ます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      千坂裕春君。 

 

３  番 （千坂裕春君） 

      今現在町民バスは庁舎側の表玄関に停車するような運用をされていると思いますけ

れども、どうせバスターミナル後ろにつくるのであれば、庁舎と庁舎の駐車場を含め

て土地を購入して、庁舎を後ろに引っ込めてバスターミナル内に町民バスを含めて入

れようなんていう考えはなかったんですか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      庁舎建設の際には、庁舎に必要な面積はどのぐらいあるだろうということ、その必

要なところについて購入しましょうというふうな、町民皆さんに100人ぐらい集まっ

てもらった中でいろいろ検討させていただきましたけれども、そういった計画の中で

庁舎の土地、面積を決定したところでございます。 



２１ 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      千坂裕春君。 

 

３  番 （千坂裕春君） 

      何を言いたいかというと、一つ一つ余りにも単発的な計画ではないのかなというよ

うな考えで述べさせていただいているんですけれども。そういった意味で庁舎を建て

るときに、町にとって交通網というのはどんなに大切かというものを考えるならば、

庁舎に隣接したターミナルというのは、既に頭の中にあればそういった庁舎を含めた

計画にはなぜならなかったんですか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      庁舎の建設につきましては、この場所に決定をしたわけでございますけれども、当

初北側という案がなかったわけでもございません。ただ、庁舎として利用するときに

住民の方々が来られる、そういったことも考えた利便性、または町としてのシンボル

でもありますので、そういったことも考えた中でこちら側をやったということでござ

います。 

      それから、庁舎の事業とそういったターミナル事業というものについて、一緒にと

いうことにはなかなか制度の問題とかもありますので、できないというふうに思いま

す。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      千坂裕春君。 

 

３  番 （千坂裕春君） 

      先ほどの数字というのはまだ出ていないですか。後で調べるのか。 

      じゃあ、いいです。現在３カ月たって200人増加ということなんですけれども、や

はり増加したからいいというんじゃなくて、当初目的が幾らだから、それに近づくた

めの数字ということで私質問したいので、その数字を早く出してもらわないとちょっ
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と質問できないんですがね。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      数字は今ちょっと持ち合わせておりませんので、そこで今ちょっと担当課に言って

後ほどお示ししたいと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      ちょっと待って。 

      じゃあ、暫時休憩します。 

 

         午前１０時４９分  休 憩 

         午前１０時５８分  再 開 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      再開します。 

      休憩前に引き続き会議を開きます。 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      大変失礼しました。 

      計画的には１日1,860人で計画をいたしております。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      千坂裕春君。 

 

３  番 （千坂裕春君） 

      町の売り物の事業の１日の利用数、計画立てた時点のものを即答できないようでは、

評価もできないし、改善もできないんじゃないかと思うんですけれども。まさにこの

一般質問にさせていただいたＰＤＣＡの欠如で、これはやはり町長の指導力不足じゃ
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ないかと私は思います。 

      それで、こういったバスターミナルつくる上で、計画でここにバスを通させたら、

環境上どういうふうになるか、安全上どうなるか、そういったものも踏まえて考えた

と思いますけれども、そういったことをちょっと説明していただきたいんですけれど

も。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      環境上どうなるか。先ほど申しましたとおり、このことにつきましては一番最初に

申し上げましたとおり、公共交通機関の結節点ということで考えたということがまず

第一でございます。そして、ご利用いただく方、学生さんとか、または通勤される方、

住民の皆様方、そういった方々に便利で安心して使ってもらえるということ、そうい

うことでございます。また、従業員の方々も多くなってきますので、車の通行車両が

多くなるということですので、できればバス等で通っていただければ、その分交通量

も減りますし、二酸化炭素量も減るということ、そういうことを考えたところでござ

います。 

 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      千坂裕春君。 

 

３  番 （千坂裕春君） 

      質問の表現が悪かったと思うんです。地域住民の騒音、または児童生徒の通学時の

安全対策、そういったものでどのようなお考えだったのか聞かせてください。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      地域住民の騒音ということでございますけれども、ターミナル付近の地域住民とい
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う意味合いですか。地域住民の騒音といいますか、ここにつきましてはごらんのとお

りエリアがあるところでございます。そういうことでございますので、騒音というも

のについて交通量がふえるということがある、それを心配しました。バスが来る、集

結しますから。ですから、その分についてのルート等につきましては、左折左折とか

そういったものを考えながらやったところでございます。同じように、子供たちもそ

のとおり交通安全につきましても、そういったことを考えて、ミラーを設置したり、

そういった安全対策もやりながらやっているところでございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      千坂裕春君。 

 

３  番 （千坂裕春君） 

      まず、騒音の面から１つ近隣のバスターミナル周辺に住んでいる方から聞いた話で

すと、信号が変わり黄色になっている、そうすると大抵の車は黄色とまりたくないの

で、アクセルをふかして結構大きな音で曲がっていくバスが多いと聞きます。また、

あそこのバスターミナルから出たバスの経路は片側だけの横断歩道になっているとこ

ろでございますが、そういった片側の歩道だけで十分安全確保できるような子供たち

の指導というのはできておりますか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      信号のある場所、ターミナルのそばで信号があるというところになりますと、役場

の前。ああ、向こう側、こちら側ですか。ああ、そうですか。もしそういうことがあ

るとすれば、それはバス会社とかそういったことに十分注意をしなければいけないと

いうふうに思っております。ご案内のとおり、停車線とかずっと下げてカーブしたと

きに危険がないような配慮をしておるところです。黄色でというと、バスではそうい

うことはないんではないかと、交通、そういう携わっている人が黄色であるから急い

で回ろうというようなことはちょっと考えられないと思いますが、ただそういうご意

見といいますか、そういったお話があるとすれば、それは各バス会社なり関係者にし

っかり十分注意をしていかなければいけないというふうに思います。 
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      それから、片側だけの歩道についての交通安全の指導ということでございますが、

このことについては、それ以外のところにも片側だけの歩道というのはあるわけでご

ざいまして、常日ごろの交通安全の指導ということは、学校でも家庭でも徹底してい

るというふうに思いますが、なおその辺の徹底は図ってまいりたいというふうに思い

ます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      千坂裕春君。 

 

３  番 （千坂裕春君） 

      やはり、新たな事業を開始した場合、地域住民からの苦情があったから動くんじゃ

なくて、その新しい事業によってどういった影響を及ぼしているかというものを町の

ほうから調査すべきだと思いますが、そういったお考えは全くなかったですか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      町のほうの調査ということでございますが、事業につきましての効果とかそういっ

たものについては、やっていかなければいけないというふうに思っております。どの

範囲までするかとか、そういったことにはいろいろ考え方があろうというふうに思っ

ておりますけれども、そういったことはどういった調査かと、調査の種類もいろいろ

ありますけれども、そういったものについての事業の検証といいますか、それは必要

だというふうに思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      千坂裕春君。 

 

３  番 （千坂裕春君） 

      そうですね。１日の利用客が1,860と見込んでいる中で、まだ749名、半数にもいか

ない状況ですので、やっぱりこういった事業に皆さんが賛同していただくような事業

であることを願って、２件目の質問を終わります。 
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      ３件目、高齢者雇用確保条例を制定せよ。 

      高齢者人口が増加し、後期高齢医療費が増加している。しかし、元気で就業意欲、

健康志向の高い高齢者も数多く見受けられます。高齢者雇用確保条例は、高齢者の就

業意欲を満たし、将来的に医療費抑制に結びつくと考えますが、町長の考えをただし

ます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      済みません、この質問にお答えする前にちょっと前のやつですけれども、確かに利

用数はまだ少ないところです。この事業につきましては、一遍にそういった効果が出

るというふうには考えておりません。ということは、自動車でやっている方々がバス

に変わるとか、そういったことについて環境が出てくるんだというふうに思っており

ます。 

      ですから、もちろんまだまだ足りないんですけれども、これについては皆さんのご

理解をいただきながら切りかえるということでございますので、突然どんとふえると

いうものではなくて、そういった努力をしていきたい。そのために、例えばバス会社

にもいろいろ話をさせてもらっておりまして、あと学校、スクールバスのそういった

ところにもご協力というか、安全ですから使ってくださいというお話をしております。

年度途中に新しい学校が利用してもらうことができておりますし、またバス会社のほ

うでも利用客が多くなってきたので、若干ですがバス賃を下げるとか、そういったこ

ともやっていただけるということですので、徐々に出てくるんだというふうに思って

おります。もちろん、いち早く目標達成しなければいけませんけれども、そういった

段階があるということでございますので、ちょっとお話しさせていただきました。 

      それでは、次の答え、３番目でございます。 

      高齢者を含めた雇用対策につきましては、国の法律等に基づき各種施策が講じられ

ているところでございます。近年の高齢化に伴いまして、元気で就労意欲の高い高齢

者が増加しておりまして、このような高齢者の雇用対策としては国では公的年金の支

給開始年齢の引き上げ等を踏まえまして、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律を

一部改正し、平成25年度から希望者全員がその意欲と能力に応じて、65歳まで働ける

ように、65歳未満の定年を定めている事業者に対しまして、定年引き上げ案、継続雇



２７ 

用制度の導入等の措置を講じるよう義務づけたところでございます。 

      さらに、年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けた取り組みといたしまして、

70歳まで働ける企業推進プロジェクトや定年引き上げ奨励金などにより、65歳以上へ

の定年の引き上げ案、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする70歳以上までの継

続雇用制度の導入と、またはこれらの措置と合わせて高齢者の勤務時間の多様化を行

う中小企業事業者に対しての助成措置が講じられているところでございます。 

      このほか各地で設立されておりますシルバー人材センターでは、高齢者の多様な就

業ニーズに対応し、定年退職後等におきまして臨時的、短期的、または軽易な就業を

希望する方に対して、意欲や能力に応じた就業機会、社会参加の場を提供しておりま

して、会員登録することにより身近な地域で安心して働くことができるよう、多様な

就業機会を提供しております。 

      本町では、平成22年に大和町シルバー人材センターが設立されまして、順調に運営

されているところでございますので、元気で就労意欲のある高齢者につきましては、

シルバー人材センターに加入登録されて、適切な就労の機会を得ていただきたいと考

えております。 

      また、後期高齢者を初めとしました高齢者の医療費抑制策といたしましては、雇用

の確保対策のほかに、壮年期からの総合的な健康づくりや、高齢者の社会参加と生き

がいづくりを図るための環境整備に努めることが重要でございます。本町におきまし

ては、健康教育や健康診査等、健康増進事業の一層の推進を図っているほか、生涯教

育の充実や地域において社会参加活動を総合的に実施している老人クラブに対する助

成などを行い、その振興を図っているところでございます。 

      このように高齢者の雇用確保対策につきましては、国の制度活用を基本と考えてお

りますので、町におけます雇用に関する条例の制定は現在考えておりません。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      千坂裕春君。 

 

３  番 （千坂裕春君） 

      先ほどの町長の挨拶においても、また大和町に企業が立地していただくという話の

中で、雇用の拡大というお言葉ありましたが、積極的に動かないでそれは雇用は生ま

れるかもしれませんが、町内の人間に果たしてどのぐらい回ってくるかというところ

になると、かなり疑問のところがあります。 
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      私が調べた尼崎市では、企業立地促進条例というものをつくりまして、事業開始時

に新規の雇用を常勤なんですが、市内に居住するもので３分の１を占めるという条例

をつくったんですけれども、私が望むのはそういった雇用の拡大につながるという言

葉を言われるのであれば、町長みずから積極的にこれなら町内の雇用が生まれるとい

うものを町民に見せていただきたいんですが、やはり町長の中では民間企業は民間企

業なりの考えがあるという考えが強くあるようですが、今行っている表敬訪問だけで、

今後そういった雇用を目的とした施策とかそういったものを積極的に進めていかない

という認識でよろしいでしょうか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      積極的に進めていかないなどということは、一言も申し上げてないと思います。雇

用の創出ということで企業の誘致、それをずっと続けてまいりました。そういった中

で、企業が進出をしていただきまして、実際雇用もふえているというふうには思って

おります。そして、お話しのとおり、企業のほうもまたはそういった機会を見ながら、

地元の方々を雇用していただくようなお願いは常にしております。また、その準備と

いいますか、そういったことのためには例えば黒川高校の工業科とかそういったもの

を設けるなどして、そういった準備といいますか、そういった対策をとっておるとこ

ろでございます。 

      最終的には、企業さんで選ばれるということでございますので、これについては民

間であれ、どういう事業者さんでも最終的にはご自分たち企業の必要な方、そういっ

た方を採用されるというふうに思っておりますが、そういった中にできるだけ多く地

元の大和町の人が入っていただけるようなお願いと、また支援といいますか、そうい

ったことはさせていただいているところでございます。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      千坂裕春君。 

 

３  番 （千坂裕春君） 

      何度も言うように、町長がそういうふうに言っている言葉というのは、結果的には
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雇用が生まれるけれども、それは偶然的な産物であって、私が言うのはもっと積極的

にこの数は大和町の人間が必ず雇用拡大につながるというようなもの、なぜできない

のかな。尼崎でやれるのに大和町でやれない法的な理由というのは全くないんだから、

やるべきだと思うんですけれども、全然本当に条例とかそういったもので雇用拡大す

るという考えは、今後も、この回答を見ると今後もやらないというふうにとったほう

がいいんだろうけれども、今後もやっぱりやりませんか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      最初のご質問は、高齢者の雇用というお話でございましたので、そのことについて

はそういうふうに申し上げました。通常の雇用ということでございますが、町としま

しても地元の方を採用した場合に補助制度、奨励制度というんですか、そういったも

のはあるんです。実際今も。ただ、今おっしゃるとおり尼崎では何名を雇用しなさい

という形での誘致ということだと思っていますが、それについてはそれだけの魅力と

いいますか、そういったものが尼崎にはあるのか、またどういう企業を目指していっ

ているのか、そこまでちょっと調べておりませんのでわかりませんけれども、それは

非常にそうやってきていただければそんなにいいことはないというふうに思いますけ

れども、実際企業誘致とした場合に、そういった地元の方、半分とりなさいとか、そ

ういったやり方での誘致というのは今行われているのは尼崎があるんですね。そうい

うの研究してみたいと思いますが、どういったあれがあるのか。なかなかそれは今の

状況では難しいというふうに思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      千坂裕春君。 

 

３  番 （千坂裕春君） 

      今後の課題かもしれませんが、町長の答弁の中で尼崎がかなり魅力ある町だろうと

いう話されましたけれども、大和町すごく魅力あるところなので、リーダーとして、

自分の町は日本一魅力ある町だと思いながらやっていただかなければいけないんじゃ

ないかと私感じた次第です。 
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      一般質問を終わります。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      大和町が魅力がないと言っておりません。尼崎にはそういう魅力があるんでしょう

ねということを申し上げましたので、誤解のないようお願いします。日本一だと思っ

ております、大和町。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      以上で千坂裕春君の一般質問を終わります。 

      次に、２番浅野俊彦君。 

 

２  番 （浅野俊彦君） 

      それでは、通告書に従いまして、２件、６要旨一般質問させていただきたいと思い

ます。 

      まず、１件目でございます。本町での企業誘致活動は非常に成果を上げており、第

４次総合計画中で誘致した工業団地の残地もあと残りわずかとなっているところであ

ります。今後の産業振興策として新たに工業団地を開発するというのを検討していく

のか、それとも別な方法をとるのか、そういった再検討をする時期を迎えているので

はないかと考えます。 

      そのような中、本町の産業振興を考える場合、企業や事業の創造を支援するという

ことも一つの重要な方策ではないかと考えます。企業や事業の創造は、経済活性化の

ための重要な経済活動であることはもちろんのこと、企業活動によって新しいビジネ

スや雇用が生み出され、経済の成長や産業構造の転換が期待されるのではないかと考

えます。また、地域の再生や地域活性化の起爆剤にもでき得る可能性を秘めているの

ではないかというふうに私は考えます。このような観点から企業支援の方策に関し、

町長の御見解をお伺いいたします。 

      １つ、企業支援の必要性は。 

      ２つ、現在の企業支援策は。 

      ３つ、今後の企業支援策はということで、ご見解をお伺いします。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      ただいまのご質問でございますが、本町では地域の活力を生み出す産業振興の手段

の一つとしまして、外発的な振興策であります企業誘致に積極的に取り組んでまいり

ました。このことで、トヨタ自動車様や東京エレクトロン様等の多くの製造業や流通

業の進出をいただきまして、地域にもたらす経済効果は大きく、これをビジネスチャ

ンスとして捉えて、地元企業の取引についても期待しているところでございますし、

地域内での持てる技術をさらに研鑽し、起業する方や新分野を操業しようとする内発

的な産業振興者が出現されることを期待しておりますし、企業の支援についても必要

と考えております。 

      現在、そのような方への支援につきましては、宮城県中小企業支援センターや独立

行政法人中小企業基盤整備機構で操業や経営資源、経営技術の活用についてのアドバ

イス事業があったり、また資金面では日本政策金融公庫の創業融資制度や中小企業庁

の総合補助金制度があり、企業創業者への支援体制がなされております。 

      次に、今後の町の支援策ということでございますけれども、製造業にとどまらず、

他業種におきまして町内企業間での取引を促進するため、企業懇話会等を活用しまし

て、ビジネスマッチング等の側面支援を図ってまいりたいとこのように考えておりま

す。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      浅野俊彦君。 

 

２  番 （浅野俊彦君） 

      先ほどご答弁の中で、企業の支援についても必要ということでのご答弁をいただき

ました。ただ、ご答弁の最後のところのくだりで、企業等の懇話会等を活用してのビ

ジネスマッチングというお話でありまして、私が必要ではないかなというふうに申し

上げておりますのは、新たに何らか自分で商売をしてみたいという起業、または既存

の会社さんが新しい分野の仕事をするという意味での起業ということが必要だという

ふうに考えておる次第でありますけれども、そこを町長も認識の違いがなく、必要と
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考えていただいているのか、確認させていただきたいと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      今後の支援ということで、ビジネスマッチングということをお話ししましたけれど

も、これにつきましてはそういうものだというふうに思っております。我々といいま

すか、企業さんと企業さん、それぞれいろいろ活動されているわけでございますけれ

ども、その仲立ちをするとか、そういったもので企業の新たな部門の創出とかそうい

ったものについてのお手伝いをする企業を紹介するとか、そういったことでございま

すので、言っている意味合いはそういうことで、企業さんの新しい起業、企てる企業

さんの新しい起こす起業を応援をするということについては、同じだということです。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      浅野俊彦君。 

 

２  番 （浅野俊彦君） 

      私の先ほどの質問の仕方が悪かったかもしれませんけれども、個人で、起業なんで

すけれども、個人で新たにこんな商売をしてみたいな、こんな会社を起こしてみたい

なという方を応援するのも起業支援ではないかと思っておりますけれども、それも大

事、重要であるというふうに私は考えますが、町長も同じご意見であるか、ご見解を

お聞かせください。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      個人の起業ということもそれは同じだと思います。ただ、起業の応援の仕方につい

てはいろいろ考え方があるというふうに思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 
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      浅野俊彦君。 

 

２  番 （浅野俊彦君） 

      まず起業の支援の必要性という意味では、同じ認識のもとであるということが確認

できましたので、今後の現状のあり方と今後の支援策ということで議論させていただ

きたいと思います。 

      まず、現状の企業支援策ということでご答弁いただいた内容を見ますと、宮城県の

中小企業支援センター及び独立行政法人中小企業基盤整備機構を使ったアドバイスで

ありますとか、あと資金面での支援という意味では、日本政策金融公庫の融資制度で

ありますとか、中小企業の融資制度というお話でありました。もちろん、国または県

で進めている事業でもあるわけではありますけれども、今現在では本町ではそういっ

た相談があった場合にどんな体制で、またはどこが管轄として受けていらっしゃるの

かというところを確認させていただきたいと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      企業さん、いろんな企業さんがあるわけですけれども、そういった相談とかそうい

った窓口は、産業振興課になっております。窓口としましては。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      浅野俊彦君。 

 

２  番 （浅野俊彦君） 

      企業のところでありましたが、あくまでも会社の企業ではなくて、起こす起業のご

相談なりの何かそういった窓口があるのか、または先ほどの企業支援策という意味で

ご回答、ご答弁いただいた内容でありますと、県または独立行政法人を活用した支援

策でありましたけれども、本町独自の施策というのが今あるのか、ないのかという点

をご答弁をお願いします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 
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      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      個人の方が事業を起こす、いわゆる起業といいますかそういったものに対しての町

としての補助といいますかそういったものは、現在は金銭的なものについてはござい

ません。ただ、相談とかそういったものにつきましては、産業振興課とかそういった

ことをやっておりますが、相談の事例がないのではないかなというふうに思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      浅野俊彦君。 

 

２  番 （浅野俊彦君） 

      現時点での窓口ということでは、産業振興課さんが窓口でご相談を受けていらっし

ゃる体制であるというお話と、なかなか現時点では個人的にそういったご相談を持っ

ていらっしゃる方がまだないというお話でありました。 

      先ほどの１要旨目のお話の中で企業支援は必要であると、重要であるという認識で

ある旨町長とも見解の共有ができたのかなと考えますけれども、やっぱりやり方次第

では、本当に地域の再生でありますとか、まちづくりの再生でありますとか、いろん

な施策につながる話というふうに捉えております。宮城県の今の中小企業の、済みま

せん、企業支援型の地域雇用創生事業ということで、宮城県側でも12月６日付の資料

によりますと、12項目のさまざまな事業が上がっております。そのうち、５事業に関

しては沿岸地区の被災地を中心にした事業であるようでありますけれども、今後の支

援策というのを考える上で、まちづくりと連携した形で検討していく必要性があるの

ではないかなと考えますが、いかがでしょうか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      県のそういった事業について連携してということでございますけれども、連携がで

きる部分とできない部分、どういう連携ができるのかとその辺は考えなければいけな

いというふうに思います。 
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      起業といった場合に、個人の起業と会社の起業と、または今ある会社の新たな起業

といろんなレベルと言ったらおかしいんですけれども、そういうのがあると思います。

ですから、どこに照準を当てるかということ、この辺がまず大切、そういうのも大事

なんではないかというふうに思うんです。でないと、こう全て個人の起業、そうでな

いのと一緒にはなかなかできない部分もあるんではないかという感じもしているんで

す。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      浅野俊彦君。 

 

２  番 （浅野俊彦君） 

      起業といっても何通りかあるんではないかというお話でありましたけれども、私も

そのように考えます。ビジネスマッチングという意味では、世界有数の会社さんが企

業誘致いただいて、直接先ほど雇用のお話もありましたけれども、直接の雇用ではな

いものの、お互いに取引先関係となって、うまくビジネス展開できる、そういう横展

開を図るという意味でのビジネスマッチングも私も有効だと思っています。もう一つ

の局面のどちらかというと起業といいましても法人化を狙うわけではなくて、個人事

業主さんとして新たに始める方を支援するような策も重要ではないかなと考える中で、

特に吉岡の商店街並びに従来地区の旧商店街などを見た場合に、大分空き店舗があっ

たりという中で、起業といっても個人的な店舗を開いてみたいとかそういった事業支

援策と絡めながら、新たなまちづくり、町の再生につなげることも重要な１つの局面

ではないかなと考えますが、いかが思われますか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      議員おっしゃるとおりだと思います。商店街の活性化とか、そういったことにつき

ましても、新たな起業といいますか、個人の方が来てもらってやってもらうというこ

と、大変有効な形だと思っております。以前にもそういったことも考えたこともござ

いまして、商工会さんと連携をしながら今商店街の方々の空き店舗といいますか、店

が閉まっているお店等々に、アンケート調査をしたことがあります。そういった形で
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今後の利用、活用について、例えばお貸ししてもいいですよという方、また自分でや

りますという方、いろいろあるわけでございますが、それで調査をしながらアンケー

ト調査を行ったことがあります。そのときには、残念ながらなかなかお貸ししてとい

うことにはならなかった結果が多かったということでございますけれども、考え方と

してバックアップ、お手伝いをしながら企業さんを応援し、そしてそのことによって

町全体が元気になってくるといいますか、そういったことは大変有効なことだと思い

ます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      浅野俊彦君。 

 

２  番 （浅野俊彦君） 

      そうですね、企業支援というところを考えると、私ソフト面での支援とハード面で

の支援と２つ大きく分けてあるのかなと考えます。その中で、ハード面といえば、施

設支援みたいな形での事業スペースでありますとか、いろんな研究開発の施設であり

ますとか、そういった場を提供するのがハード面であり、それ以上になかなか個人で

はできない部分、賄えない部分というのはソフト面のところで、ある意味事務的な支

援でありますとか、経営含めた管理支援でありますとか、あとなかなかできない部分

が、マーケティングであるとか、財務面での支援、もちろん民間の税理士さんなりに

もお願いする部分もあるかと思いますけれども、そうではない部分、大きな意味での

マーケティングであるとか、そういった面での協力も必要なのではないかなと思いま

す。 

      そういう中で、日本中いろいろ調べていく中で、意外と企業誘致がなかなか進んで

いないからという実態があるのかもわかりませんが、起こすほうの起業支援で充実さ

れているのが意外と島根県なんですね。島根県の一例でいきますと、先ほど商店の話

になりましたのでお話しさせていただくと、太田市では中心市街地の空き店舗の利用

を促すという意味で、出店に必要な改修費用２分の１補償するだとか、もちろん財源

としては国の制度とうまく連携した形だと思うんですけれども、そういった地域の再

生計画と連携したような形で動かれているところもあるようでございます。 

      そういう意味で、あと松江市等も同じように一部家賃のある一定期間条件をもちろ

んつけて、補助をするだとか、ハード面での支援をされているところもあるようでご

ざいます。ソフト面の支援という意味では、産業振興課さんでいろいろ事務処理等の
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アドバイスなりもできるんではないかなと思うところもありますけれども、ハード面

という意味での新しく新たな建物を行政でつくるというわけではなく、地域の今ある

ものを有効活用していくという意味で、他の市町村の動向等も検討いただきながら、

再検討いただく時期ではないのかなと考えますが、いかが思われますか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      今お話しの件でございますが、そういう各市町村で支援をしているというのを存じ

ております。うまくいっておるところ、そうでないところいろいろあるというふうに

思っていますが、ただそういった活性化については地元の人だけではなくて、よく言

われるのが若者が必要だと言われますね、活性化には。そういった方々を引き入れる

方法というのは方法としてあると思っています。 

      これにつきましては、町だけでできるものではなくて、地元の方々のご理解、ご協

力等も必要ですし、あと商工会さんとかそういった方々のアドバイスが必要だという

ふうに思っています。地域の活性化というものについては、そういったことも含めて

今からやっていかなければいけない大きな課題だというふうに思っていますので、ど

ういった方法がベストなのか、いろいろ短期的にはよくても長期的にという事例もい

ろいろあるわけでございまして、地域の特性もありましょうし、そういうところも含

めての研究、取り組みが課題になってくるのではないかというふうに思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      浅野俊彦君。 

 

２  番 （浅野俊彦君） 

      確かに行政でどこまでかかわるべきかという点は、いろいろ問題が起きている部分

もあるのも私も承知もしております。そういった意味では慎重にやる必要があるとい

うふうに思いますけれども、とはいえ、商店街の再編等も考える上でも、これまでも

ずっと商工会さんと連携してという形では来ておりますが、残念ながらなかなか目に

見えた活性化には至っていないのかなというふうなところを考えますと、役場として

も別な施策、または別な観点でという事業を進めるという進め方も必要なんではない
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のかなと思います。 

      先ほどの起業家したい方の窓口という意味で、産業振興課というお話がありました

けれども、企業誘致には企業誘致対策室として課内室があるわけですけれども、具体

的に起こすほうの起業を推進するという意味で、課内で構わないと思うんですけれど

も、起業支援室みたいなものを設置して、ある意味担当の方を決めて、ビジネスマッ

チングのみならず、新たな事業をやりたいなという志がある方を応援するような体制

づくりも必要なのではないかなと思いますけれども、いかがお考えでしょうか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      対策室といいますか、そういったものを設けてということでございますが、現在そ

ういうのはまだまだないところでございます。また、先ほど申し上げましたとおり、

今窓口をやっていると、みんなに大々的にＰＲしているわけでもないから来ないのか

もしれませんけれども、そういった問いかけといいますか、そういったものをまだ余

りある状況にはない現状でございます。商工会さんあたりには逆に町よりもそういっ

た取り組みがあるのかもしれませんが、その辺の確認をしてみたいというふうに思い

ます。現在の状況で専門の担当を置いてという状況にはまだなっていないというふう

に思っておりますが、需要と言ったら変ですけれども、そういった方々が長期にある

のか、商工会さん等とお話をしてみたいというふうに思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      浅野俊彦君。 

 

２  番 （浅野俊彦君） 

      そうですね、今起業支援室をということで、ちょっとご提案をさせていただいたわ

けですけれども、専任で置くぐらいのニーズがあるのか、または役場に置くべきなの

か、それとも商工会で置いていただくべきなのかというお話でありましたけれども、

実際に国の起業における助成金制度とかなりメニューは豊富にございます。もちろん

それを組織する民間のいわゆるインキュベーターですかね、が複数いるわけでありま

すけれども、いろんな助成金制度を使ってある意味経営または起業当初のリスクを減
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らすであるとか、運転資金をいろいろ活用していくという中で、正直かなりやっぱり

複雑な部分があって、中小機構でのアドバイスの話もありましたけれども、幸い宮城

県では東北の拠点であります仙台校として愛子に学校ができて、研修施設等はあるも

のの、なかなか交通の便もありますし、そういった意味で車で行かれる方、もちろん

それだけの意思がある方は行かれるのかもわかりませんけれども、愛子に行くのであ

れば商工会であるか、または庁舎に来て相談するであるとか、そういった専門の制度

なりをやっぱり説明できる体制を今後つくっていくことが将来的な産業振興策につな

がるのではないかなと考えますけれども、将来的にぜひご検討いただきたいなと考え

ますが、いかがでしょうか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      制度の研究、勉強といいますか、そういったことはもちろんやっていかなければい

けないというふうに思います。そして、そのことをアドバイスできるような知識とい

いますか、そういったものを我々そちらの補助金とかについては、そういったものの

専門的な立場にある立場のものですから、そういったことをやっていかなければいけ

ないというふうに思います。 

      また、このことについては、やっぱり関係団体といいますか、そういった方々との

連携が一番大きくなってくるんだというふうに思っておりまして、みんながタッグを

組んだ形の中でやっていかなければなかなか難しいといいますかね。我々勉強はしっ

かりしていきたいというふうに思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      浅野俊彦君。 

 

２  番 （浅野俊彦君） 

      それでは、２件目の質問に移らせていただきたいと思います。 

      第４次総合計画の重要プロジェクトでもあります元気で快適に暮らせる定住のまち

づくり、これにおける市道整備、集落環境の保全整備、交通基盤の充実強化というの

は言うまでもなく、生活道路の充実であり、非常に重要な問題であると考えます。 
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      特に災害時の被害者救出や急患搬送など、緊急車両の出入りを容易にするという上

でも必要と考えます。 

      このような観点から、現状の整備状況、舗装状況なりと今後の方策、考え方に関し、

町長のご見解をお伺いいたします。 

      １つ、町道の整備状況と改善策は。 

      ２つ、農道の舗装整備制度と改善策は。 

      ３つ、公道扱いの私道整備制度と私道ですね、改善策はということで、３点お伺い

いたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      まず、１点目の町道関係でございますが、本町の道路網につきましては、高速自動

車道、国道、県道、町道と形成されております。町民の生活に密接にかかわる町道に

つきましては、現在651路線、延長310キロを管理しております。整備の状況につきま

しては、改良率、改良済み率が78％、舗装済み率が86％となっております。 

      集落地域の生活道路の拡幅改良や道路環境の維持向上について、計画的に整備する

ことが重要でございます。舗装済み路線につきましても、大型車両等の増加で、路面

状況の悪化を招いている路線もありまして、維持管理に努めているところでございま

す。道路が１本できますと、その周辺の環境が大きく変化しますので、計画に載って

いないからできないのではなく、道路環境を的確に判断をし、安全性、利便性、快適

性を確立すべく道路整備を行ってまいりたいと思います。 

      次に、農道の整備状況でございますが、現在町が管理しております農道につきまし

ては708路線、総延長243.7キロで、そのうち幅員が４メーター未満の主に耕作に利用

されている農道は、延長144.1キロで全体の60％を占めております。付近が４メータ

ー以上の幹線的な農道、例えば県道と町道、県道を結ぶ路線といいますか、そういっ

たものにつきましては99.6キロでございまして、舗装延長は13.3キロ、全体の5.5％

でございます。町管理の農道の整備につきましては、そのほとんどが土地改良区土地

改良事業等により整備されまして、その後に移管を受けたものでございます。農道の

管理に関する条例や規則等は設けておりませんけれども、道路法や公共物管理条例の

関係条項を準用して運用しております。 
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      幹線農道につきましては、町で舗装の修繕や砕石の補充を行っておりますが、原則

は直接耕作に利用している受益者の皆さんの負担で維持管理されておりまして、農地

水環境保全向上活動支援事業、こういった事業によりまして補助金を活用しながら管

理しているものもございます。 

      農道の整備制度につきましては、基本的基準は設けておりませんが、農道としての

機能が発揮できる状況に保つことが前提と考えております。 

      次に、３点目、公道扱いの私道整備に関するご質問でございます。町では一般公衆

の用に供されている私道の整備に関しまして、砕石と路面補修資材の提供や、舗装、

側溝整備に必要な経費の一部助成を行っているところでございます。この路面補修資

材の提供につきましては、利用戸数がおおむね３戸以上、また道路の幅員が原則３メ

ーター以上というところでございまして、敷砂利につきましては原則年１回の提供と

いうことでやっております。 

      また、公道扱いの私道の舗装や側溝整備につきましては、施工延長がおおむね20メ

ーター以上、利用戸数はおおむね３戸以上、道路幅員は原則３メーター以上、排水施

設については流末排水に支障がないことを要件としまして、事業費の２分の１以内で

100万円を限度として補助することといたしております。この複数世帯で利用されて

いる個人名義の私道につきましては多くの場合、県道や町道から入り込んだ宅地化が

進み、道路幅幅員は狭くて、町道の認定基準を満たす要件のない道路となっているの

がほとんどでございまして、お話しのとおりの緊急車両等の出入りなど難しい課題が

あるとこのように思っているところでございます。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      浅野俊彦君。 

 

２  番 （浅野俊彦君） 

      町道の件に関してご答弁いただいた内容に対して、再質問をさせていただきたいと

思います。 

      まず、町道の路線数と総延長310キロ、さらには舗装済み率が86％ということでご

答弁をいただきました。舗装済み率でありますけれども、目標として何％を狙うのか、

目標としているのかというのをまずお聞かせいただきたいのと、あと計画的に整備す

ることが重要であると、しかし道が１本できると周辺の環境が大きく変化するという

ことで、計画に載っていないからできないという話ではなく、道路環境を的確に判断
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し、安全性、利便性、快適性を確立すべく道路整備を行っていくとのご答弁でありま

した。 

      近々の環境の変化というところで、私も非常に気になりだして、12月１日から施行

されました道路交通法の改正に伴う自転車の左側通行の件がございました。町内で見

ますと、町道または県道で左側通行が原則となって、あくまでも歩道は歩行者優先で、

ただし児童、幼児は通行可能だというのが国土交通省のほうで出されている見解であ

りますが、左側通行しない場合は３カ月以下の懲役または５万円以下の罰金というこ

とで罰則規定がありますけれども、この中で気になっているのが小学生なり中学生、

自転車通学いろいろ認めているわけですけれども、実際のところを見ると左側の車線

で歩道がないようなところ、または路側帯が狭いような町道もある中、学校側なり警

察側としては、やはり法令に従ってということになると思うんですけれども、そうい

った意味で、安全性を確保するという意味で町道の整備を再度点検をして見直してい

く必要があるのではないかと考えますけれども、どのような対応をお考えでしょうか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      まず舗装率の目標はということですけれども、究極的には全部できれば一番いいん

だろうなというふうに思っていますが、なかなか現状そこまで行っていない状況にご

ざいます。 

      それから、道交法の改正ということでございますけれども、以前も歩道、自転車が

走れる歩道と走ってはいけないというか幅の問題とかいろいろあった中でございまし

て、そういったことはあったわけでございますが、今回の道交法の改正ということで

ございますので、今自転車通学やっている地区ございますので、小学校、中学校遠距

離とか、そういうところについては通学路について改めて確認をしてみたいというふ

うに思います。まだ実施しておりません。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      浅野俊彦君。 

 

２  番 （浅野俊彦君） 
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      町道の件に関して、まず通学路の話がありましたが、やはり12月に入って実際に小

学生の児童が右側に歩道しかないので右側のところを歩道を通学していたら、交番の

方から、いやあ、今後これ違反なんだよというような話をしていて、子供としては違

反だと言われるわ、親からはやっぱり向こう通ったら危ないよと言われるわ、大分迷

われているような現象が方々で出ているような話を聞きます。 

      そういった意味では、道路整備に合わせて、学校または警察なり関係省庁との整合

も必要な時期ではないかなと考えますので、ご対応をぜひ早急にお願いいたします。 

      あと、また町道のところで先ほどのご回答では、大型車両の増加で路面状況の悪化

を招いている路線があるというお話がありました。この件も非常に特に大和町の西部

地区を見ますと、産廃物でありますとか、建設資材の砂だ何だ、大型車両で運ばれて

いる地域もあって、前回の定例会でもお話がありましたけれども、やはり町道のこれ

までの設計状態ではとても対応できないような交通量なり、荷量の道路が存在してお

ります。 

      そういう中で、地方分権一括法の制定に伴って、設計等をある意味町で決められる

形になったわけですけれども、二度手間、三度手間の手間をかけないという意味で、

ある意味町道でありながら、県道並みの路盤の整備をするような道路も将来的なトー

タルでコスト安になるようなものがあるんではないかなと考えますけれども、どのよ

うに町長お考えでしょうか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      車両の交通量の多い町道の整備ということでございますけれども、確かに今災害廃

棄物の搬入とか、または資材の搬出、搬入、そういった形で通常以上に非常に多い交

通量の道路ができている現状にございます。そういったものにつきましては、最終的

には、災害の場合は今国のほうでどういった対応でそれを補修するか、またはどの部

署で責任を持つかといろいろやっている状況でございますので、災害においての道路

につきましては、現在そういった状況でございますので、道路の状況を常に管理しな

がら、全部を一遍に直すとかということではなくて、管理をしていかなければいけな

いというふうに思っております。 

      また、将来的に町道のものについての施工ということでございますけれども、その
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ことについても今特殊ではないですが、そういった道路とそういった仕分けとか出て

くるというふうに思っておりまして、状況を調査をしながら町としてどういった工事

をすればいいのか今の状況でいいのか、今までのやり方がいいのか、それともどの部

分か強化するとか、そういったことが必要なのか、それを検証、検討していかなけれ

ばならないんだというふうに思っております。今あの道路をこう、この道路をこうと

いう具体にはまだなっておりませんで、今そういう状況で今後どうあるべきかを、道

路５カ年計画というものを立ててやっているわけでございますけれども、そういった

ものの中で、取り組みを考えていかなければいけないのかなというふうに思っており

ます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      暫時休憩します。 

      再開は午後１時といたします。 

 

         午後０時０１分  休 憩 

         午後１時００分  再 開 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      再開します。 

      休憩前に引き続き会議を開きます。 

      浅野俊彦君。 

 

２  番 （浅野俊彦君） 

      先ほどご質問させていただいた事項で、１点ご検討がなかった話がありましたので、

再度お伺いさせていただきます。 

      自転車の左側通行の件でございました。これの中の除外事項、例外事項として児童

幼児に関しては歩道も可能という話の中で、中学生等も通学路で使われる中、今後の

町道整備を考えていく上で、両サイドに歩道なりあっても中学生が通れないような今

状況でありますけれども、関係省庁と言っても警察署関係といろいろご協議をいただ

きながら当面道路整備が進むまでの間は、何らか対応策を検討いただくということで

よろしいでしょうか。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      このことにつきましては、全国的な話だというふうに思います。それで、道路左側

というのは路側帯がある道路、ない道路、いろいろその辺がありますので、それをち

ょっと調べてみたいと思いますし、今すぐ全部道路ができるわけでもございませんの

で、そういった場合どういうふうな対応が必要なのかということ、許されるというこ

とがあるのかどうかわかりませんけれども、それにつきましては、学校とか警察そう

いうところでいろいろ協議をしてみたいというふうに思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      浅野俊彦君。 

 

２  番 （浅野俊彦君） 

      それでは、２要旨目に移らせていただきます。農道の舗装整備状況と改善策はとい

うことで質問をさせていただきました。その中で708路線、総延長が243.7キロという

ことで農道台帳のほうに登録されている距離なのかなと思いますけれども、そのうち

の13.3キロ、5.5％が今舗装している状況だというお話でありました。 

      その中でまず幹線農道の舗装の修繕、砕石の補充を町のほうで行っているというお

話でありましたけれども、幹線農道の定義に関して確認をさせていただきたいと思い

ます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      これは、定義とかという正式な言葉ではないのかもしれませんけれども、考え方と

した例えば町道と町道をつなぐとか、平行に走っているものを縦につなぐとか、県道

と町道をつなぐとかという形のものをイメージとしてはあれなんですけれども、そう

いうところを言っているものでございます。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

      浅野俊彦君。 

 

２  番 （浅野俊彦君） 

      農道に関しては、言うまでもなく土地改良法に基づく土地改良事業でありますとか、

独立行政法人の総資源機構法に基づく農業用地総合整備事業でありますとか、特定中

山間地保全整備事業の中で、都道府県が補助事業により建設されたもので、完成後町

のほうに移管されたものと言いますけれども、実際のところ生活道路になっている農

道もある中、町内全域で見ますと、いまだに砂利の状態の道路もありまして、これか

ら冬のシーズンを迎えるわけですけれども、除雪に苦慮するでありますとか、急患が

あった場合等の救急車の進入においても、砂利の道路ではなかなか難しいのではない

のかなと考えます。 

      そういう中、私道に関してはある意味施工延長がおおむね20キロ以上で、利用戸数

がおおむね３戸以上、幅員原則３メーター以上、排水施設については終末排水に支障

がないことを要件として事業費の２分の１を100万円限度として補償するという制度

がありますけれども、具体的に農道を生活道路とされている方からすると、自分で舗

装しようと思っても、補助制度も、まあもちろん町道でありますから勝手に手をつけ

られないという話であるでしょうし、何もそこの補助制度も何もない中が今の現状で

はないかなと思いますけれども、私の認識が間違っているかどうか、ご確認したいと

思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      農道というものに関して、先ほど申しましたけれどもそういう形で、耕作のための

そこに行くための道路というのが基本というふうに考えております。私道の場合は生

活をしているところに行くということで、そこが違うんだというふうに思っておりま

すけれども、今議員お話しのところは農道を通りながら例えば１軒うちがあるという

ところについてというお話だというふうに思います。 

      そういったことについて、たくさんあるんだというふうに思います。それで、私道

につきましても１つの要件がありまして、何軒以上そこにあってとか、そういったも
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のがあるわけで、基本がこれだというふうに思っております。私道、生活道路的農道

というものについては、一概にイコール農道という考え方ではまずいのかなという気

もしておりますし、その辺はケースバイケースといいますか、そういうことがあるん

だろうというふうに思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      浅野俊彦君。 

 

２  番 （浅野俊彦君） 

      もちろん農道でありますので、農業耕作機械及び農作物の収穫でありますとか、出

荷業務に使うトラック関係が利用するというのが農道でありますので、基本かと思い

ます。ただ、町内見渡してみますと、２件、３件結果的に連戸している農道しか町道

への出入り口がないような場所も見受けられますけれども、何件ぐらいそのような道

路があるのか執行部側でつかんでいらっしゃるか確認したいと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      農道においてそういう状況にあるという正確な数字はつかんでないのではないかと

いうふうに思います。ただ、さっきも言いましたけれども、私道につきましても１つ

の基準があるわけですから、何件、何メーター、そういったことが基準になると思い

ます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      浅野俊彦君。 

 

２  番 （浅野俊彦君） 

      私道のお話が先ほどから持ち出されているかと思いますけれども、これ仮に農道を

生活道路にされているご家庭の方々で舗装したい、どうしても舗装したいんだといっ

た場合には、補助制度が今現在存在するのかどうかの確認をさせてください。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      現在農道というものに対しての補助制度は、先ほど申しましたけれども条例とか規

則では設けておりませんので、そういった補助制度というのが農道というものについ

てはございません。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      浅野俊彦君。 

 

２  番 （浅野俊彦君） 

      現状の制度はないということではご答弁いただいている内容でありますけれども、

町道の認定をすればもちろん農道ではなくなるわけですけれども、になるわけだと思

いますけれども、そういった意味で一部の地域に関しては道路道路によっては町道の

要件の緩和も必要な箇所もあるんではないかなと思いますけれども、いかがお考えで

しょうか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      町道の要件ということでございますけれども、今の要件があるわけですね。そして、

その中には袋小路になってはいけないとか、何件があるかとか、そのことについて町

道の要件を今すぐ切りかえて、それを農道に当てはめるというのはいかがなものかと。

例えば農道がそういうもの、町道は町道とあるわけですけれども、農道がそういうふ

うに使われているケースの場合、先ほど申しましたけれども、基準は設けていない中

でございますけれども、どういったものに当てはまるかというようなものの見方をす

る考え方としてはあるかというふうに思いますが、町道の基準を変えてということで

はなくて、現在使われている農道がどういうケースに当てはまっているのか、そうい

ったことから考えていければいいのかと思います。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

      浅野俊彦君。 

 

２  番 （浅野俊彦君） 

      今すぐに町道の要件を変えてというところはやっぱり慎重にやらなきゃないという

のは私も同様でありますけれども、現在の農道の使われ方で本当に何件か家が連戸し

ているような場所で農道しか生活道路として使えない場所がどのぐらい存在するのか

という現状の把握をしてみないと、どのような制度が必要なのかというところの制度

作成に至らないのではないのかなと考えますけれども、ぜひご調査お願いしたいとい

うふうに思いますが、いかがでしょうか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      調査といいますか、今農道というお話になられておりますので、ごちゃごちゃとな

ってしまうんだというふうに思いますけれども、生活用道路として使われているよう

な農道についてでよろしいんですね。その辺については、地域の方々もご存じのこと

と思いますし、ただどういった基準を設けるか、１件だけのものがいいのか、それと

も３件なのか、そういう基準もあろうかというふうに思いますので、その辺について

の考え方の整理もまず必要かというふうに思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      浅野俊彦君。 

 

２  番 （浅野俊彦君） 

      ぜひ、ご検討をお願いしたいなと思います。土地改良法に改良事業の中で農道にな

った部分、もともと町道であった場所が土地改良事業に伴って農道になっている部分

もあって、もちろん住宅の建築許可を出すに当たって出されていた結果で今住まわれ

ている方で、家が３件の要件を満たさず２件程度でどうしようもないというような場

所があるやに私も報告を受けております。具体的には、難波の地区等にもございます

し、あとその他の地区にもあるやに報告受けておりますので、ぜひ実態の把握をして



５０ 

いただいて、適切な措置を検討、執行部サイドもそうですが議会サイドもしていきた

いなと考えております。 

      ２件目の要旨をそれでは終えまして、公道扱いの私道整備と改善策はということで

の質問でございました。おおむね先ほど申し上げたように、３戸以上で施工延長が20

メーター以上、幅員原則３メーターということでありましたけれども、これに関して

は数年前の2011年の３月定例議会でも吉岡地区を見た私道整備の対策ということで、

一般質問された議員がおりました。その際には、平成９年に創設した制度なので、平

成23年度に見直しを行っていくという旨のご回答でありましたが、現行の制度に関し

て見直しをされた計画ということでよろしいでしょうか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      平成22年のときにご質問があった件につきまして、平成９年に調査した結果でやっ

ているので、23年度に実態の調査をするというお話をたしかしておりました。その調

査ちょっと実際やっておりません。震災が来てしまいまして、その調査についてはま

だ手をつけておりませんので、基準は平成９年のままの基準で今あるところです。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      浅野俊彦君。 

 

２  番 （浅野俊彦君） 

      震災があってということでありますので、ある意味やむない部分があるわけであり

ますけれども、緊急事態を考えた場合の消防車両という意味では各地区にミニポンプ

車の配置ということでの対応をしているわけでありますけれども、その他救急車がや

っぱりどんな天候のときも迅速に機能するようにという意味で震災以降時間が過ぎま

して、私道の整備の今の制度がどうあるべきかというところをこれから再度検討いた

だくということでよろしかったでしょうか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 



５１ 

 

町  長 （浅野 元君） 

      前回のご質問でお話ししたところでございますので、実施していないということで

す。それで、そのことをやっていかなければいけない。私道の場合どうしてもだから

といって広げるということが可能かどうか、そういったことが非常に難しい課題もま

たある状況にありますので、その辺につきましては実態を調査させてみたいと思いま

す。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      浅野俊彦君。 

 

２  番 （浅野俊彦君） 

      速やかな実態調査に期待いたしまして、私の一般質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      以上で浅野俊彦君の一般質問を終わります。 

      続きまして、16番大崎勝治君。 

 

１ ６ 番 （大崎勝治君） 

      それでは、通告にしておりました一般質問、３件についてご質問をいたします。 

      まず、１件目につきましては仮称下草大橋について。 

      仮称下草大橋の件については、これまで何回となく質問をいたしてまいりました。

また、前回地元鶴巣地区から請願書も出されており、それも議会で採択されているが、

その後の進捗状況と今後の計画について町長の考えをお尋ねいたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      仮称下草大橋の質問でございますが、このことにつきましては、お話のとおりたび

たび質問を受けておったところでございます。また、これもお話ありましたが、鶴巣
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地域振興協議会より請願書が提出されまして、24年12月７日付をもって採択されたと

ころでございます。 

      この事業につきましては、議員ご承知のとおり、県営での農道整備事業関連で取り

組んだ経緯がございますが、結果投資的効果が少ないこと、そして県営事業の採択基

準の変更等にあり、断念に至った経過、この農道整備関連としての整備については断

念に至った経緯があったのはご案内のとおりでございます。このことからもこれまで

も逼迫する町の財政情報を踏まえた上で、補助制度と補助裏の財源調整など総合的に

検討してまいりますということで、ご回答申し上げてきたところでもございます。 

      これまでも、重吉橋のかけかえやまた町道小鶴沢線の改良など、国交省の補助事業、

これを利用しました相次いで大型事業に取り組んできたところでありまして、また交

通ターミナル整備事業や町道吉田落合線改良工事などにつきましても、今年度の請負

開始をしたものでございますが、こういった制度を利用しておるところでございます。 

      橋梁を新設するとなると、非常に大きな金額、数億円の規模の大型事業となります

ことから、県とも新規事業につきましてそういった制度が使えないのか、いろいろ協

議をしてきた経緯がございますが、現在東日本大震災の影響ということで、沿岸部の

災害復旧が最優先されるということで、採択についてはこういったものについて当面

難しい、不可能であるという回答を得ているところでもあります。 

      復旧工事が行われている現状で、橋梁の長寿命化修繕計画など修繕関係の予算配分

につきましては、ある程度見通しが立つ現状でございますが、そういった意味で新し

い事業につきましては、現在は大変厳しい状況でございます。このような状況でござ

いますので、今後も町の財政状況を踏まえた上で、沿岸部の災害復旧状況も勘案しな

がら、県のほうとこのことについては国の制度の利用等について協議してまいりたい

とこのように考えております。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      大崎勝治君。 

 

１ ６ 番 （大崎勝治君） 

      私もこのことについては、このたびのご質問をしてきたところでございます。しか

し、この事業についてはもっと前からお話ししてあって進めてきた経緯もございます。

ご回答の中には、重吉橋のかけかえ、さらには町道小鶴沢線等々、さらには新規事業、

ターミナル事業、吉田落合線改良工事事業等々も列記されて回答されているところで
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ございますが、この橋についてはこの話のまだまだ前から進めてきたつもりでござい

ます。 

      重吉橋については、河川改修事業の中でのかけかえということで、今回あの立派な

橋が出たわけですけれども、その前からこの下草大橋については私ご質問はしてきた

経過あるわけでございます。重吉橋はある橋だからいつでもかけかえとか何とか出る

わけですよ。この竹林にかかる、かけようとしている下草大橋ですか、仮称、それを

何とか先にということで私もたびたび質問をした経過あるわけでございます。 

      その中で、土地改良も私理事長としてかける責任もあったわけでございますから、

何とか県にお願いしてという形で進めてきたはずだったんですが、いろいろなふるさ

と研究事業の費用対効果ができないということでなったことはわかっておりますけれ

ども、でも県でも責任があって何とかかけましょうということもあったわけです。そ

んな中で、補助対象にならなければ起債事業でという県からのお勧めもあったことは

ご承知だと思う。それが、町でお断りしたということがあったわけですね。私も県に

行って何回も行っていたわけですから、せっかくあそこまで私たちで進めてやったや

つを町から断れたんだと。そういう話を言われて私も本当に県に行ってがっかりした

んです。課長だの部長だのにそこまで言われてね。そういう経過があったんです。 

      それは、原因はさきの菊地副町長理事だったはずですから、そういうことなければ

一応19年度まで完成の予定で進めていただいていたわけですから。起債事業だから借

金です。確かにね。でも、50％は交付税で持たせるんだからということでお手伝いを

もらって進めてきたこの橋だったんです。それが町で断ったために、私の立場もなか

ったですよ、県に行って。理事長あそこまで進めてやったのに、役場で受け取ってく

れないんだという話でございました。 

      あのときつくっておけば、私も橋は１年でかかるわけでもないし、確かに金は５億

円ほどの膨大な予算でございました。半分もらっても、半分２億5,000万円使っても

４年も５年も橋かかるわけですから、１年に5,000万円ずつでもかかったわけですよ。

本来であれば。それを町であの内容はわかると思うんですよ。河川協議も皆終わって

進めたはずですから。そこまでやってきたやつをこういう結果になっているから、私

もそんな関係で土地改良の責任者、理事長としてあそこは確かに文化財もあり、いろ

いろな問題があって経費の問題もあって、橋は土地改良事業から抜いていただいたん

です。そんな中で、ふるさと研究事業に進めてもらうことでやってもらったんです。 

      それがどうにも効果が出ないということで、効果を出すためには私も下草の集落に

も行って、何とかこの文化財に野菜をつくってください、そして農協でやっているグ
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リーンにこの橋を使うようなそういう効果もつくりましょうということで部落説明会

もした経過あるんですよ。そうしてやってきたのに、何とかその効果が出なくてだめ

だと断念して、それでも県では土地改良事業の関係だからということでいろいろ進め

ていただいた結果だったんです。 

      だから、もう少し頑張ってやっていけば、今さら遅いわけですけれども、これから

もう少しこの事業に震災、震災とばかりいっても、震災にやって何も出ないではどう

にもならないわけですから、だから私この重吉橋もそうなんですよね。町と一緒にな

って県に行って国会、省庁まで４回も行ったんですよ。そして、あの河川改修を進め

て、そして大崎堰をつくっていただいて先に橋をかけるわけだったんですよ、河川改

修の中で。それが、私のほうでは堰が最初だということでお願いし、堰をつくってい

ただいた。その堰も４億円からかかった堰ですよ。それで町でも負担していないはず

だったし、我々地権者も一銭も負担していないわけですから。河川改修の補償でやっ

ていただいたんです。そして、この重吉橋もその事業で行くのは私見ていたからこっ

ちは何も問題ないと思うから、下草の竹林の橋ということが先に来たわけです。同僚

議員にもまた橋かと言われたこともあります。一般質問でね。 

      そういう経過があるわけですから、何とか今度、確かに財政的に厳しいのはわかり

ます。ただ、何回も言うように１年で使わなくてない金でないわけです、橋はね。４

年も５年もかかってかけるのが普通なんですから。まずはその計画を立てて、何とか

手をかけてもらいたいと、私もここまで土地改良の事業に携わって、先頭になってや

ってきて、この橋かけかねてと思うと、本当に悔しくてならないんですよ。何とかそ

の辺町長、もう少し考えていいお答えをしていただければと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      この下草橋につきましては、いろいろ今歴史といいますか、お話があったところで

ございますが、私の記憶しているところでは、まずお話ありましたけれども、農道整

備事業、関連事業ということで橋をつくるということでずっと受け継いだときにそう

なってきたというふうに思っております。そして、その中で費用対効果という問題が

ございまして、お話しのとおり、下草地区でしょうか、あちらで野菜をつくってもら

い、それをグリーンセンターに運ぶそういった計画も持ちながら、皆さんにお願いを
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して、そして費用対効果等々調査をした経過も私も存じております。 

      そういった中で、費用対効果については残念ながら対象から外れるといいますか、

効果が費用として十分でないというような答えが出たということだったというふうに

思っています。先ほど、起債というお話でございますが、多分こちら農道のほうを優

先してやっていて、並行かなんかしてきたのではなかったのかなと思うんですけれど

も、そういった中であったんだというふうに思うんですね。それで、そのときは農道

事業の継続でございますから、そちらを選んだといいますか、そういう形だったとい

うふうに思っております。 

      重吉橋等につきましても、同じころにそういったお話がありまして、２つも一緒に

は難しいんではないかという話もございました。そういった中で重吉橋を優先にやっ

た経緯も議員ご承知のとおりだというふうに思っております。 

      いろいろな歴史があった中でございまして、これにつきましてはお話しのとおり大

変なご努力もいただきましたし、町としても頑張ってきたというふうに思っておりま

す。そういった中で現在でございます。この起債事業というものにつきましては、そ

のとおりやはり工事参入とかいうものの借金ということもございますので、より有利

なといいますか、補助制度をということで今考えてきたところでございます。 

      そんな中で国交省の補助事業、これにつきまして重吉橋とかやってきているところ

でございますけれども、２つ重なるというのがなかなかできないところもあったりし

て、また震災前にこういうのを手がけておりましたので、吉田落合線等につきまして

も、その事業ができたということでございます。 

      今、震災ばかり言うなというお話、そのとおり事業を進めていかなければいけない

ところでございますけれども、有利な制度といいますか、町としてそういったより有

利な制度を利用してやっていきたいという思いは、我々もそうですし、議員もそのと

おりだというふうに思っております。そういった中で今こういう状況にございますの

で、今は震災のほうがどうしても優先になるという状況にあるということでございま

して、県の考え方もそうであるということ、繰り返しになりますけれどもその辺につ

きましては、その都度町のほうでも県のほうに制度の活用、そういったことについて

ヒアリング等々でその都度お願いをしておるところでございますので、今後とも手法

等につきましても県のほうにお願いしながら、できるだけ有利な形で取りかかれる手

法をやっていきたいというふうに思っております。 

      ずっと前からということで、いろいろお考えもあるというふうには思いますけれど

も、町として全体の財政も見ながら、また事業のそういった状況も見ながら、国なり
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県なりにお願いしてまいりたいというふうに思いますので、どうぞ今後ともバックア

ップ、よろしくお願いしたいというふうに思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      大崎勝治君。 

 

１ ６ 番 （大崎勝治君） 

      話は何回言っても同じようにはなりますけれども、確かに起債事業を交付税、橋の

分と色ついて来るわけではないわけですから町にも。多少心配な点はあったことはわ

かりますけれどもね。断られたということは、わかんないかもしれないけれども、こ

の間小鶴沢の焼却灰の件で来て、前菊地副町長来たときに、私のうちに来て、おわび

していったんだよ、このことについて。そういう経過あったんですからね。本人が最

初は、私も仙台から来るんだからあそこ真っすぐに来ればうんといいところだと、私

にもアドバイスしていたはずだったのね。それがそういう結果だったから、私も残念

に。 

      だから、何とかもう少し強力にやっぱりこの事業に向けて、町でも骨折ってもらい

たいと。重吉橋については浅野町長じゃなくて木幡町長のときから、そのとき東京に

行ったんですからね。各関係省庁かけて４回も行って、そして河川改修の事業をもら

ってきたわけですから。そのときは、町の建設課長にも橋だり堰、補償で出るなんて

いうことないんだから、こういうこと言って困るよとまで確かにつえ突かれながら、

私は活動したわけですからね。河川課長さんの協力をいただきながら、東京へ行って

ね。そして西川の河川改修、計画をつくっていただいてそれを持って行って、堰つく

るためには河床１メーター80まだ下がるんだという話で、だから堰はくぐった堰つく

れないために、まずはということでお願いに。あのときに11月に金２億円もらってき

たんですよ。そして、３月まで使ってということで河床を一気に払ったんですからね。

そして、鳥屋から西川に抜ける堤防、ああいったところも、それもにわかに金を使わ

なくてはいけないということで、大崎川から流れる閉塞の門をひっくり返した形で、

理事長さんそれでいがすか、ということで、何でもいいからとにかくつくってくださ

いと、そしてあそこを塞いだ経過もあるわけですよ。 

      だから、やっぱりね、せっかく地元からも国会議員も出しているわけですから、そ

ういう形でご利用していただいて、もう少し骨を折ってこの下草の大橋に力を入れて

いただきたいことをまずお願い、要望しておきたいと思います。これ以上は答えは同
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じでしょうから、まずいい。私も何とかこれに手をかけて、最初は１回手をかけて、

100万円ほどの予算、調査の調査ということで１回とって始まったんですからね。そ

してやってきた経過があるのが、こうなっていまだにこの状態でいるわけですから。

鶴巣の振興協議会でも請願も、鶴巣が一丸となって必要なんだということで来ている

わけですから、その辺ももう少しご理解をいただいて、進めていただきたいと。この

件について町長から、もう少し考えあれば。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      同じような答弁になるというところでございますけれども、そういった状況につい

て国、県に訴えながら、制度を利用できるものを探しながら、ご協力をお願いしてま

いりたいというふうに思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      大崎勝治君。 

 

１ ６ 番 （大崎勝治君） 

      じゃあ、２要旨目の町道の整備計画についてということで、ご質問申し上げます。 

      町道大平大崎線の大平中集落から樵橋までの砂利道についての舗装の計画はどのよ

うに進めているのか、町長のお考えを伺うものであります。 

      ２要旨目として、大平幕柳線の舗装修繕については、どのようになっているのか、

その計画についてお伺いします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      まず、町道大崎大平線の舗装計画ですけれども、この路線につきましては、大平中

地区の集落から吉田川右岸堤防までの西川地区土地改良事業により、付近が確保され

ている区間でございまして、田んぼの中にある町道となっておりまして、旧道部分の
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中央に舗装が残っている路面状況であります。 

      この区間には県の流域下水道管が埋設されておりまして、重要な区間でございます。

そこから樵橋までの区間は路線名が町道西川線でありまして、延長830メーター、幅

員４メーターの砂利道となっております。この区間につきましては、一般車両の通行

は極めて少なく、当分は現在の状況で砕石を補充しながら管理を進めてまいりたいと

考えております。 

      また、さきの大崎大平線につきましては、年次計画の中で優先的に整備を行ってま

いりたいと考えておるところでございます。 

      次に、幕柳大平線の舗装修繕計画でございますけれども、９月定例会の門間議員の

一般質問でも答弁いたしたところでございますが、震災の盛り土材運搬のダンプ車両

が多いため、当面パトロール強化しながら維持管理に努めてまいりたいというふうに

考えております。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      大崎勝治君。 

 

１ ６ 番 （大崎勝治君） 

      この大崎大平線についても、これも私かかわった土地改良事業でやった道路でござ

います。この道路については、本来であれば小西川橋から堤防の上を樵橋まで来てい

た町道だったんですよね。そして、そのとき町道を堤防の上を舗装するという話があ

ったわけです。河川改修のことも私頭に置いてあったわけですから、堤防の上舗装し

ても無駄になるんではないかということで、町建設課にお願いして、堤防の上と下の

土地改良でつくった道路と認定外したはずですね。そして、その中で下を進めましょ

うということでやってきたんですよ。それが今現在あのとおりなんですよ。何がもと

も後々で、私がせっかく事業で先になってやってきて、地元からはいつになるんだと

いうことを指摘されているわけですよ。今回土地改良の理事長はやめたからですけれ

ども、そうであってもやっぱりここまで進めてきた限りは立派な道路につくりたいと

私も念願しているところでございます。 

      大平中の集落については、あれも土地改良事業の中で舗装をやったわけですから、

それをつないでくるのが何年もかかるようでは、どうにもならないと思いましたね。

ここにありますように、中にもとの町道舗装、確かに残っています。両側拡幅して、

町道になるようにつくっているわけですから、これが高くて舗装に水たまるような状
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態とか、今回の震災でもますもボンと盛り上がって、そこだけ舗装で寄せたぐらいで、

そういう整備の中で使わせてもらうのでは町道と言えないと思うんです。農道だって

もっと立派な農道あるわけですからね。 

      その辺もいろいろ先にも私も言った経過あるわけですけれども、この線とさらに交

差している大平岩野沢要害線というやつも交差している分もまだ舗装ならないで、大

平の集会所からこの道路につながるところまで、未舗装なんですよ、これも。全然ど

こも進まないわけですから、何で鶴巣進まないのかなと。確かに大きな事業はあった

ことはわかります。小鶴沢とか重吉橋とかの工事もあったわけですけれども、それは

それとしてもやっぱり何としても人が余り歩かないからと言われれば、歩かないとな

るわけですけれども、そういう状態だから道路を歩かないわけですよ。道路がよけれ

ば誰だって通って歩くんですよ。子供たち、大平中・下の子供たちも、わざわざこっ

ちのバイパスでつくったダンプの歩くほうを自転車で朝に歩いているんですよ、学校。

あれあれば、何にも危険なく歩ける道路なんですから、子供たちだってやっぱり自転

車で歩くんですから、少々危険でもアスファルト道路のほう楽だから歩いているわけ

ですけれども、その辺も考えてやっていただきたいと思う。 

      さらには、幕柳大平線の件もございますけれども、お答えになって、パトロールを

しながらというお答えもございますけれども、パトロールしていて済むものではない

ですよあの道路。町長通ったことありますか、あの道路。甚だしいもので大平中の分

なんかは。そして、路肩には砂が堤防ないので、ついているわけですから、皆ね。あ

あいうのパトロールして応えていくという返事では私も納得いかないと思うのね。も

う少し力を入れて、確かに山砂運びで道路は、甚だしくダンプはね、けさだと10台も

15台も行列になって歩いているわけですから、あの道路。結局山砂とるためには、町

の山も提供しているわけだっちゃ。そして、その道路歩いているわけですから、そう

いうことも考えながら町でばかりできないんだったら、業者の開発の中で幾らかでも

負担してもらうとか、いろいろな方法あるんだと思います、やる気であれば。そうい

うことを考えて、もう１回町長のご答弁を。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      まず、大崎大平線でございますけれども、このことにつきましては、町で先ほども
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申しましたけれども、優先的に整備をやっていくという考えでございます。 

      また、西川のほうにつきましては、現在砂利道ということでございますが、ここに

つきましては土面、砂利砕石補充しながら管理に努めたいということで考えておりま

す。 

      あと、大平線、幕柳大平線でございますが、このことについてはそのとおり砕石と

いいますか、運搬の車が多いということでございます。業者さんにというお考えも今

お話ありましたけれども、現在このことにつきましては、先ほども申し上げましたけ

れども、震災関係のことの中で補修といいますか、修繕等につきまして国のほうにい

ろいろ関係町村でお願いをしているところでございます。そういった状況でございま

すので、そちらに積極的なお願いをしていくということ、それからパトロールという

ことでございますが、もちろんパトロールだけではなくてそういった整備といいます

か、維持管理につきましてもきちっとやっていきたいというふうに思っておりますの

で、よろしくお願いします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      大崎勝治君。 

 

１ ６ 番 （大崎勝治君） 

      いろいろ申し上げましたが、そういう状況でございますから、幕柳線については本

当に大平中集落の分だけ、早急にやってもらわないと本当に。少し飛ばしてやったら

舌かむようなんですよ、道路も。何回も申し上げているんですがね。一日も早い改修

を要望して、一般質問を終わります。もう一つあるんだな。 

      ごめん、ごめん。これも先に申し上げた案件でございます。西川河川敷の雑木撤去

について。 

      西川河川敷の雑木については、前にも質問しておりますが、この河川については宮

城県の県管理である。しかし、西川、山田川と合流、一方富谷からも流れてそれも合

流して吉田川に流れる重要な河川であると思っております。この河川敷の河床に雑木

が山のように生い茂っている。これを河川管理者に整備を要望するべきと考えている

が、町長のお考えをお伺いします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 
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町  長 （浅野 元君） 

      西川河川敷の雑木撤去でございますけれども、西川につきましては、富谷町の中央

部を流れまして、本町鶴巣戸谷地区を通り、大平地区で直轄河川吉田川に合流する県

管理の１級河川でございます。議員のお話のとおり、現状において大崎から大平にか

けまして、雑木が生い茂っている状況にあり、仙台土木事務所にこの木の撤去要望を

行っておるところでございます。 

      平成22年に開催された土木事務所との意見交換でも実情を伝えておったところでご

ざいますが、これも地震のせいにするわけではございませんが、震災後どうしてもな

かなか手が優先的に回ってこないということで現状になっておりまして、予算の配分

につきましても、先ほども申したように、内陸部にまだまだ回ってこない状況である

ということでございます。このことについては、そう言いながらお願いをしていかな

ければいけないというふうに思っております。 

      なお、本線である吉田川につきましては、３線合流地点から西川合流地点まで約３

キロの左岸側の支障木の撤去とあと河道掘削を実施してもらっておりますので、この

ことによって状況が少しは変わるんではないかという考え方もしておりますけれども、

その状況を考えてまいりたいというふうに思っております。県のほうには、先ほど震

災という話は申し上げましたけれども、このことについても土木に撤去についてなお

お願いしてまいりたいというふうに思っております。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      大崎勝治君。 

 

１ ６ 番 （大崎勝治君） 

      この件についても吉田川の河川やっているのは、今ながめているわけですけれども、

西川も小西川の橋の欄干より高くなっているんです、木ね。柳だけ。そういう状況で

生い茂っているわけですから、何としても町管理ではありませんけれども、やっぱり

大和町にある川ですから、その辺は町としてやっぱり美観もあるわけでございますか

ら、何とか強く要望して、伐採をしていただきたいとこのように思います。 

      私も、副議長時代に議長の代理でこの河川関係の会議にも出たことございます。そ

のときもこれだけの会議に何も意見出ないのかということで、私別な会議に手を挙げ

て集まったので、会場移るからそっちで行ってくださいということがあって、行った
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ことがございます。雑木についてはね。だから、やっぱり声を大きく上げて、地元と

してそれを維持する形でやっぱり町のトップが県にご意見として、要望として進めて

いただきたいと、こんなふうに思いますがいかがですか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      町のトップとしてということでございます。そのとおりだと思っておりますし、今

もやっておりますけれども、なおこれからも強くお願いしてまいりたいというふうに

思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      大崎勝治君。 

 

１ ６ 番 （大崎勝治君） 

      それでは、これからのいい成果が出ることを期待して、一般質問終わります。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      暫時休憩します。 

      休憩時間は10分間とします。 

 

         午後１時５８分  休 憩 

         午後２時０９分  再 開 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      再開します。 

      休憩前に引き続き会議を開きます。 

      ７番槻田雅之君。 

 

７  番 （槻田雅之君） 

      それでは、通告書に従いまして１件３要旨の質問をいたします。 
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      件名は、町として自主防災組織へのサポート体制は万全かを問う。 

      平成25年11月20日現在、大和町では61地区中48地区で自主防災組織が設立されてい

る。古いところでは、設立してから約10年を経過しようとしています。 

      そこで、町長に以下の点についてお伺いいたします。 

      町として望んでいる防災組織と各地区の自主防災組織の運営、あり方で開きはない

のでしょうか。 

      ２番目としまして、定期的に各地区にどのような指導、助言、援助等を行っている

のでしょうか。 

      ３番目としまして、災害時の支援はどのようなことを行うのか、お聞かせください。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      それでは、ただいまのご質問でございますが、大和町の自主防災組織の設立につき

ましては、平成17年８月５日に城内中地区で設立してから、現在までお話ありました

48地区、45組織が立ち上げられておりまして、設立割合につきましては79％となって

おります。今年度は、これまで５地区５組織が結成されており、年度内にはさらに２

地区程度の設立が予定されておりますので、割合については82％程度の設立割合にな

る見込みでございます。 

      災害に対応するには、自助力、共助力、公助力の３つのキーワードがございますが、

自主防災組織につきましては、地域で助け合う共助力に該当します。阪神・淡路大震

災におきましても、地域住民が協力し合って初期消火、被災者の誘導や救出を行って

おり、多くの人命が救われました。生き埋めや建物等に閉じ込められた人のうち、救

出された人の約95％が自力または家族や隣人によって救助され、専門の救助隊によっ

て助けられた例はわずか1.7％にとどまっておりますことから、発災直後の人命救助

や初期消火には近隣の住民に負うところが大きく、住民自身によります災害への備え

が必要であることがわかります。 

      東日本大震災におきましても、町で開設しました８カ所の指定避難所以外に、９地

区におきまして地域の集会所等に独自の避難所を開設して、対応していただいた実績

がございます。 

      そこでまず第１点目の町として望んでいる防災組織と各地区の自主防災組織の運営、
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あり方で開きはないかについてでございますが、町といたしましては、設立したから

には、内容のある活動をしていただきたいとこのように考えております。設立された

45の組織については、地形的な特徴、地区の組織的な事情、設立されてからの年数な

ど全て異なる状況にありますので、設立する準備段階におきましては、他の地区をま

ねるのではなく、自分の地区の実情を十分考慮した規約などをつくり、役員だけが知

っていてほかの人たちは知らないというようなことがないようにと説明をしていると

ころでございます。 

      しかし、設立後の状況を見ますと、活発な活動を行っている組織もありますが、そ

うでない組織も見受けられるのが実情です。自主防災組織は、地域住民の自主的な活

動であり、活性化には地域のリーダーの資質や熱意に負うところが大きくありますが、

町としても常に相談に乗れる窓口を設置しているところでございます。 

      災害はいつどんな形で発生するかわかりません。東日本大震災の教訓を風化させな

いためにも、年に１回の訓練等は行ってほしいと考えているところでございますが、

地域イベントの中に防災にかかわるようなものを盛り込むなど、楽しみながら防災意

識の高揚を図ることなども活動を活性化する一つの方法だと思います。また、隣の地

区との合同訓練や研修会を行うことなどもよいことだと思います。 

      次に、定期的に各地区にどのような指導、援助等を行っているかということでござ

いますけれども、自主防災組織はあくまでも自主的に活動いただく組織でありますが、

訓練の際にはどのような訓練をすべきか、また他組織の訓練内容等を紹介するなどの

アドバイスを行っております。また、援助としては設立の際に防災機材の貸与を行っ

ておりますし、各地区で行う防災訓練の際には一部でございますが、非常食の提供も

行っているところであります。このほかにも町単独ではございませんが、県が主催し

ます宮城県防災指導員養成講習会への参加を各地区にお願いし、多くの参加をいただ

いております。この講習会は、地域のリーダーとして活躍してもらえる方の養成を目

的としておりまして、町内では100名の指導員認定者がいる状況です。今年度も年明

けの２月１日にまほろばホールを会場に開催する予定になっております。 

      最後に、災害時の支援はどのようなことを行うのかについてでございますが、今回

の東日本大震災でもわかるように、公助力と言われる町の対応については限界があり

ます。職員の数も決して多くはありませんし、その中で町内全域の被害調査や指定避

難所の開設、非常食の手配、給水活動、応急復旧作業など多岐にわたる作業があるた

めに、すぐに地域に出向くことは難しい状況でありました。このようなときのために

も、共助力と言われます自主防災組織の皆さんに頑張っていただければとこのように
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考えておるところです。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      槻田雅之君。 

 

７  番 （槻田雅之君） 

      では、最初に各地区での運営についてちょっとご質問したいと思います。 

      防災とは災害を未然に防ぐ目的を持って行われる取り組みであり、災害の概念は自

然災害のみならず、人災災害、失火、放火、時には伝染病の対応も含む場合もありま

す。よって、平常時の災害の備えた取り組み、地域の安全点検、避難路、避難場所の

確認点検、地域住民に対する防災知識の普及啓発、防災資材の整備点検、自力で避難

や移動が困難な方などの確認、防災訓練、防災計画などまちづくりの活動があり、災

害時には災害による被害を最小限に取り組める活動や、町の復旧・復興に向けたいろ

いろな取り組みとしまして避難誘導、初期消火、救出救護、情報の収集伝達、給水給

食、避難所の運営、地域の巡回、安全点検、地域の復旧・復興に向けた取り組みなど

の活動があります。 

      では、災害時消防団や消防職員と公務員の方々及び会社でそれなりの地位にある方

は、災害が発生した場合自分の持ち場に向かいます。組織の体制として、その辺を考

慮した人員配置が必要になるかと思います。よって、平常時と災害時で組織編成を変

更する必要があるかもしれません。また、昼間と夜間でも組織の変更が必要かもしれ

ません。この件につきまして町長のお考えがあれば、お聞かせください。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      組織の状況によって変化があるということで思っておりますが、そのとおり先ほど

も申しましたけれども、まずそれぞれの地区で組織をつくってもらっておりますが、

それぞれの条件がまず違っているんだというふうに思います。そういった中で、それ

ぞれの地区で組織を立ち上げていただいて、それぞれの役割を担っていただいている

状況にございます。朝または日中、夜、そういった確かに働いている方々とか、そう

いった状況で要するに役割というか地域に残っている方々が常に同じ人ではないとい
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う状況にもあると、そういうふうにあるんだろうなというふうには思うところでござ

います。 

      そういった中で活動していただくということですから、地域、地域での活動になる

というふうに思いますけれども、そういったいろいろな場を想定した中で、活動のあ

り方といいますか、そういったものは地区地区でいろいろ検討していただく必要はあ

るというふうに思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      槻田雅之君。 

 

７  番 （槻田雅之君） 

      では、自主防災組織から呈されています組織構成、役員名や登録台帳があるかと思

うんですが、この辺を考慮した地区はあるのでしょうか。また、町としてこの辺を考

慮して体制をとる必要があるかなどの助言が必要だと思いますが、この件に関しまし

てどうお考えなのか、お聞かせください。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      役員の構成とか組織のあり方につきましては、基本的に地区に任せてあるというこ

とでございます。したがって、こちらからこのような形ということで指示していると

ころはなく、先ほども申しましたけれども地域の実情に合った、隣と同じものでなく

ても構わないということでお願いしております。組織構成につきましては、ピラミッ

ド型というかそれはあるわけでございますけれども、そこに昼の部、夜の部というよ

うな形の夜担当、昼担当というんですかね、例えば。そういう形の組織図が明確にな

っているところはちょっと確認できていないところでございます。 

      ただ、訓練の中で基本的な役員の方がおって、それぞれの訓練等するわけでござい

ますから、訓練の中で皆さんが役割を知っていただくような状況になっているんでは

ないかと、明確にさっきも言いましたが、状況状況でこういう組織になるというよう

なものが明確になっている組織というのはちょっと今のところ、私は確認をしており

ません。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

      槻田雅之君。 

 

７  番 （槻田雅之君） 

      じゃあ、それでは、町の自主防災組織規約とひな形があるんですけれども、ほとん

どの地区でそれをもとに提出なり、自主防災組織をつくっているんですけれども、そ

の中で会長は区長が兼ねるという文言があります。ほとんどの地区で多分区長さんが

会長を行っていると思うんですけれども、中には８年くらいたっている地区もありま

すので、区長さんがかわった場合にそういう組織の変更届け出が必要かどうか、今の

話ですと地区にお任せなので、そういう変更届け出も義務化されていないかとは思う

んですけれども、その辺組織変更、役員変更時の届け出について今どのような形で行

っているのか、今後どのような形をお考えでいるのか、その辺お聞かせください。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      まず、規約とか町でお示ししているものにつきましては、モデルということで、そ

のとおりやりなさいというものではないということです。ですから、区長さんという

ふうになっていますかもしれませんけれども、それは必ずしも区長さんでもなくても

その組織においてふさわしい人がいればそういう方になっていただいてということで、

あくまで一つのパターンとしてのお示しということでございます。 

      それから、そういった状況の中で、自主的な組織をつくってもらっておりますので、

役職、役員がかわられた場合といったものにつきましても、特別町のほうに報告義務

とかそういうものはなくて、組織の中で地域の住民の方々にはわかってもらわければ

いけないと思いますけれども、町に報告する義務とかそういったものはないところで

す。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      槻田雅之君。 
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７  番 （槻田雅之君） 

      では、再度確認しますけれども、自主防災組織の規約の中でよく総会のことをうた

っているところがあるんですけれども、当然今の話を聞きますと、総会資料の提出な

ど総会を実施しているかどうかという確認も今のところ行っていないと。また、自主

防災組織の設置条件に関しても、各地区にお任せということであるのであれば、本来

であれば会社、役場であれば震度４以上でもある程度の方が参集しまして震度５だっ

たら本当に全員が集まるとか、そういう規約もないと。また、そういう指導もしてい

ないというお考え、本当は全部自主防災組織のほうにお任せして、こういうときに立

ち上げるとかも全てお任せだという考えでよろしいのでしょうか。そういうふうで各

地区に指導というか、教えているということでよろしいのでしょうか。お聞かせくだ

さい。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      組織の運営につきましてでございますけれども、確かに役場のほうでは震度４のと

き集まるとかそういうあれがありますけれども、そういったものについてそれぞれの

自主防災組織にそういったものをつくってくれというような町からの指示というのは

特別しておらないところでございます。ただ、その組織の中でこういった場合には集

まりましょうとか、そういったものはつくってもらって全然やぶさかではないところ

でございまして、一律にこういうことであるから皆さんどの組織も一緒に集まってく

ださいとかという指示といいますか、お願いはしておらないところです。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      槻田雅之君。 

 

７  番 （槻田雅之君） 

      今のお話を聞きまして、全て地区の自主防災組織のほうに一任というか、お任せし

ているということがわかりました。 

      それで、ちょっと次に訓練について質問したいと思います。防災訓練には防災訓練

の例ですけれども、初期消火の訓練、救出訓練とかいろいろあるんですけれども、よ
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く私聞くのが、団地のせいもあるんでしょうが、給食給水訓練、炊き出し訓練と称し

まして、いも煮や収穫祭などする地区があります。では、災害時飲料水の給水停止を

想定しまして、飲料水の確保をいかに行うかを決めている地区があるかどうかなど、

団地であれば他の地区です。もみじケ丘で言えば旧小野というか下のほうに地区には

当然井戸水を持っている家庭もありますから、その方と事前に災害時には飲料水の提

供をお願いして提供もすることも必要だと思ってはおりますが、このような町が災害

時を想定しまして、例えば水がとまった場合、おたくの自主防災組織では水をどのよ

うに手配しますかなど、そういうヒアリングというのもしていない、前の答えを聞き

ますとヒアリングもしていないということでよろしいんでしょうか。 

      そのようなことですと、絵に描いた餅で終わるのではないかと私はそこを懸念して

おるんですけれども、この辺に関しまして、町長のお考えがあればお聞かせください。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      今の段階ではそういった水がなくなった場合にどこの地区でと、そういったものの

確認は町のほうではしておりません。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      槻田雅之君。 

 

７  番 （槻田雅之君） 

      それでは、最初の答弁の中でちょっと物資の件について質問したいと思います。今

訓練時、非常食の提供を行うという話がありましたが、実際個数は大体幾らくらい提

供しているのかと、もしこれが毎年48組織、45地区で今自主防災組織が設立されてお

ります。その場合、全地区に非常食配分できるのでしょうかと。本当にその分の予算

を計上しているのかどうか、その辺初めから私はちょっと概算で調べたところ、そん

なに予算は計上していないんじゃないのかなと。初めから訓練しないと決めつけての

予算計上しているのではないかという懸念があるんですけれども、本当に毎年１回全

地区で防災訓練した場合、非常食の提供というのはできるのかどうか、その辺に関し

まして答弁をお願いいたします。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      先ほど非常食の提供というふうに申し上げました。これにつきましては、それぞれ

の地区で訓練をする際に非常食等、町のほうにあるかどうか、そういった問い合わせ

があった場合に例えば町のほうの非常食、今備蓄しているのがございます。そういっ

たものにつきまして、こういう言い方はおかしいかもしれませんけれども、あれも期

限があるわけですから、そういった中で期限が切れる前に買いかえをしなきゃないわ

けですからね。そういった場合に皆さんに提供して利用いただくということで、初め

から訓練をするために別予算にして非常食用の予算を取っているという状況ではない

んです。 

      ですから、必ずしもみんなのところにあった分全部が行きますかといった場合には、

そういった考え方でございますので、全部に行きわたる、１カ所に何個やるかという

話にもなるかというふうにも思うんですけれども、そういったものではないというこ

とですね。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      槻田雅之君。 

 

７  番 （槻田雅之君） 

      今の話の確認ですと、当然町として備蓄している非常食アルファ米だとは思うんで

すけれども、それの賞味期限の有無、個数によりましてある地区には非常食が１個、

２個渡されてもあれなんでしょうから、渡されないときもありますよという考えだと

思うんですけれども、では今度人員と備品関係ちょっとお聞きしたいんですけれども、

実際訓練するとき、よく水消火器、これは町が手配するのか、消防署のほうで手配す

るのかあるんですけれども、その辺町として訓練備品の手配を行っているのかどうか、

また訓練時地域の方から職員や消防団員の派遣の要請があった場合、その派遣状況が

どうなっているのか、また訓練時、町から消防への連絡する、しないあるかと思うの

ですが、自主防災のほうでするかとは思うんですけれども、その辺の連携、町の連携、

人の連携と訓練備品に関しましての連携についてはどのように行っているのか、お聞
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かせください。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      訓練につきましては、基本的にその組織の中でやってもらうということでございま

す。それで、こちらからこういったものを提供するというようなことは、基本的には

ございません。ただ、例えば消防とか、そういったものを呼んで一緒に消火の訓練を

するとか、そういった場合には消防のほうで訓練用の資材を持っておりますので、訓

練に参加をして一緒に実務をするとか、そういうことは消防のほうでは準備はしてお

ります。 

      それで、人の派遣ということでございますけれども、そのとおり組織のほうで今度

何月何日にこのような訓練をする、訓練の内容こうなので、こういう協力をというこ

とであれば、それは消防のほう出ますし、あと消防団の場合は例えばその地区の消防

団の方になると思いますけれども、消防団の方々もいろいろ話し合いの中で参加をい

ただけるものではないかというふうに思っております。 

      手配について、町ももちろんやりますけれども、消防のほうでもそういったものに

つきましては、組織から直接連絡をもらえば、対応できる体制にはなっているという

ふうに思いますので、その辺については中間に入るよりも直接やってもらったほうが

スムーズな準備ができるんではないかというふうに思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      槻田雅之君。 

 

７  番 （槻田雅之君） 

      それでは、自主防災組織で訓練を実行した場合なんですけれども、町への報告義務

はないかとは思うんですけれども、町へ実際連絡している地区があるのか、ないのか、

あるんであればどのくらいの地区、多分相談していればやるんだろうという推測でし

かわからないんですけれども、実際しましたよとか報告の義務もないんでしょうけれ

ども、そういうふうな現状を把握しているのか。 

      あと、先ほど答弁の一番最初にあったんですけれども、活発に活動している地区も
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あれば、そうでもない組織も見受けられるという話があったかと思うんですけれども、

じゃあどうすれば設立してから一回も訓練していない自主防災組織があるかもしれま

せん。その辺実際自主防災組織を先導して立ち上げてもらった町としまして、このよ

うな状況でいいのかどうか、今後そういう一回も訓練していない組織、または今訓練

を行っているかどうかも把握していなければ、その辺の対策についてどうお考えなの

か、お聞かせください。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      訓練の実績の報告の義務は特別はないところですが、４、５カ所連絡が来ています。 

      それから、実際やっている団体とそうでない団体の確認、これはとられてはいない

ところでございます。ただ、よくいろんなお話の中で、実際に立ち上げたけれども、

どういった訓練をしていいのかわからないとか、そういったお話は我々も聞くところ

でありまして、そういった場合には相談をいただくということ。それで、さっきも申

しましたけれども、こういった訓練がある、やり方があるということのアドバイスと

いうか、そういったこともしているところでございます。 

      それから、今組織がそれぞれ立ち上がっていますが、全部独立した形といいますか、

横の連携がない状況です。それで、お話のとおり例えばお隣の地区ではどういうこと

をやっているのかとか、情報の交換といいますか、体験の共有といいますか、そうい

ったものは必要なんだろうなというふうに思っておりまして、今後協議会といいます

か、横のつながりのあるそういったものも必要になってきているんではないかという

ふうに考えております。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      槻田雅之君。 

 

７  番 （槻田雅之君） 

      再度ちょっとそこをお聞きしたいんですけれども、当然義務化はないと、訓練の報

告とかも義務化はありませんし、訓練しているかどうか、４カ所から５カ所くらいの

報告はされているという話なんですけれども、それを実際把握する必要があるのかど
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うか、今のお考えですと余りなさそうなんですけれども、実際本当にやっているかど

うか、年に１回報告書を出してもらうとか、その辺のお考えがあるのか、また先ほど

すばらしい発言したところですが、やはり情報の共有化ですね。各地区との情報共有

ということで、協議会を立ち上げるとか、もう一度その辺に関しまして、よりよい自

主防災組織のあり方、本当に報告するかどうか、その辺についてもう１回お考えをお

聞かせください。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      自主防災組織の活動の報告といいますか、そういったものの義務化ということでご

ざいますけれども、自主防災組織という中で立ち上げてもらっているところもござい

ますので、それについて町のほうから強制的にといいますか、というのはちょっと今

後はいろいろ皆さんのご意見も聞いてみたいというふうに思うところでございます。 

      ただ、先ほども言いましたけれども、今それぞれの組織が単体といいますか、でや

っているところでございますので、ですから訓練につきましても例えば隣り合ったの

でやるとか、そういうこともあってもいいのではないかというふうに思いますし、場

合によってはほかの地区でやっている訓練を見に行くとか、そういったことも必要だ

というふうに思っています。 

      そのためには、やっぱり情報の共有というのが必要だと思いますので、情報交換の

場といいますか、そういったものがあったほうがいいだろうなというふうに思ってい

まして、防災担当者の会議というのがいいのか、組織の協議会というのがいいのか、

そういったものにつきましては、考えてまいりたいというふうに思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      槻田雅之君。 

 

７  番 （槻田雅之君） 

      では、次にちょっと講習会のことについてお聞きしたいと思います。 

      先ほどの最初の答弁で、県が主催する宮城県防災指導員養成講習会への参加を各地

区にお願いしているというお話をいただいたいんですけれども、私も参加しておりま
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して、私レベルアップ講習会、去年参加させていただいたんですけれども、去年の話

を言いますとあれは公的な、前回ですよ、公的な避難所を想定していた講習会だった

んですよ。だから、もっと地区の現状に合った講習を行うべきではないかと、私は感

じております。 

      また、先ほど言ったように、地区との共有化、連携と話もあったんですけれども、

実際に町内外への防災組織の訓練を見学していくことも必要だと思います。 

      ある地区の例をちょっと述べさせていただきますと、仙台市の宮城野区に福住町と

いうのがありまして、これは福田町のすぐ近くなんですけれども、これは実際ＮＨＫ

のテレビでも放送された自主防災に関してはなかなかというか、実際他の町外との交

流も持っておりますし、ＪＡＦとかＮＰＯとか、日本赤十字、消防団や消防を含めま

した約400名規模で実際訓練をしている地区であります。 

      ここの地区というのは、町長もご存じかと思いますけれども、昔梅田川というのが

ありまして、よく台風や大雨が来た場合、氾濫する梅田川がありまして、そこのふも

とにあって福田町のすぐ近くで、扇町や日の出町とか水害がありまして、台風や大雨

来たときに水の氾濫があって、すごく難儀した地区でありますので、すごく防災意識

が高いという地区もありますので、そういうところの見学もしてもらいまして、本当

に実際生の、別に各地区でやっている防災訓練が悪いわけじゃなくて、いろいろ本当

に住民が避難するような訓練を行っていますので、そういうところをピックアップし

てもらいまして、研修の案内、行く行かないかは当然その自主防災の方々の意識の問

題かと思いますので、そういう訓練、研修会も開いてもらえばありがたいかと思いま

すし、先ほど言ったように隣の地区との合同訓練も必要かとは思いますので、そうい

う研修会を積極的に取り入れてくださいまして、各地区の防災組織の会長及び町民の

方々にも啓蒙して、意識を持たせてもらえればありがたいかとは思いますが、特に一

番多いのはレベルアップと防災への啓蒙だと思うんですよ。 

      それをやっぱり地区にお願いしてもなかなかと言い方悪いですけれども、動きが鈍

いので、やっぱり町のほうで旗振りをしてもらえればありがたいかなと思っています。

その例が、先月でしたか、宮床中学校であった地域の防災訓練なんですけれども、参

加人数見てもらえればちょっと宮床地区で全体の割には参加率が低いのはなぜか、特

に団地の方の、団地の悪口ではないんですけれども、ほとんどの住民は来なくて区長

さんと一部の方しかいないというのがちょっと見受けられたので、もう少し啓蒙思想

なり、町が旗振ってやってもらえればいいのかなと思ったので、そういう考えを持っ

ております。この辺に関しましても、町長のお考えがあればお聞かせください。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      いろいろ研修ということでございますけれども、今先ほど申しました県のほうの指

導員認定講習会ですか、これに各自主防災組織から毎年何人か参加をいただいて、そ

してその認定をしてもらうと。あとその中からまたお話、槻田議員もやっていただい

ているということで、フォローアップ、レベルアップというんですかね、そういった

ことで今やっているところでございます。 

      研修の内容につきましては、県のほうで指定した内容ということでございますので、

そういう形でこちらの希望するようなものでない部分あるかもしれませんけれども、

内容は毎年いろいろ変わってくると思いますので、その都度こういった内容のものを

お願いしたいと。できるかどうかは別として、そういったことはやっていければとい

うふうに思っております。 

      それから、全体としての意識啓蒙ということでございますけれども、これにつきま

しても、要するに組織はつくったけれどもなかなか活動が活発でないところにつきま

しては、一番最初申し上げましたけれども、そこの中でリーダーになる人たちといい

ますか、そういった方々の熱意といいますかそういったこともあろうかと思いますし、

住民の方々の協力体制というのもあるというふうに思っています。そういった意味で

は、共通の認識を持たなければいけないということだと思いますので、そのためにい

ろいろ訓練もするわけでございますけれども、組織として全体の１つの組織だけでは

なく、さっき言いました組織同士の連携、こういったことがこの次のステップアップ

するためには大事なんではないかというふうに感じました。 

      やっぱり周りでどういうことをやっているんだということも、皆さんで認識する必

要があろうと思いますし、どういった課題がそれぞれにあるのかということ、そうい

ったものも共有することが必要だと。同じ共有課題を共有することによって、どうい

った研修があったらいいかとか、そういったもののほうに次に進んで行くんだという

ふうに思っておりますので、今それぞれの組織でやっていただいているものについて

は、ますますやっていただきたいと思いますけれども、さっき申しました全体として

の１つの組織といいますか、そういったものについての必要性を改めて認識しておる

ところでございます。以上です。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

      槻田雅之君。 

 

７  番 （槻田雅之君） 

      研修会につきましては、やはり地域に合ったカリキュラムを県に言えるのであれば

県に言ってもらいまして、地域防災、地区によっては四十、五十世帯ですかね、１番

小さい地区ですと、だと思いましたけれども、から何百世帯、一番多いと800世帯く

らいですかね、なかなか実際取り組み、訓練とかカリキュラム違ってきますけれども、

ぜひいろんな方の意見を聞きまして、そういう研修会を開いてもらうようお願いいた

します。 

      では、災害時の支援についてお聞きしたいと思います。 

      災害発生時の話なんですけれども、災害が発生しまして自主防災組織から町への食

料や水の提供が依頼があった場合、今までの話から言いますと、自主防災組織の物資

提供のお考えは余りないと思いますが、2011年３月11日に発生しました東日本大震災

のときに、大多数の区長さんが一番苦労したのは、ガソリンの調達だという話を聞い

ております。 

      今後、災害が発生した場合、自主防災組織へのガソリン支給のお考えがあるかどう

か、私の考えでは一番苦労したのが区長さんなんですが、ガソリン調達だという話が

あったので、ガソリン調達のほかに苦労したのがあれば別でしょうけれども、ガソリ

ン調達の件につきまして町としてその辺考えているのかどうか、ちょっとお聞かせく

ださい。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      まず、災害時に食料の配給といいますか、非常食の配給ということですが、先ほど

言ったのは訓練時という話でございます。災害時はまた別、それぞれに地区にも備蓄

倉庫等あるわけでございますから、そういったところで配給とかもちろんやっていか

なければいけないというふうに、そういうのはやるわけでございます。 

      それで、ガソリンでございますけれども、これについては非常にまだまだ難しい課
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題といいますか、今消防とかそういったところにつきましては、緊急車両につきまし

てガソリンスタンド等と協定といいますか、優先的にというような協定を結んでいる

ところでございます。それにつきましても、停電の際もくみ上げられる施設を持って

いるといいますか、そういったところということで数限られているところでございま

す。 

      今後地域の方々にガソリンをということにつきましては、ガソリン備蓄というわけ

にもまいりませんし、非常に難しい課題になるのではないかというふうに思っており

ます。ただ、前回のそのものにつきまして、区長さんとか情報収集とかそういった

方々、やっていただく方々についても手配ができなかった状況がございましたので、

それについて何らかの方法というふうには思うところでございますが、今具体にこう

いう方法でというところでは詰めておらないところでございまして、今回防災計画見

直しの中にうたえるものか、ガソリンというのが扱いがちょっとどこにでも置けると

いうものでもないものですから、ガソリンスタンドの供給のあんばいといいますか、

そういったこともありますので、課題というふうには思っているところではございま

すけれども、まだ今このような形でという具体のところまでは至っていない状況でご

ざいます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      槻田雅之君。 

 

７  番 （槻田雅之君） 

      今の答弁ちょっと気になったのが、これは悪いことじゃないですけれども各自主防

災組織にも配給食料を配給する考えがあるということですけれども、48地区全部に関

して配給を考えているのか。実際、公的な避難所への物資提供だけでいいのかなと私

は各自思っていたし、自主防災組織はあくまでも自分たちが確保した食料で１次避難

所の役割であるのかなと思っていたので、この答弁でちょっと気になったのは各自、

うれしいことではあるんですけれども、自主防災組織への食料とか水も、本当にでき

るのかなとちょっと思ったので、そこもう一度確認したいのと、今の話で食料や水、

ガソリン、確保状況があるんですけれども、実際地区でどのくらい備蓄、食料、水ガ

ソリンもそうなんですけれども、ヒアリングしていないと本当に大丈夫なのかと逆に

不安じゃないのかななんていうのも私の考えなんですよ。 

      町から貸与しております発電機あるんですけれども、あれは当然ガソリンがなけれ
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ば動かないわけですよね。先ほど言ったガソリンの保管というのはすごく難しい状況

なので、規約では何十リットル以上だったらどうのこうのとあるんですけれども、そ

の辺の保管状況も私は町として確認する必要があるんではないかなと思っているんで

すけれども、その辺お考えあればお聞かせください。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      先ほど食料について私の言い方がちょっと誤解を招いてしまいました。各自主防災

組織に全てということではないということで、そのとおり公的なものが基本になりま

す。あと、地域によって全体が被災すればそうなんですけれども、そうでない場合と

いいますか、地区だった場合にはそこから持ってきてとか、そういった形の中ででき

るだけの対応をしていきたいというふうに考えております。 

      それから、ガソリンでございますけれども、そのとおり発電機とかはガソリンとい

うことでまずいので……、まだガソリンだそうでございます。そういうことで、保管

については難しさがあるというかあれしかないものですからね。その辺については今

後考えていかなきゃない課題だというふうに思います。ガソリンの扱いというのはや

っぱりちょっとやっかいといいますか、というふうに思っております。済みません。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      槻田雅之君。 

 

７  番 （槻田雅之君） 

      質問で１個答弁が抜けていたんですけれども、各地区への備蓄の状況の確認が必要

じゃないか、食料、水の件ですけれども、その辺今どのようにお考えなのか、答弁抜

けたのでそこをちょっとお願いしたいなと思っております。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 



７９ 

      いわゆるアルファ米とかそういった備蓄といいますか、の確認ということだという

ふうに思うんですけれども、今のところはそこまでは確認はしておらないところでご

ざいます。各組織でいろいろやっているんだというふうに思っておりますが、その確

認はしておらない。あと、場所によっては何といいますか、農家さんの場合米を持っ

ているとか、そういったこともございますので、一概にこのぐらい用意してくれとい

うお願いもなかなか当てはまらないのかなという気はするんです。確認をして、あそ

こにどのぐらいあるというのをこちらで把握しておくということは、何かあった場合

には情報は大事な情報になってくるというような気もしますし、逆に言ったことによ

って、無理矢理そろえるということにならないようにしなきゃいけないというふうに

思われますので、その辺については少し検討させてもらいたいというふうに思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      槻田雅之君。 

 

７  番 （槻田雅之君） 

      私が一番重要視したいことなんですけれども、災害弱者への配慮なんですよ。これ

は、個人情報保護法の問題もありますので、専任の班構成が必要になるかとは思いま

す。またあと民生委員等と協力しまして、災害弱者マップを作成が必要かと思ってい

ます。作成に当たりましては、町からの情報提供も必要だと思っております。 

      最後になりますが、今述べました弱者マップの作成の有無や、防災機材の点検の有

無、実際発電機借りたはいいが、そんなのはあり得ないとは思うんですけれども、売

却したという地区がないとは思いますけれども、あとはガソリン入れっ放しでもう何

年も使っていないんだよねという地区もあるかもしれません。その辺で防災機材の点

検の有無、町が点検するというわけじゃなくて自主防災組織のほうに何年前に電源入

れましたか、動かしましたとか、そういうものや、総会開催の有無、備蓄の先ほど言

った水、食料の有無、実際組織立ち上げるときに、いろいろな規約が提出されている

わけですから、規約にのっとりましてちゃんと行っているかどうかのチェックが必要

かと思います。実態調査ですね。実態調査を早急に実施していただければありがたい

かと思っております。 

      また、災害時、自主防災組織にも被害状況、各自分の地区の被害状況の確認を行っ

てもらいまして、町職員の作業低減を図りまして、町と地区とが情報の連携をして被

害拡大を抑えていただければありがたいかと思います。そのためには、定期的な研修
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会を開いてもらいまして、常に高い防災意識の啓発を求めていくことは必要だと思い

ます。 

      町は、各地区へ自主防災組織の設立を依頼しましたが、その後のフォローは何もし

てくれていないという話を私はよく聞きます。町が地区への自主防災組織に対して、

積極的に取り組む意識を示さないと、町は体裁のみで設置した自主防災組織の数の分

母が欲しいだけで、真に各地区の自主防災の必要性を啓蒙するつもりはないのかと責

任を問われるかもしれません。機能しない自主防災組織は要りませんので、今後も各

地区と連携をとりまして、防災に取り組んでほしいかと思います。 

      最後に、町長としましてご意見があれば、お聞かせください。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      まず、防災マップというご質問でございましたが、これにつきましては、民生委員、

児童委員の皆様方につくっていただきまして、今回改訂といいますか、再度新しい情

報を取り入れたマップを先月、町のほうにもお預かりをいたしておるところでござい

ます。あと、消防とかそういったところにありまして、これは了解をもらった中でつ

くってもらっているということでございまして、そういったことに使ってもいいです

よという了解書というんですかね、もらった中でやっているやつ、前にもあったわけ

でございますから、それの改訂版といいますか、最新版といいますか、つくってもら

っているところでございます。 

      それから、活動のチェックといいますか、資機材のチェックからということでござ

いますけれども、資機材につきましては、訓練とかするといろいろ使ったりして、そ

ういった状況が確認できるんだというふうに思っておりますし、そういった中の活動

状況のチェックといいますか、活動の内容を町でも把握するということというふうに

思っていますけれども、そういったことにつきましては、先ほども言いましたけれど

も協議会とかそういったものの中で、意見の交換の場ができればそういった状況も非

常につかみやすいといいますか、使える情報の収集にはいい場になるというふうに思

っています。 

      あと、町がフォローしてくれないということでございますが、自主防災組織という

ことで、立ち上げる中で資料の提供とかさせてもらっております。いろいろご相談の
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窓口は常に広げておるところでございますし、そういったものについてフォローはし

ているところでございますが、基本的に自主防災ということでございますので、積極

的に自分たちのほうからやってもらうというのが、町ももちろん協力はしますけれど

も、そういった意識を持ってもらってやっていただければ、大変ありがたいというふ

うに思います。いずれ、この組織につきましては、災害があった場合いはもちろんで

ございますけれども、ふだんからの地区の交流といいますか、そういった部分につい

てもいろいろ役に立つ組織だというふうに思っていますので、地域の活動の中で積極

的に取り組んでいただいて、より地域に、そして大和町が安全な組織になるようにご

協力いただきたいと思いますし、町としてもそういった考えの中でフォローしてまり

たいというふうに思います。以上です。 

 

７  番 （槻田雅之君） 

      ぜひ、先ほど言ったように町が協力的なフォローをお願いしたいと思います。 

      以上もちまして私の一般質問を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうござい

ました。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      以上で槻田雅之君の一般質問を終わります。 

      暫時休憩します。 

      休憩時間は10分間とします。 

 

         午後３時０１分  休 憩 

         午後３時１１分  再 開 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      再開します。 

      休憩前に引き続き会議を開きます。 

      ４番渡辺良雄君。 

 

４  番 （渡辺良雄君） 

      それでは、質問をいたします。 

      元自衛官ですので、簡潔に行いたいと思います。 
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      １件目、大和駐屯地の体制維持について伺います。 

      大和駐屯地は、町の企業誘致第１号として昭和31年創設され、以来57年が経過し、

この間我が国の主権を守る崇高な任務のもと、町の安全・安心と発展に大きく貢献し

たものと思います。 

      近年、尖閣諸島に代表される緊張の高まりの中、ことし１月に中期防衛力整備計画

の廃止が閣議決定され、間もなくこの12月の中旬には新しい防衛大綱が決定される模

様であります。 

      この新大綱案では、既に基幹部隊の戦車が縮減対象になっておるようでございます。

次の２行はちょっと訂正をお願いします。ここは削除をお願いいたします。「このよ

うな」から「聞いている」まで削除でお願いいたします。 

      平成17年片山事件といわれる現片山さつき参議院議員が、大蔵主計官のときに16万

陸上自衛隊、定数16万を12万に削減すると、その後財務省の原案となって、それらが

政策として実行されてきているという背景がございます。隊員の定数削減や駐屯地の

廃止が実施された場合、東北の守りはむろんのこと、頻発する災害への対応にも支障

を来し、地域の安全・安心の確保という面からも住民不安が増大する中、地域経済へ

の影響など、まちづくりに大きな影響を及ぼす問題になると思われます。 

      既に、北海道では、北海道の自衛隊体制維持を求める運動を北海道選出国会議員、

道知事、道議会議員、各市町村長、各市町村議員一丸となって行っているようであり

ます。 

      そこで、町長に以下の点をお伺いをいたします。 

      １点目、町長として大和駐屯地の創設から57年間をどのように評価されるのか。 

      ２点目、大和駐屯地の体制維持についてどのような行動をされるのか、お伺いをい

たします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      それでは、ただいまのご質問でございますが、2013防衛白書につきましては、10月

３日に公表されまして、同日東北防衛局から説明のため来庁がございました。防衛白

書では、我が国を取り巻く安全保障環境においては、さまざまな課題や不安定要因が

存在し、その一部は顕在化、先鋭化、深刻化しているとありまして、サイバー攻撃へ
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の対応、弾道ミサイル攻撃などへの対応、在外法人等への輸送への対応、各種災害な

どへの対応について、その方向性を明示したものでございます。 

      また、この防衛白書に基づきまして、12月中旬に新防衛大綱が決定されるとこのよ

うに伺っております。11月22日、朝日新聞に戦車部隊の大幅減に関連する記事があり

まして、陸上自衛隊の配置を見直し、本州から戦車部隊を撤退させ、北海道、九州の

みに配備する方針を固め、10年後をめどに戦車数を現行の741両から300両に大幅削減

し、冷戦期の本土防衛から対中国を念頭に置いた離島防衛に重点を移すとあります。

また、戦車部隊が撤退する本州には、走行性の高い機動戦闘車を新たに導入とありま

す。 

      そこで、第１点目のご質問でありますが、大和駐屯地は創設から57年経過しており

まして、その間をどのように評価するかということでありますが、我が国の平和と安

全の確保及び国民の生命と財産を守り、防衛としての役割を担っている者と考えてお

ります。また、地域に自衛隊があることにより、災害支援等による住民の安心感があ

り、地域住民へ理解を深めるためさまざまなイベントへの支援、参加やスポーツ少年

団への施設の開放などを行っており、地域への大きな貢献があります。 

      さらには、隊員の定住化によりまして、定住人口の確保や地域の各種役員の引き受

け等による地域づくりへの貢献など、地域と一体となった自衛隊であると、高く評価

しておりまして、大和町の発展とともに歩んできたものと考えております。 

      次に、２点目、大和駐屯地の体制維持についてどのように行動するかとのことでご

ざいますけれども、11月15日に調整交付金２次内示の際に、東北防衛局が来庁いたし

ましたので、戦車の数が減るがここにも影響があるかと伺ったところ、大綱の見直し

の内容にもよるが、影響はあると見ているようでございます。しかし、それにかわる

ものが出てくるとのことであり、隊員を抱えていることから、簡単に縮小することは

できないのではないかとの見解を示しております。 

      本町といたしましても、大和駐屯地はなくてはならないものと考えており、今後も

部隊が維持されることを強く望んでおります。11月29日に王城寺原演習場周辺３町村

で協議を行い、行政改革推進会議秋のレビューにおいて、特定防衛施設整備周辺調整

交付金のコメントの中に、300億円の予算削減が可能であるとの意見があり、平成26

年度の予算に反映される可能性が高く、秋のレビューの再検討の要請とともに、戦車

部隊縮小に伴う大和駐屯地の規模維持について、12月中旬に国、国会議員へ要望活動

を行うことで調整中でございます。 

      国の防衛を初め、災害支援、地域貢献、定住対策の面からも大和駐屯地の必要性は
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大変大きなものがあり、体制維持について関係方面に強く要望してまいりたいと思い

ます。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      渡辺良雄君。 

 

４  番 （渡辺良雄君） 

      ただいま町長のほうから自衛隊に対して、非常に高い評価をいただきまして、元自

衛官としても非常にうれしい評価でございます。ただ１点この評価の中で、防衛関係

交付金、これはまちの予算の１％、２％、３％どれくらいになるのか、これは57年間

の中でどれくらい貢献してきたものかをご答弁をちょっといただきたいと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      調整交付金につきまして、特定防衛調整交付金、これにつきましては毎年確定とい

いますか、同額ではないところでございますが、平均大体8,000万円ぐらい、これの

ほかにＳＡＣＯはまた別でございまして、それにつきましては１億3,000万円という

ことでございます。その貢献度といいますか、そういった金額でございますので、道

路環境整備とか、あとはＳＡＣＯにつきましては、それぞれの今ですと子供支援とか、

あとそういった大きな事業に活用させていただきまして、使う幅が広いものですから、

非常に自治体としてはありがたい交付金というふうに思っております。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      渡辺良雄君。 

 

４  番 （渡辺良雄君） 

      今の評価につきまして、我が国の平和と安全、それから住民の安心感、あるいはイ

ベント支援、隊員の定住化による地域づくり、あるいはまちの経済貢献、こういった

ことがあり、さらには調整交付金あるいはＳＡＣＯ予算、町の予算としても非常に潤

っているという、ただいいことばっかりではなくて、砲の騒音ですとか、ヘリコプタ
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ーの爆音ですとか、そのほか沖縄の基地負担軽減ですか、そういったことによる反対

運動ですとか、そういったデメリットも抱えているのはあろうかと思いますけれども、

全体として町としては、非常にいい、自衛隊があってよかったなということはこれで

間違いがないのかなというふうに思います。 

      次に、今後ですけれども、これから10年間で第６戦車大隊がなくなる、多分なくな

ると思われます。戦車がなくなるということは戦車にくっついて動く第６対戦車隊、

これも恐らくなくなるであろうと。それにかわるものがどういうものがあるのか、あ

るいは新しい防衛大綱案では、陸上自衛官5,000人今度はふやす方向でもございます

ので、簡単にはなくならない。それから、新しい整備大綱でも防衛省が出している中

でも、駐屯地を大事にしていきますよと、災害対策として大事にしていきますという

のがあるので、さほど心配はしていませんけれども、しかし先日国会の佐藤正久参議

院議員を表敬訪問をした際に、北海道はかなりこの問題について真剣に取り組んでい

ると。現実に、北海道知事を顧問として、180市町村長、それから選出国会議員、先

ほどもお話ししましたけれども、こういった方々が2004年の片山事件以来、北海道駐

屯地等連絡協議会、これは会長は千歳市長ですね、となって運動を進めていると。こ

としには登別ですか、登別市も2013年、ことし体制維持を求める決議をされているよ

うであります。 

      町長は、先ほどのご答弁の中で、今後も部隊が維持されることを強く望んでおり、

周辺３町村と協議を行ったと。この周辺３町村というのは、大和町、大衡村、それか

ら色麻町、これで間違いないのかどうかお伺いしますけれども、どこと、ここに12月

の中旬に国、国会議員との要望活動を行うということで調整中ということなんですけ

れども、どのような形でか、もう少し詳しく説明をお願いいたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      まず、協議を行った町村でございますが、お話のとおり、大和、大衡、色麻でござ

いまして、王城寺原演習場協議会ということで協議をいたしております。このことに

つきましては、秋のレビューと先ほど申しましたとおり、特定防衛施設整備周辺調整

交付金につきまして300億円ぐらいの削減が可能であるというような、そういったも

のが出てきたわけでございまして、それに対する地元市町村としての意見をまず述べ
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てあるところでございますが、改めてそのことについて現状を訴えながら、そのため

にこういったものが必要であるということを、国、国会議員等にお願いしていきたい

というふうに思っております。 

      それから、駐屯地の規模につきましても、大綱が出ているわけではございませんの

で、あくまでそうなるやに聞くという状況に今あるわけでございますけれども、それ

について、先行してお願いをすればいいのか、いろいろちょっとその辺は協議中でご

ざいますけれども、いずれ内容としましては駐屯地を維持してほしいということにな

ります。 

      お願いする対象になりますと、関係省庁ということになってまいりますが、それか

ら当然国会議員さんとか、そういった方々が対象というかお願いする相手になってく

るところでございますが、まだ具体的にここということについては、今関係団体と調

整中の段階でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      渡辺良雄君。 

 

４  番 （渡辺良雄君） 

      今町長のほうから調整中ということでございますが、既に北海道ではこの片山事件

というか、これ以来昨年もあったわけですけれども、道知事以下がまとまって動いて

いるということです。幸いにして今防衛大臣は第５区から、それから宮城県知事は元

自衛官ということでございまして、宮城県には駐屯地、基地含めると仙台駐屯地、多

賀城駐屯地、船岡駐屯地、霞の目駐屯地、そして松島基地、あと大学支所が１つござ

いますけれども、そして大和駐屯地と、これだけの駐屯地、基地がございます。 

      先般、佐藤正久議員を表敬訪問したときに、佐藤正久議員はさきの防衛政務官でも

ございました。北海道は非常に活動が強くて、防衛力を西のほうに移したいけれども、

北海道から抜けない。なぜならば、北海道の首長さん方、議員さん方、一丸となって

強く活動しているので、そこからは削減するのが難しいと。簡単なのは何の活動もな

い東北だということで、このままだと東北は非常に危ないよという示唆を受けました。 

      したがって、今この時期にまだ新防衛大綱も出ていませんけれども、出るのを待っ

ていて、座視していると本当に削減されてしまうということもございます。少しは声

高らかに上げていかないと、東北から自衛官の数が減ってしまう。大和町から大和駐

屯地の勢力がガサッと減ってしまうということにもなりかねません。 
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      ですので、町長の指導力を発揮していただいて、というか、北海道では道知事以下

ですので、宮城県においても宮城県知事以下ということを言っていただいてもいいん

じゃないかと。私なんかも声を大にして言っていきたいというふうに思いますけれど

も、こういった北海道駐屯地等連絡協議会があるならば、宮城県駐屯地等連絡協議会、

これを会長はどこかの市長さんにやっていただくなりして、県知事を顧問にしていた

だいて、それで一体となって自衛隊の体制維持を求める会、先ほど町長検討中という

ことでございましたので、そこまで考えられてはいかがかどうか、町長のお考えをお

聞きいたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      今渡辺議員からお話いただいたことでございますが、そういったことについて、ど

ういった形で取り組めるのか関係団体とも協議してまいりたいというふうに思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      渡辺良雄君。 

 

４  番 （渡辺良雄君） 

      今私のほうで意見を出させていただきましたけれども、ご答弁いただきました。ま

さにそのとおりだと思います。簡単にここで軽々に答えられる問題でもないかと思い

ますので、これからご検討をいただいて、何らかの形が出せるように、あるいは大和

駐屯地が少なくとも大幅な定数削減につながらないように、どうか町長のほうでご尽

力をお願いしたいと思います。以上で、１件目を終了させていただきます。 

      続いて、２件目でございますが、県の工事に連携して、宮床中学校のグラウンド拡

張を図れ。 

      宮中は、体育館が新設されたことに伴い、グラウンドが狭隘化して、体育授業、部

活に支障を来していると聞いている。加えて、諸行事の際の父兄と来校者の駐車場も

不足している。 

      一方、宮城県では現在宮床中学校を取り巻く県道大衡仙台線の宮床工区工事につい

て、用地買収など着工に向けて着々と準備を進めている。また、宮床財産区管理委員
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会など地域の各種団体では中学校グラウンド拡張や、地域発展のためのアイデアを保

有しています。 

      このようなとき、これを絶好の好機と捉えて、町、県、地域が話し合いをして、グ

ラウンド拡張を図ることは極めて大事なことと思いますけれども、町長の考えをお伺

いいたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      それでは、ただいまの件についてお答えをします。 

      学校等の教育施設に係ります施設整備につきましては、町並びに教育委員会におき

まして、学校やＰＴＡとの意見交換の中で、常にご意見、ご要望等を毎年伺い、その

都度ご回答を申し上げてご理解を賜ってきているところでございます。 

      今年度におきましても、去る10月９日に触れ合い懇談会を開催いたしまして、町と

ＰＴＡ連合会におきまして、同連合会からのご要望等に係る事項に対し、ご回答を申

し上げております。その際、各小中学校ＰＴＡ会長の皆様とも意見交換を実施してお

ります。 

      このたびの件数につきましては、延べで61件となっておりまして、ちなみに宮床中

学校におきましては、４件のご要望がありました。その内容といたしましては、地区

の安全確保、県道大衡仙台線小野工区への街灯の設置という件、また学校設備等とい

うことで、校地内の駐車場また校舎北面への網戸の設置、その他部の創設となってお

りました。 

      町からの回答といたしましては、道路交通に係る件につきましては、関係機関への

要望のほか、学校と連携協議をした中で検討を加えること、また学校施設の施設設備

の計画的な整備を図ること、さらには学校と保護者の話し合いをお願いしたところご

ざいます。 

      なお、県道大衡仙台線宮床工区につきましては、宮床中学校敷地西側部分に係りま

す境界立ち会いの２者立ち会いが昨年12月18日に実施されておりますほか、県仙台土

木事務所用地第２班によります用地説明会が去る９月19日宮床基幹集落センターにお

いて開催されたところでございます。そして、この際に県仙台土木事務所からお伺い

した説明によりますと、当宮床工区につきましては、小野工区と同様の付近13.5メー
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ターで整備計画され、区間延長2.3キロメーター、国道457号線交差点に接続されると

のことでございます。また、整備年次につきましては、平成25年度で用地買収と一部

工事着手となり、平成30年度において開通予定になっているとのことでございます。 

      町といたしましては現在、県道拡幅工事の推移を見守って、今般計画の宮床工区に

つき、早期の県道仙台大衡線の開通をお願いしたいと考えておるところでございます。 

      また、学校教育施設整備につきましては、地域の社会環境の変化と合わせ、学校関

係者や保護者、そして地域皆様のご意見等についても機会あるごとにいただき、さら

には町教育委員会の意見も徴収し、学校教育施設整備に対します基本方針を立て、さ

らに事業効果等についても十分検討を加えるとして、適切に学校教育施設整備等の整

備を図ってまいりたいとこのように考えておるところでございます。以上です。 

 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      渡辺良雄君。 

 

４  番 （渡辺良雄君） 

      今町長のご答弁をお聞きしながら、少しやはりお考えの範囲が狭いのではないかな

と感じます。というのは、ご答弁の中で町教委、それからＰＴＡ、ほかは出てこない

んですよ。例えば財産区管理委員会ですとか、地元の区長さん方ですとか。宮中の体

育館が建った際に、えっと驚いたのは、誰が驚いたかというと、地元の代表の方々が

全然知らないんですね。区長さん方も知らなかった。それから、財産区管理委員会の

方々も知らなかった。このご答弁にあるように、やはり決めていったのはこういうこ

とだったんじゃないですかね。町とＰＴＡ連合会ですとか、町教委ですとか。この中

で決めていったわけではないですか。何かこのご答弁聞いていて、えっと思うんです

ね。話す相手が極端に狭いとは思われないですか。この点について、町長、お考えを

伺います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      ここにそういう書き方になっています。財産区等には話してある話ではあります。
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これは。体育館については財産区も知っている話ですし、狭いというか、機会が少な

かったといことなのかもしれませんけれども、メーンとして学校と、ＰＴＡと教育委

員会と話しているということでございますので、決してほかの方に話していないとい

うことではないというふうに思っております。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      渡辺良雄君。 

 

４  番 （渡辺良雄君） 

      今町長からご答弁いただいたんですけれども、やはり体育館建ったときの、建つと

いうか、明らかになったときに何であそこにという声はやっぱり大きかったと思うん

ですよ。それはやはり事前にお話しする枠が私は狭かったと思うんですね。今回のこ

のご答弁を聞いていて、私やっぱり狭いと思うんですね。どういうことかというのが

体育館の広さを広げろという話の中で、いやそんなの出ていませんよというような、

今町長のご答弁じゃないかなと思うんですね。 

      ですので、もう少しお話をいろんな方々にしていただきたいなというのが１点でご

ざいます。このご答弁の中だと、問題ありませんよということなんですが、先ほど千

坂議員のほうからも質問がありましたけれども、要するに評価、ＰＤＣＡ、何でした

かね、そういったのも町長の耳に届いていらっしゃるかどうかわかりませんけれども、

やはりあそこに建つんだったらもっと違うところに検討できたんじゃないかという声、

何ぼも聞くんですね。それはやっぱりあんまり建った後でこんなに騒ぐというのは非

常によくないことですし、今さらまた騒ぎを蒸し返すつもりは全然ございませんけれ

ども、今度はそういうお話じゃないんだけれども、グラウンドの拡張ということにつ

いて、やはり授業に問題ないんだと、部活に問題ないんだということでしたけれども、

一部ではやっぱり問題あるというふうに声があるわけですので、ですので、この機会

に県と話し合いをし、それから町がやる気になってできるのか、できないのか、これ

を真剣に１回模索していただきたいなと思うんですね。 

      今ここですと、もう何か全然やらないよというような答弁をいただいたと私思って

いるんですけれども、１回は検討してみて、80メーターしか奥行きのないグラウンド

をあと20メーター土盛りをして追加できたら子供たちが喜ぶわけですし、それからも

う一つは地域性といいますか、宮床中学校は私たち団地の人間から見れば、山の中に

あります。あそこに行くにはやっぱり現代社会ですから、忙しいですから歩いて行く
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わけにはいかなくて、車で行くしかない。車で行くとなるととめるしかない、そうす

ると駐車場が足りない。そういう問題もあります。 

      抜本的にそれを改善するためには、宮床工区の道路の建設に合わせて、予算は全然

別予算になると思うんですけれども、あそこに擁壁をつくって20メーター土盛りをし

てグラウンドを20メーター分でも拡張する、そういうような青写真を１枚引いてみて、

できる、できない、そういった検討ができないものかということを強くお願いをした

いわけです。この点について町長もう一度ご答弁をお願いします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      今のご質問でございましたけれども、いろんなご意見があるというのは私も知って

おります。ですから、いろんな方の意見を聞くということになりますけれども、一番

はやっぱり学校関係の方々が一番使っている方々でございますし、そういった方々の

一番いいと、そういったわけではないんですけれども、その意見が大切だというふう

に思っております。財産区の方々で、そういったアイデアといいますか、それは私も

管理者として伺っております。それにつきましては、今回いろいろ使った中で、使っ

た方々のお考えとか、そういったものを考えながら、今後そういうことがあった場合

にはいろいろなアイデアも出しましょうというふうに私は聞いておるところでござい

ます。財産区の場合。 

      それと、県の道路と整合性をということでございますが、確かに今回その件は土盛

りなりそういった形になりますけれども、これと一致というのはちょっと難しいんだ

というふうに思っております。今回仙台大衡線につきましては、切り土盛り土が非常

に大きい中でございまして、土につきましては、それがちょうど切ったのを盛った状

況にする、プラスマイナスゼロというかそういった計画で、今進められておるところ

でございまして、実際やってみた段階でどんな状況が出るか、そのとおりいくという

ふうにはいかないかもしれませんけれども、計画的にはそういうふうになっていると

ころでございます。 

      それと、今計画が道路で成り立っておる、ずっと前からある道路でございますので、

それと工事を、費用は別にしましても工事合わせてというのは、なかなか工事的に難

しいというふうに考えておりまして、工事の時期は確かに一緒、時期といいますか、
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タイミングはそうなんでございますけれども、それと合わせてというのはちょっと難

しいのではないかというふうに思っております。決してしないとか、何とかという話

ではなく、先ほども申し上げましたけれども、学校の関係者から聞いた段階で、今の

段階では支障が全くないわけではないけれども、この状況でやっていける状況にある

という話を聞いております。 

      ですから、決して全くやんないとか何とかという話ではないんですけれども、そう

いった地元の方の意見もありますし、使う方の意見もありますし、いろんな方の意見

をまとめなければいけないと思います。ＯＢの方とか、地元の方々も大変思ってくれ

る気持ちも大切にしたいと思いますし、また学校の考え方、そういったものを大切に

したいというふうに思っておりますので、考え方、意見につきましては一方的にこっ

ちがこっちではなくて、そういった意見を幅広く聞いて、そしてその結果としてどう

あればいいのか、そういったことを考えていかなければいけないというふうに思って

おります。 

      工事としましても、やればかなり大きな工事になってくるというふうに思いますし、

そのことによっての工事のやり方でしょうけれども、校庭の使い方とか、課題もまた

出てくるというふうに思いますので、決してやらないとかと断言しているわけでもな

くて、そういったものについてのあり方をいろんな方の意見をちゃんと聞いた中で、

総合的な判断の中で決定をしていくというふうに考えておるところでございますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      渡辺良雄君。 

 

４  番 （渡辺良雄君） 

      町長、もう一度念を押させていただきたいんですけれども、ここで学校、それから

ＰＴＡというふうにあるんですけれども、やはりＰＴＡの方々というのは、お子さん

の成長に合わせてどんどんかわっていってしまうということで、それからもう一つは

視野的に少しこんなことを言ったら怒られてしまいますけれども、宮床で言えば財産

区管理委員会の方々と比べると少し見る目というか、少し学校の中だけに目が向いて

いるかもしれないと私は思うんですね。財産区管理委員会の方々ですと、たくさんの

土地も持っていますし、広い視野で物事を考えられるというふうにも私は思いますし、

ですので、もう一度学校の教職員の方も校長先生以下もどんどんかわっていかれちゃ
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う。地元には結局残られないわけですので、ですのでずっと区長さん方なり、あるい

はそこのいろんな組合長さんなり、長くその地域の代表として務められる方々、そう

った方々の声をもっと大事にしていただきたいと、学校施設関係について、ともする

と学校施設関係、学校の関係者だけで決めてしまって、後から地域が知っていくとい

う気持ちを持っていますので、そこのところ町長、もう一度だけご答弁をお願いいた

します。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      議員がおっしゃるとおり、財産区の委員の皆様、ほかにも地元の方々、そういった

方々の経験なり、考え方、それは非常に大切だというふうに思っておりまして、決し

てないがしろには私はしません。それは、間違いないと思います。ただ、一方的な片

方だけの意見ではなくて、もう一方のいろんな意見を聞きたいということなので、聞

きたいというか聞くのは当然だというふうに思っております。ある人が言ったから、

それがもうそのことだということではもちろんないと思いまして、その辺は議員もご

理解いただけるというふうに思いますので、決して財産区とかそういった方々の意見

をないがしろにしてとかそんなことは全くございません。私も管理者でございますし、

おつき合いも十分ありますので、皆さん方、委員の方々、また地元の方々の考え方も

十分に伺っておるところでございますから、そこは片方がこうでこうということはい

たしませんので、そこはご安心をいただきたいというふうに思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      渡辺良雄君。 

 

４  番 （渡辺良雄君） 

      町長からいいお答えをいただきましたので、よろしくお願いをしたいと思います。 

      続いて、３点目でございますが、県道大衡仙台線小野工区の雪害不安に対し、県と

連携して警戒せよ。 

      県道大衡仙台線小野工区は、ことし７月末めでたく開通し、地域の住民は早速開通

道路を利用して、便利さを享受しております。 
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      しかしながら、小野工区の両側の切り通し部分を見ると、非常に急峻に感じて、雪

害防止柵は設置されておりません。また、雪どめを期待できるような樹木植生もあり

ません。設計時はともかく、最近の異常気象を考慮すると考えられない大雪が降るこ

とも予測され、その場合雪崩の不安を感じます。小野工区は初めての降雪を迎えるこ

とから、県と連携し、警戒すべきと思いますが、町長のお考えを伺います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      それでは、県道大衡仙台線の雪害不安についてでございました。 

      本路線につきましては、大和町と仙台市を結ぶ重要な路線でございまして、地域間

の交流促進、経済活動の活性化が期待されておるところでございます。ことし７月31

日から開通したもので、長年の夢がかなったものでございます。 

      さて、ことしもいよいよ冬将軍の到来する季節となりました。この路線を管理する

仙台土木事務所に確認したところ、既に除融雪作業を行う業者は決定しておりまして、

万全の態勢を整えるとのことでございます。このごろはもみじケ丘から宮床方面に向

かい、縦断勾配は５％の上り、2.5％の下り、県道の西成田宮床線にタッチする延長

1.3キロメートルでございます。山林をオープン掘削したもので、切り土のり面は直

高最大40メートルのところもありますが、土質が軟弱でのり勾配は１割で、洗削防止

に植生を施しており、安全に配慮しているところでございます。 

      さらには、西成田宮床路線、交差点付近にはスリップどめの薄層舗装しております

が、スピードの出やすい道路でありますので、除融雪等につきましては、県と連携を

密にしながら状況を観察してまいりたいとこのように考えておるところでございます。

以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      渡辺良雄君。 

 

４  番 （渡辺良雄君） 

      小野工区の道路を見ますと、今１割ということなんですが、物すごく見た目にあん

まりほかにはない道路ではないかなというふうに思います。あののり面に少々の雪は
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大丈夫だと思うんですけれども、切って段々になっていますので、しかし最近考えら

れないような大雨が降って、土砂災害が各地で起こっているような状況なんですけれ

ども、そんな雪が降らないとは限らないと。その場合にあののり面だと、ちょっと気

温が緩んだら、どどっと落ちてくるんじゃないかという不安があるわけです。 

      ですので、たまった雪を除雪するのは、そんなのは全然心配もしていないし、それ

からスピードを出し過ぎて事故を起こされる不安、それはあるんですけれども、そう

いうことではなくて、走行中に雪崩が起きて、車を巻き込んでとなると、怖いなとい

う気がいたします。そういうことが本当に起こり得ないのかどうか、警戒する必要が

あるんじゃないかということでありまして、ちょっとご答弁いただいた内容とずれが

あるかと思うんですが、いかがでございましょうか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      いわゆる雪崩といいますか、そちらの心配ということだと思いますが、今回のあの

工事につきましては、基本的には切り土でやっておりますが、そういった雪崩等につ

きましても、当然のことながら通常であればというか、何年、何十年周期の中で安全

な工法ということでなっているというふうに思っております。ただ、議員ご心配され

るのは、特別の雪とかそういったものがある中で、そういった場合にご心配というこ

とというふうに思っていまして、そのことにつきましては、ことし開通したばかりで

すので、まだ経験がございません。したがって、ことしにつきましては、大雨とか大

雪とか、そういった場合については町としましても県のほうにも申し上げておきたい

と思いますけれども、警戒といいますか、特に初年度でございますので、警戒につき

ましては、十分に仙台土木のほうと連携をとって先ほども言った、最終的に同じ状況

になります観察といいますか、チェックといいますか、そういったことをしっかりや

っていきたいと考えております。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      渡辺良雄君。 

 

４  番 （渡辺良雄君） 
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      警戒をしていただくということで、ご答弁をいただきました。最悪というか、降雪

がどんどん降り積もるということで、初年度ですので雪崩が起きるかどうかわからな

い、そういう状況の中で通行どめというか、決定権というのは当然県が持っているわ

けでしょうから、ただそこを通るのは我が町の住民が多いと思います。我が町の住民

だけではないと思いますけれども、我が町の住民がそこを利用しているわけですので、

巻き込まれないためには、県に対して適切な要望もしていかなきゃいけないと。最大

は、沢山の雪が降ったときというのはことし１年ぐらいは通行どめもやむなしとする

くらいの覚悟をお持ちなのかどうか、町長にお伺いをいたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      通行どめというものにつきましては、お話のとおり県の最終的な判断になろうかと

いうふうに思います。どういった段階でその判断をするかという基準というのがある

のかどうかちょっと定かではございませんけれども、先ほど申しました観察をした段

階でそういった危険性があるならば、当然県のほうにこういう状況にあるという報告

をし、そのことによって県が通行どめという判断をするかどうか、もしくは一旦通行

どめしておろすということがあるのかどうか、ということでございますので、観察を

し、情報の提供をこちらでやっていきたい。場合によっては通行どめができるのかど

うかわかりませんけれども、協議にはこちらも一緒に入っていかなければいけないと、

ストップするということについて、学校のバスの問題等も出てきますので、情報の交

換を密にして、対応していかなければいけないというふうに思っております。そうい

う状況になった場合ですね。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      渡辺良雄君。 

 

４  番 （渡辺良雄君） 

      最大はやはり住民の生命の安全というのが一番大事かと思います。初年度でござい

ますので、警戒しても警戒し過ぎないというふうに思いますので、ことし１年は最大

限に町としても県に任せっ切りにするのではなくて、警戒をしていただいて住民の生
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命を守っていただきたいというふうに思います。 

      以上で、私の質問を終わらせていただきます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      以上で渡辺良雄君の一般質問を終わります。 

      暫時休憩します。 

      休憩は10分間とします。 

 

         午後３時５８分  休 憩 

         午後４時０７分  再 開 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      再開します。 

      休憩前に引き続き会議を開きます。 

      ５番松浦隆夫君。 

 

５  番 （松浦隆夫君） 

      １件３要旨について質問をいたします。 

      件名は、異常気象による災害の発生と自治体の対応についてであります。 

      近年、地球温暖化の影響と思われる異常気象に起因する猛烈台風、大洪水、土石流、

高潮、巨大竜巻等、日本国内はもちろんですが、世界各地で大規模な災害が起きてお

ります。 

      10月15日に東京都伊豆大島を襲った台風26号は、10月15日の23時ちょうどから16日

の５時までの６時間の間に550ミリの集中豪雨となり、特に16日の２時54分から２時

間に観測史上最多と言われる122ミリの記録をいたしました。 

      この豪雨と土石流で死者35名、これは11月16日現在ですか、行方不明者４名となっ

ており、家屋の全壊、半壊など大きな物的被害が発生いたしました。 

      大和町ではことし地域防災計画の改定を行い、減災の推進を進めるとしているが、

計画の改定に当たっては、この異常気象による想定外の災害も考慮する必要があると

考えます。 

      今回のこの伊豆大島町の対応、危機管理についてですが、幾つかの問題点が見えて

きました。これらを他山の石として異常気象に起因する災害の対応について、町長に
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お伺いいたします。 

      １つは、伊豆大島町の災害時の対応、危機管理から得た教訓は。 

      ２つ目、１時間に50ミリ以上の集中豪雨、それに対応するような治山・治水整備を。 

      ３つ目は、大和町の土砂災害危険箇所は。 

      この３点であります。お願いいたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      それでは、ただいまのご質問の１点目でございますが、伊豆大島町の危機管理から

得た教訓についてでございますが、今回は24時間雨量で800ミリ、６時間雨量で550ミ

リ、３時間雨量では335ミリ、１時間雨量では122.5ミリという観測史上においても記

録的な豪雨でございましたが、被害は豪雨よりもそれに伴います土石流によって発生

しております。土石流は、三原山の外輪山中腹が幅約950メーター、長さ約1200メー

ターにわたって崩落したものでございます。火山島の伊豆大島は噴火で出た軽石や溶

岩の地層でできておりますので、大雨が降ると大きな土石流が起きやすく、1928年、

昭和３年ですかね、以降８回ほど発生しております。当時の伊豆大島役場の体制でご

ざいますが、町長、副町長とも島外に出張中で不在となっており、さらに職員につき

ましても、16日の午前２時に非常配備体制をしくと決めて、15日の午後６時半ごろか

ら幹部や防災関係職員も順次帰宅をし、不在だったということでございます。 

      10年に一度の強い台風が直撃するルート上にあり、帰宅前には警戒情報も出されて

いる中ですので、指揮系統が不備だったのではないかとこのように思います。時間雨

量100ミリを超すような記録的短時間大雨情報が出たのは、16日の午前２時半ごろで

すので、深夜で避難勧告などを出しても避難できる状況ではなかったと思いますし、

時間雨量で100ミリを超える中ではなおさらだと思います。 

      このようなことで、避難勧告を出さなかったと思いますが、真相は定かではありま

せん。深夜に強い雨が降ることは予想されており、これに備えて夕方の段階で非常事

態の態勢を整えた近隣の神津島村では、夜中にいきなり避難勧告を出せば混乱すると

して、避難所の準備をし、防災無線で住民に開設を伝えたことでありまして、この神

津島村のような先を読む予測力が災害を防ぐには大切になってくると、このように感

じたところでございます。 
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      大和町の体制といたしましては、大雨警報、洪水警報等が出された段階で、災害警

戒本部体制をしき、総務課、産業振興課、都市建設課、上下水道課の４課が最初に警

戒に当たります。その後、水防警報が発表され、災害の発生が予測されたり、小規模

の災害が発生した場合には、災害対策本部に切りかえまして、全課態勢で対応する体

制となっております。 

      土砂災害において、警戒態勢をとる基準雨量についても、防災計画で決めていると

ころでございまして、第２警戒態勢に入った場合に、避難勧告や避難指示についても

検討することになっております。 

      次に、集中豪雨に対応する治山・治水整備を、に関するご質問でございますが、国

土の保全や国民の生命、財産を守るための治山・治水事業は、重要な政策と考えてお

ります。近年の台風による集中豪雨や洪水の被害が全国各地で発生しており、特にそ

の重要性を痛感しております。 

      治山事業につきましては、森林の持つ保水力機能を高めることにより、下流域への

影響を抑えるため、造林事業や間伐等の維持管理、構造物等の設置により、地すべり

等を防止し、森林造成を促進する事業等が国、県の予算で実施されております。また、

町内では水源涵養や土砂流出防備等の保安林として指定されている部分につきまして

は、保安林の整備や改良事業もあわせて行われております。 

      町といたしましても、民有林育成対策推進事業等によりまして、町内民有林の公益

性の高い森林を中心に、造林事業を支援し、森林の持つ多面的機能の向上が図られる

ように、事業を推進しておるところでもあります。 

      森林の整備育成には、何十年という期間を要しますので、今後も関係機関と連携を

保ちながら、森林育成と減災の両面を勘案し、事業の推進に努めていきたいとこのよ

うに考えております。 

      治水事業につきましては、町内には既に南川ダム、宮床ダムが整備されておりまし

て、吉田川本流も継続的に河川改修事業が実施されておりまして、洪水調整能力は向

上しておりますが、今後も吉田川の未改修部分やそれ以外の河川についても、引き続

き要望活動を続けてまいりたいと考えております。 

      次に、３点目の大和町の土砂災害危険箇所についてでございます。 

      大和町の土砂災害危険箇所につきましては、９月定例会の渡辺議員の一般質問でお

答えしているところでもございますが、大和町では土石流危険箇所54カ所、地すべり

危険箇所８カ所、急傾斜地崩壊危険箇所132カ所となっております。しかし、いずれ

の箇所も警戒避難体制の整備を図る警戒区域には指定されておりません。 
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      警戒区域の指定見直しにつきましては、宮城県が平成18年度から毎年行っておりま

して、今年度も５月10日から11月８日まで５回の告示が行われました。今回指定され

た箇所は、大崎市、登米市、石巻市、美里町、白石市、蔵王町、加美町、涌谷町、仙

台市の各一部となっております。県内には、8,482カ所の土砂災害危険箇所があり、

今回の告示で警戒区域が1,113カ所、特別警報区域が1,008カ所ということになりまし

た。 

      大和町の危険箇所に関しましては、今回の地域防災計画の見直しで検討していきた

いとこのように考えております。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      松浦隆夫君。 

 

５  番 （松浦隆夫君） 

      まず第１要旨目の伊豆大島町の危機管理から得た教訓はということについてお伺い

いたします。 

      この台風につきましては、10月15日、10時45分ころから気象庁が緊急会見というこ

とで、この10年間で最も強い警戒強化ということで呼びかけがありました。答弁の内

容にもありましたように、今教訓として３点挙げられましたが、その中の１つ、町長

と副町長が同時に警戒があると予想されるという時期にトップの２人が不在になった

ということ、そして、２つ目はそういう状況の中で18時過ぎころから担当者というか

幹部というんですか、当時は教育長と総務課長が担当ということで、そういう体制を

とっていたんですけれども、こういう人たちが一時帰宅してしまったというふうな点、

あと３つ目としては、答弁書にもあるんですが、避難勧告告示、これについては16日

の朝３時ちょっと過ぎに総務課長から避難勧告を出したらどうですかというふうな電

話をされたときにも、答弁書にもありましたように、夜が暗いと、雨が強いというこ

とでさらに危険が生じるという判断から、これを出さなかったとそういうふうなこと

で、この３点が上がっております。 

      まず、この町長と副町長が同時にこういう警戒、警報というかそういうふうな重大

時期に不在になる、これは大変なことだなというふうに思うんですけれども、これは

我が町でないと思うんですけれども、町長と副町長同時に危険が迫っているときに、

こういうことがあり得るのかどうかとちょっとお伺いいたします。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      基本的にそういうことはないということでございます。出張ということで例えば大

崎市と古川、仙台とかそういった形のことはあり得るというふうに思いますが、こう

いった形ですぐに帰ってこられない状況、この場合は島ですので難しい、そういう状

況で２人が不在になるということにつきましては、ありません。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      松浦隆夫君。 

 

５  番 （松浦隆夫君） 

      安心をいたしました。出張といっても、今町長の答弁にありましたように宮城県の

県内であれば今道路がいいから、同時に行ってもすぐに帰ってこられると。福島に行

っても山形に行っても、岩手に行っても、帰ってこられるというのであればそれはあ

り得るのかもしれませんが、この場合は東京都に桧原村に副町長が行かれた。そして、

町長は島根県のほうに行っておられたということで、とっさには帰れないような状況

でありました。 

      そういうふうな状況下で出張されたということで、帰ってきたのが16日もう夕方に

なってしまっている。被害がかなり出ているという状況でありましたので、教訓とし

ては本当に重く受けとめなくちゃいけないということじゃないかなというふうに思い

ます。 

      次、役場職員が不在になったと、一時的じゃなくて長期的に不在になったと、こう

いうことでありますけれども、この日15日の17時38分といいますから、大島町に気象

庁から大雨洪水警報が発令された。そして、18時５分には気象庁と東京都が土砂災害

警戒情報のファクスを流したと。そのファクスを担当者が見ることなく、もう帰って

しまった。こういう状況であります。そして、総務課長が次の日２時に警戒態勢とい

うか、態勢をつくるという約束のもとに０時ちょっと過ぎぐらいに来て、準備をした

んですが、もうこのときは既に記録的な大雨警報等が３回も流れているんですが、と

てもじゃないが、警戒の勧告や指示やそういうものを出せるような状況ではなかった。 

      この不在というのが、１つの本当にないような、対策、これは大きな教訓になると
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思います。新聞情報によりますと、これは人災だというふうな書き方をしている新聞

もございました。もう一つ避難勧告、指示、これのことについては結局出さなかった

んですけれども、理由は先ほど言った夜で真っ暗で大雨でかえって被害が大きくなる

ということでありましたけれども、専門家から言わせれば、15日の17時38分、大雨警

戒警報が出たときに明るいうちに出すべきだと、これも一つの教訓にしていただきた

いなというふうに思います。 

      もう一つ私のほうでは、客観的なデータというか、大和町ではこういうときにこう

するよというふうなことを答弁の中にあるんですが、あとはもう一つ、水位、客観的

なデータ、そういうものに基づいて、警戒情報を出せるようなそういう数的なものも

防災計画というかの中に入れたほうがいいのかなというふうに思います。その防災計

画、今の件について答弁をお願いいたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      防災の計画ということでございますが、先ほども申し上げましたけれども、町とし

ましては、風水害対策とか、地震とか、そういったものについてそれぞれの基準を設

けて、そして対応しておるところでございます。 

      今回、見直しということで、やっているところでございますが、これにつきまして

は県の基準も変わってまいりますので、そういったものに合わせた形での警戒態勢と

いいますか、基準といいますか、なってくるというふうに思っています。 

      そしてあと、大和町の場合は水害の場合ですと、吉田川の水位ということがござい

ます。このことにつきましては、大和町でももちろん観測というか、今インターネッ

トとかでデータがとれますし、あと吉田川鳴瀬工事事務所のほうからその都度こうい

う状況である、今後こうなっていく可能性があるというような情報も町のほうに入っ

てくる状況にございます。そういった状況の中で水位を見ながら、例えば水防団の

方々に自宅待機をしてもらうとか、出動してもらうとか、そういった基準もあるとこ

ろでございまして、その数値的な基準も吉田川の水位については今もあるところでご

ざいます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 
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      松浦隆夫君。 

 

５  番 （松浦隆夫君） 

      あと私の調べたところでは、教訓として防災行政無線、これが雨で聞こえなかった

ということ、もしくは避難勧告、指示、これは法的な根拠がないために従わない人が

おると。この辺をどうするかということも教訓になろうかとこういうふうに思います。

参考のためにお話ししておきます。 

      次、50ミリ以上の集中豪雨に対応する治山・治水整備をという内容であります。 

      治山・治水事業につきましては、答弁にもありましたとおり、下流への影響を抑え

るために造林事業等を今後も関係機関と連携をして、森林育成と減災の両面を勘案し

て、事業の推進をするということであります。これをよろしくお願いいたします。全

くこのとおりだと思います。 

      治水事業につきまして、整備につきましてお尋ねをいたします。 

      水につきましては、先ほど町長から吉田川の話があったんですけれども、大和町は

27年前になりますけれども、昭和61年８月４日夜半から８月５日にかけて、台風10号

による低気圧が来て、そして大和町発足以来未曽有の豪雨をもたらした。いわゆる61

年の8.5豪雨、もしくは8.5災害とこういうふうに言われておるわけですが、この大雨

のとき、大和町はどのぐらいの雨が降ったかというと322ミリと。観測史上これが最

高だと、こういうふうに記録されています。 

      吉田川、その支流の西川等も決壊、床上、床下浸水184棟、道路河川の決壊34カ所、

農地等の冠水1,700ヘクタール、特に本町に水田を中心とする農作物及び農地、農林

施設等に甚大な影響を及ぼした。本町における被害総額は、約20億円と、当時ですね、

に達した。そのとき８月５日５時からの１時間には33ミリと記録をされております。 

      近年発生する集中豪雨は、50ミリを超えるというニュースが大変多くなりました。

先ほどの伊豆大島では１時間に122ミリを超すという記録をしております。このよう

な降雨量は将来我が町にも起こり得ると考えております。本町の治水事業は、吉田川

の本流とあとは竹林川、前川及び西川等の堤防の改修と、もしくは後田、嘉太神ダム、

南川ダム、宮床ダムの維持管理にあると思います。 

      答弁書にもありました、町ではこれらのダムの整備をされるとともに、吉田川本流

も継続的に河川修理事業を行って洪水能力というか、整備をしてその能力は高まった。

ただ、吉田川の未改修部分もまだあるよと、もしくはそれ以外の川でも先ほどありま

したように雑木もしくは、土砂の流砂によって50ミリの雨が降れば、最高が先ほど33
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ミリであのような状況の被害が出たわけですから、これはぜひとも引き続き県のほう

に要望されて、減災のために改修整備をしていただきたいと思います。答弁をお願い

いたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      お話しのとおり治水という部分につきましては、大和町吉田川がございますので、

お話の8.5、それ以降も台風６号とかいろいろ被害があるところでございます。吉田

川につきましては、三川合流より上流部、高田橋のところですけれども、あそこは無

堤帯でございまして、いろいろ要望活動をやってきたところでございますが、今河道

掘削、そして河川道路による堤防といいますか、そういった形で進めていただいてお

るところでございます。北河原橋とか丸子橋のかけかえも含めて、今そのことにつき

ましては、国のほうで進めていただいておるところでございます。 

      また、ダムでございますが、南川ダム、宮床ダムにつきましては、今県のほうで管

理をしてもらっておりますが、嘉太神ダムにつきましては、ダム関係町村で管理をし

ているところでございます。かなり古くなっておりまして、貯水能力も全体７割ぐら

いということで、今調査をし、今後県の事業として改修する工事に取り組むべく準備

を進めているところでございますが、なかなか大きな事業でございますし、関係市町

村または受益者の方々もおいでですので、一朝一夕に直せるかどうかというものはあ

るんですが、まずそういったものについて改修をしていかなければならないというふ

うに思っております。 

      また、嘉太神ダムにかわるといいますか、ダムにつきましては、嘉太神新ダムとい

いますか、これにつきましては国の国交省管轄で吉田川上流部に嘉太神ダムという名

前はないんですが、水源の調整施設をということで計画に載っております。ただ、こ

れはまだまだ先の話ということで、計画段階の本当に緒についたところということで

ございますので、それができるまでといいますか、嘉太神ダムとの維持管理をしなが

らやっていかなければいけないというふうに考えておるところでございます。 

      河川につきましては、そのとおり県の河川もございますし、先ほど大崎議員からも

ご質問あったところでございますけれども、町でやれる分、また県、国へお願いする

分がございますので、その辺につきましては、県にもしっかりお願いした中で、安全
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のための対応をやっていきたいというふうに考えております。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      松浦隆夫君。 

 

５  番 （松浦隆夫君） 

      答弁書の中に、吉田川の未改修部分がありますよということでございますが、8.5

の記録を見てみますと、当時の報恩寺の区長さんですかね、あの付近、落合地区三ケ

内というのですかね、あそこの堤防、かなり大雨が降ると決壊するなとこういうふう

な予想をされておったと、これを改修しなかったのはその区長さんたちの責任である

とともに、町というか、全体の責任だったと。ここで言う吉田川の未改修部分がある

というのは具体的にどの辺、どこなのか、おわかりであればお答えお願いしたい。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      先ほど申しました三川合流といいますか、あそこから上流部分のことで、高田橋ま

での今工事を進めている部分について、こっちが１級河川、そこから上は県の河川に

なりますので、１級河川の部分ではそこの部分です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      松浦隆夫君。 

 

５  番 （松浦隆夫君） 

      ぜひとも強く要望して、早目に改修をしていただきたいというふうに思います。 

      次に、３点目ですが、大和町吉田川の土砂災害の危険箇所についてお伺いをいたし

ます。 

      この土砂災害というのは、死亡事故がかなり高いというか、土砂ですので、発生し

てことしの８月にも秋田県仙北市、田沢湖の付近で記録的な豪雨により６人の方が亡

くなりました。また、先ほど述べた伊豆大島でもこの台風26号による火山の地形にも

よるんですが、これも土砂災害ということであります。いずれの土砂災害の災害警戒
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区域ということには指定されておりませんでした。この土砂災害の警戒区域というの

は都道府県が指定をするんですけれども、傾斜が30度以上で、高さが５メートルを超

し、これが崩壊すると住民の生命に危害が生じるおそれのある地域としてされており

ますが、これは宮城県においては特に東北６県の中でも指定率が低いと、11月15日の

段階で危険箇所というのは8,482カ所ありまして、宮城県ですね、警戒区域に指定さ

れているのがその中の1,113カ所でございます。13％である。 

      大和町では土砂災害危険箇所、これは土砂流出危険箇所として54カ所、地すべり危

険箇所として８カ所、崩壊危険箇所として123カ所、合わせて194カ所があるんですが、

いずれにしてもまだ警戒区域とは指定されておりません。これはいつごろ県のほうは、

県のやることですから、調整でいつころ指定されるのかどうか、おわかりであれば教

えていただきたい。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      いつごろ指定ということでございますが、これにつきましては毎年何度か先ほど申

しましたが県のほうで場所場所調査をするわけですね。それで、いつごろ指定という

ことですが、危険であるという判断をされた場所を指定するということでございます

から、指定されないほうがいいんだということですね。指定されるということは危険

だということなんです。ですから、指定してほしいではなくて、指定されないほうが

いいということでございますので、年何回か県でそういった土砂災害箇所とか調査を

して、そこについてより危険なところについては指定をするということでございます

から、いつ指定になるということではなく、大和町の場合はある程度工事も終わって

おりますので、土砂災害の。そういったことを指定されないほうがよろしいというこ

とでございます。 

 

      ５番松浦隆夫君。 

 

５  番 （松浦隆夫君） 

      指定されないほうがいいというふうなことです。これは、新聞でもそのような記事

が一部ありました。人の命というか守るための観点からいうと、やっぱりここはその
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ことにあると思うんですが、危険だということもちゃんと見てもらったほうがいいの

かなというふうには思います。いずれにしても、この警戒区域の指定等については、

もしくは土砂危険箇所がこのようにいっぱいあるということですので、大和町は災害

に強く、危険の少ない安全なまちづくり、そういうことを掲げておりますので、町長

は住民の生命、財産を守るということから長期展望に立った異常気象に対する一層の

減災、計画というか対策をお願いして、私の質問を終わります。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      以上で松浦隆夫君の一般質問を終わります。 

      続きまして、１番今野善行君。 

      質問の前にお諮りしますが、本日の会議時間は、議事の都合により午後５時を過ぎ

ても時間を延長して会議を継続したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

        「異議なし」と呼ぶ者あり 

      異議なしと認めます。よって時間を延長することに決定しました。 

      今野善行君。 

 

１  番 （今野善行君） 

      大分時間も過ぎて、ちらほら時計を見る方も出てきているようで、大変恐縮なりま

すが、通告に従って質問させていただきたいというふうに思います。 

      今回は、既にご案内のとおり、農業の政策転換、大きな転換がなされるという流れ

になってきているわけでありますが、その対応についてということであります。 

      政権交代後、農業政策問題が重要な政治課題の１つとなって、さまざまな議論がな

されてきているということは、皆さん新聞等でご承知のとおりかと思います。政府の

産業競争力会議のもと、農業が経済や地域を牽引する国の成長産業として確立するた

めには、米を中心とした農業基本政策の抜本改革が必要だということで、今般農業政

策の大転換がなされるというふうに至ったのかなと思います。 

      その概要は、既に報道されているところでありますが、この本町の基幹作物でござ

います米にかかわるものとしては、生産調整廃止に向けた水田活用の直接支払交付金

の削減、これは２分の１に削減されるということでありますが、26年度は維持される

という方向でありますけれども、27年度以降には収入影響緩和対策の対象者要件の絞

り込みと、そういった個々の農業者にとって非常に厳しいものが出てきているわけで

あります。 
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      これらの政策転換を本町の基幹作物でもあります、基幹作物と書いてありますが、

基幹産業ですね、としての農業にも大きく影響してくるものであろうかと思います。

あわせまして、本町の農業政策の転換も求められてくるのではないかなというふうに

考えているわけであります。 

      平成26年度の事業計画、けさの町長のご挨拶にもあったわけでありますが、予算の

検討、そういう時期でもあろうかというふうに思いまして、次の点についてお伺いを

したいというふうに思います。 

      まず、第１点でありますが、これらの農業政策の大転換にかかわる町長の所見をお

伺いしたいなというふうに思います。 

      それから、２つ目には2018年度をめどに生産調整が廃止されるということでありま

すが、そのことによって行政、生産者団体が需要に応じた生産を指導するということ

の方向にあるわけでありますが、本町での体制強化が必要というふうに思うんであり

ますけれども、どのような考えをお持ちになっているか、お伺いしたいと思います。 

      それから、３点目として、グローバルな競争の時代にあって、日本の農業は経営規

模を大きくしなければ成り立たないという観点から、農地の担い手への集積を推進す

るというふうにしているわけでありますが、その担い手を大転換後の担い手をしてど

ういうことを想定していったらいいのか、その３点についてまずお伺いしたいという

ふうに思います。よろしくお願いします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      それでは、農業政策の大転換に係る所見についてでございますけれども、戦後68年

の農政を振り返ってみますと、いわゆる猫の目農政と言われるような農政であったと

いうふうに思います。さらに、農業の生産活動は、つくるという工業の生産活動とは

違いまして、気象とか地形、土の性質等といろんな自然条件に制約されることと、農

業が食料生産という私たちの生活に不可欠な産業であるにもかかわらず、農業所得だ

けでは生活が難しく、兼業もしくは離農せざるを得ない等により、後継者不足とか農

家の平均年齢の高齢化、それによる耕作放棄地や遊休地の増加につながっているもの

と思っております。 

      我が国の食料自給率は39％、スイスは国自身が日本の中山間地のような国ですけれ
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ども、にもかかわらず56％、フランスは121％もあり、輸出国となっております。こ

のような状況を踏まえ、政府では農産物の輸出拡大や農地の大規模な集約化により、

この先10年間で農業農村所得を倍増させる戦略を打ち出しておりますが、本町の基幹

作物である米にかかわりがあるだけに、農業政策の大転換が日本の農業をよい方向に

導いてくれればとこのように思っているところでございます。 

      次に、本町での体制強化が必要と思うが、その考えについてでございますが、米の

直接支払交付金の縮小の方向は、高齢化で営農継続が難しくなっている小規模農家や

兼業農家にあっては、今後ますますの経営が厳しくなり、離農者の増加や田畑の耕作

放棄地の増加が懸念され、放棄地の増加で田畑が荒れることによりまして、熊やイノ

シシがふえることによる負の連鎖になることも危惧しております。 

      また、生産調整が廃止された場合、生産販売方法等も含め、各農業者の考えもさま

ざまなものになると推測されます。それらの意見、考えを集約しながら需要に見合っ

た適正な生産を進めるためには、行政、ＪＡ、生産者団体と関係機関が一体となって

の取り組みが必要と認識しております。 

      次に、農地の担い手への集積を推進しているが、どのような担い手を想定している

かについてでございますが、政府によります米政策は、水田の集約化による大規模農

業による推進へと動いております。このことからして、今後の大和町の農業の担い手

も現在作成作業を進めております人・農地プランでの担い手となり得る営農組織や農

業生産法人、認定農業者であるとこのように思っております。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      今野善行君。 

 

１  番 （今野善行君） 

      まず１点目の関係でございますが、町長今おっしゃられた所見といいますか、こと

については同じような感想を私は持っているわけであります。町長も答えられている

わけでありますが、今回の大転換の中で安倍首相が言っています柱としている部分が

あるんですね。その中でさっき町長がおっしゃった大規模農家への集積という話もあ

ったんでありますが、それに向けての１つの施策として、農地の中間管理機構、これ

が１件、１つ、１組織というんですかね、機構が設置されるということになったわけ

でございます。町長はこの中間管理機構の設置について、どのようにちょっと捉えら

れているかお伺いしたいと思うんですけれども。ちょっと申しわけない、質問の中に
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そのことを入れなかったので、申しわけなかったんですけれども、お願いしたいと思

います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      農地の中間管理機構といいますのは、いわゆる農地のあっせんといいますか、集約

するためのそこでまとめる役割というふうに思っていますけれども、今人・農地プラ

ン、それぞれやっております。各町村それぞれ出して、地域のまとめをし、そこの中

で全体をまとめてという中で、そこでも地元の人とそうでない人たちの調整といいま

すか、そういったことが出てきていると思っています。それを大きなまとめをする組

織というような感覚で見ているんですが。 

      大規模化するために、どこかでまとめると、宮城県でですね、全体を見た中でまと

めをしていかなければいけないということになろうかというふうに思いますので、ど

なたがどういう形でやるかは別としまして、調整する組織といいますか、そういった

組織については、これから大規模化するに当たっては必要になってくるんではないか

なというふうには思っておるところでございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      今野善行君。 

 

１  番 （今野善行君） 

      中間管理機構については、私この質問書を出してからちょっといろいろ出てきて、

具体的なことが出てきて、非常に危惧している部分が私思っております。この中間管

理機構は、まず法律化されるわけでありますが、中間管理機構自体は農地を借り受け

して、それを耕作に適しているかどうかとか、そういうのを判断して改善した上で、

貸し手に出すというのが１つなんですね。 

      それはそれでいいんでありますが、問題は例えばこれ貸したいという農家の方がま

ずいたときに、その管理機構が農地として使えないよということで断ることができる

んですよ。そういう問題がはらんでいるようなんです。いろいろ調べてみると。そう

いうような問題があるようでございますし、それからもう一つは、産業競争力会議の
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農業部会が要するに新浪さんというローソンの社長がなっていて、農業にあんまり詳

しくない、いろいろ農家の人と一緒にタッグを組んで農業経営をしているというそう

いうのもあるんだと思いますけれども、そういう人がなっていて、機構の中での貸し

手を探すときには、入札制度なんですよ。だから、例えば集落の中で農地を貸した人

がいたときに、機構に上げたときに入札制度になるんで、要するにこの中では起業産

業を非常に求めているんではないかなと思うんでありますが、資金力がある人が結局

入札に勝つと思うんですね。そうしますと、私が懸念するのはそれによって地域の農

業が崩壊というか、変なことになっていくんじゃないかなというふうな危惧を持って

おりましたので、今回この中間管理機構の問題を取り上げさせていただいたところで

ございます。大きくはそういうちぐはぐな中身になっているようなんですね。 

      最終的に国会で決議されたときには、いろんな附帯決議が出されたようなんですけ

れども、結局地域の状況も踏まえてやるべきだと思うんですね。附帯決議も出された

ようなんですが、いずれ法律的にはそういう中身になっているということですね。非

常に危惧をしているわけであります。 

      そこで、今町長が先ほどおっしゃった本町で今進めている人・農地プランの関係が

出てくるわけですよ。人・農地プランもたしか農水省では法制化しようということだ

ったんですが、産業競争力会議の中でそれはだめだと。それを入れてしまうと、人・

農地プランは集落で何とかしようという考え方で進めているわけでありますから、そ

れを法制化してしまうと、中間管理機構の問題が何のためにつくるかわかんなくなっ

てくる可能性があるわけですね。そういうことで、今回は法制化なんなかったようで

ありますが、いずれ進め方としては法制化していくということでありますけれども、

我が町としてはやっぱり人・農地プランと中間管理機構のせめぎ合いと言ったらいい

んでしょうかね。そういう問題が出てくるんではないかなと思っておりますので、こ

ういうものは具体化したときにその辺の関係、人・農地プランの関係と中間管理機構

の関係で今私が説明したので理解していただいたかどうか、わかんないんですけれど

も、もしその件について町長のお考えを聞かせていただければと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      人・農地プランも中間管理機構ですか、大きな目的としては何か同じなんだという
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ふうに思っています。ただ、やり方について部落でそういったまとめをする、また片

方では資金力のある大きな力でまとめていこうということでございますので、そうい

った意味では農家の方にとってどちらが農業やっていく人間にとっていいのか、有利

とかではなくていいのかといった場合には相反するものになってくるのではないかと

いうふうに思います。 

      管理機構で受け入れることができない部分もあれば、残された人はどうなるんだと

いうこともありますし、多分そういう人は条件の悪い人ということになってくると思

いますので、そういった場合に農地はどうなるのか、また農家さんはどうなるのかと

いう問題も出てくると思います。その辺で、ちょっとまだまだ勉強不足で申しわけな

いんですが、大きな目的として、大型化するということについてはその方向がやむを

得ないのかなということは海外と競争する場合、そういったことがあるにせよ、やり

方についてはまだまだ実態を知った人たちの意見も聞きながら、制度について協議し

ていくことがまだまだ必要なのがあるというふうに認識いたしております。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      今野善行君。 

 

１  番 （今野善行君） 

      今農業問題、非常にいろんな問題があるわけでありますが、答弁書の中にもござい

ますように、農業所得だけで生活が難しい、兼業あるいは離農をせざるを得ないとい

うふうな問題、後継者の問題、それから担い手の高齢化の問題といっぱい問題を抱え

ていることだと思うんですね。結局、そういう人たちは農業から離れてもらって、さ

っき申し上げたような資金力のある大きな企業が入って、農業経営をやってもらえば

いいんだということになるのかなということなんでありますが、本当にそれで地域が

いいのかどうかという問題だと思うんですね。そこに、軸足を置いて考えていく必要

があるのかなということと、それから農業になかなか若い人が後を継がないとかそう

いう問題は、農産物というのは食料なもんですから、ある意味価格の弾力性とか市場

への弾力性とかというのは非常に弱い農産物だと思うんですね。 

      そういう意味で、今のような自由経済といいますか、この中では非常に競争力がな

い産業だというふうに思うんですね。ですから、さっき言ったような形になったとき

にどういう農業形態が出てくるかとかというのはわからないのがまず地域農家の人た

ち不安になる部分だと思うんですね。そういう部分を町としてはどういうふうに今後
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農家の人たち、農業者を誘導してやるのかというのが１つの大きな課題になってくる

のかなというふに思っております。 

      今、大企業がこうやって入ろうとしているのは、あちこち歩いている中で聞くのは、

いろんな企業が農地を探しているようなんですね。農地を探しているというのは、例

えばそういうふうになったときに何のためにいるんですかというと、例えば太陽光パ

ネルを設置するところを探しているとか、そういう話なんですよ。ですから、大きな

企業がそういうふうに大きな面積を取得したときに、太陽光発電のソーラーを設置し

たりというようなことが出てこないとも限らないですね。そうなっていくと、やっぱ

りそれこそますます地域のコミュニティ機能とかそういうのがなくなってしまうとい

う問題があるんではないかなというふうに思います。 

      それに対して、私から希望するところは、町としてやっぱりそこのところを指導す

る、あるいは人・農地プランのビジョンをベースにして、もっと農業者の人たちと話

し合いをつけていただいて、そういうところに農地なりそういうものが流れないよう

な仕組みづくりをする必要があるのかなというふうに思いますので、その辺ひとつよ

ろしくお願いをしたいというふうに思います。 

      それから、関連して、食料産業のもう１点心配しているのは、国の話なんだろうと

思いますが、食料をどう把握していくのかということだと思うんですね。国会議員だ

から誰だか忘れましたけれども、米を日本の国民の主食から外すような話をしている

方がいるんですね。今回は、日本の和食が世界遺産にもなったわけでありますけれど

も、そういう人もいるということで、非常にそういう部分も含めて、ちょっと蛇足で

ありますけれども、不安なところがあるということであります。 

      それから、農産物の輸出拡大とかそういう話もご答弁の中にあったわけであります

が、農業農村所得を倍増させる戦略を掲げているということでございますけれども、

今米の国際価格というのは、大体上がってきているんですね。ですから、今まで

780％の関税がかかっていたものが、大体半分ぐらいですか、ぐらいに今下げても大

丈夫な状況だということなんですね。そういうデータ等が出てきたときに、今議論さ

れているＴＰＰの問題、年内妥結は難しいようでありますけれども、そういう流れの

中での今回の政策転換でもあるのかなというふうな思いもありますので、本当に輸出

競争力が日本の米にあるのかどうかというのがまた出てくるのかなというふうに思い

ます。 

      そういうふうに、国際価格が上がってくれば、日本の米競争力が出るかというと、

必ずしもそうではないというふうに言われている部分もありますので、やっぱり日本
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の私から言わせれば、主食としての米を中心とした農業というのを維持していく必要

があるのかなというふうに思うので、この輸出としての米について、町長の見解をお

伺いしたいと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      米の輸出ということでございますけれども、今海外でも日本の米、非常においしい

ということで評判がよく、お話しのとおり単価が上がっているということだというふ

うに思っております。ただ、これにつきましては量的なものから言ったらば、どれほ

どの量かといった場合、一部の商品といいますか、そういったことだと思いますし、

向こうで求める方もそれなりのレベルの所得のある方ということであるというふうに

聞いておりますので、量的なものをどういうふうにさばくかといったときに、まだま

だ難しさはあるんだろうと。 

      ただ、１つの方向、輸出をふやすということ、それ自体はそれとしていいんですけ

れども、それだけに頼り切れるのかと、米の場合、といった場合にはそれは日本で減

反がなくなって、ばんばん米をつくったときにそれを全部輸出で受け入れられるかと

いうと、そうではないというふうに思っております。したがって、そういう商品の輸

出用の米というのはそれはそれとして、それているのは１つだというふうに思ってお

りますけれども、それ以外の米といいますか、日本で消費する分についてそれについ

ての対応ということが、大きな課題になってくるというふうに思っております。 

      そういった中で、国内でもさっき言ったとおり、大きな組織の中でつくる米と、ま

た地元でつくる米という生産価格が出てくるだろうというふうに思いますので、そう

いったことについての対応、町としての指導ということがお話しあったところでござ

いますけれども、これについては非常に難しい対応だというふうに思っています。国

のほうで補助といいますか、今ですと価格補償とか、そういった形ですることによっ

て皆さんがある程度一定の所得を得るという状況でございますので、それをやめると

なったときに、国に預けるわけではないですけれども、それを地方自治体でカバーリ

ングするというのは、これはかなり難しいんだろうなというふうに思います。 

      じゃあ、どうするんだといったときに、こうするという手だてがなかなかそれは今

はっきり申し上げられませんけれども、そういった課題が出てくるんだろうと。あと
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産地間競争に勝つための特徴を出すとか、あと宮城県の中でもちょっと心配している

のは、沿岸部が今被災されて、再整備しておりますが、あれによって大規模化になっ

てくるということですね。そうした場合にあちらが完成して、宅地ができた場合には、

宮城県の中でもあちらが被災している間こちらが一生懸命応援したりしているんです

けれども、実際競争になった場合、その差がまた出てくるということも県の中でも出

てくるんではないかという心配もしているところでございます。 

      ですから、そういった海外とかの競争、また輸出米との競争、国内での大きな企業

さんとの競争、また宮城県の中での競争といいますか、そういったものがこれからだ

んだんますます顕著に出てくるのかなというふうに思っております。今それに対して

どうするというお答えについてはなかなか出ないところでございますけれども、そう

いった課題があるということ、大きな課題がこれから日本の農業に対しても、大和町

の農業に対しても出てくるというふうな意識を注目しているところでございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      今野善行君。 

 

１  番 （今野善行君） 

      そういう課題認識を持っていただきたいというのが私の今回の質問の第１点目でご

ざいます。ある意味今回の政策転換は、中心となる地方行政に投げられてきたような

感じもするんですね。やっぱりここは非常にポイント、今後の本町の農業振興方策な

り、中では重要な点かなというふうに認識をしておりますので、町長課題として、捉

えていただくということで進めていただければというふうに思っています。 

      それから、それらに関連して２点目でございますが、体制強化が必要ではないかと

いうお話でありますが、今までも申し上げたことの課題をどうやって具体的に進めて

いくか、あるいは課題解決をしていくのかという意味での体制強化が必要ではないか

なというのがまず１点でございます。これいろんな米の答弁にありましたように、米

の直接支払いの交付金、半分になります。そうしますと、大体大和町だって１億以上

のお金が農家の人たちに入ってこなくなるという、そういう事態がまず問題がありま

すし、そういう意味では農家所得が減るということで、それを減らさないような方策

も振興方策の中で考えていく必要があるんだろうというふうに思いますので、体制強

化ということで、掲げさせていただきました。 

      ただ、町長の答弁の中では、ＪＡなり生産者団体と一体となって取り組みを進める
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ということなんでありますが、ある意味生産調整の部分だけが来るんじゃなくて、そ

のことによってさっき申し上げた、あるいはさっきいろいろお話あったような対策が

出てくるんではないかという意味で、体制強化をする必要があるんではないかなとい

うふうに考えているところであります。 

      午前中浅野議員の中でもありましたけれども、企業の支援対策室みたいなんですか、

農業の対策、農業振興なり、極端な言い方をすれば政策転換の対策室みたいな対応を

していただいて、要するに５年後に必ずなるかどうかわかりませんけれども、そうい

う流れ来る前に体制強化、体制をつくっていただいて、生産者団体と協議も必要だと

思うんですが、そういう体制について設置するべきだろうというふうに思いますので、

その点についてまずは町長の考えをお伺いしたいと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      体制の強化ということでございましたけれども、今後どのように転換していくのか

ということ、そういったことの情報の収集とかそういったことが大事だというふうに

思っています。町だけでというよりも、県も抱き込んだ形になってくるのかなと。き

ょうの新聞でしたか、山形県でありましたね。山形県は、県が主導でフライング気味

にスタートしたというような表現になっておりましたけれども、種もみの確保なり、

餌米の販売先なり、そういったものについて対応していると。逆に生産者団体とか各

自治体からはそういった売り先があるのかとか、問いかけがあったようでございます

けれども、これにつきましてはそのとおり国で先ほど地方行政に投げかけてよこした

ということ、そうではないかというような今野議員のお話でございましたけれども、

これは国も一緒にやっていかなければいけないというふうに思っておりますけれども、

現実的に地元対応といいますか、そういったものにつきましては、地方自治体も当然

それなりの対応をしていかなければいけないだろうと。 

      これについて、それぞれの町村というエリアだけではなくて、やはりもっと大きな

くくりといいますか、そういったものも必要なのではないかというふうに思っていま

す。先ほど言いましたけれども、市場の情報とか、そういったものについての情報収

集につきましてはＪＡさんとかそういった方々が持っておられるというふうに思いま

すし、全農さんという組織もある中でございますし、そういった力も当然、ＪＡさん
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でどういう方向に行くのかちょっとわかりませんけれども、そういったこともあろう

かと思いますし、これらについて新たな課題、難しい課題になってくるということで

ございますので、もちろん町村ということも大切だと思いますけれども、もっと大き

なくくり、力の中で進めていかないと、各町村の今度競争になってしまうというか、

そういう小さな世界ではないと思うんですね、ここまで来ると。ある程度県ぐらいの

世界の中で競争するとか、宮城のという形のやり方が最低限必要になってくるんでは

ないかというふうな気がいたします。 

      そういった中で、組織のあり方、強化ということでございますが、体制について難

しい課題ですので、どういった形になるかは別として、対応についてはしっかりやっ

ていかなければいけない、強化ということは必要だというふうに思いますが、今新た

な課とかそういったものについてまでは、及んでいないところでございます。 

      この問題については、ＴＰＰを含めて国中の大きな課題になってくるでしょうし、

さっき言った中間管理機構の問題とかそういったものについても、大和町だけの対応

ということではなくて、何回も言いますけれども、県ぐらいのくくりの中で進んでい

かなければいけないのかなという思いがございます。体制については力を入れていか

なければいけないということについては、そのとおりだというふうに思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      今野善行君。 

 

１  番 （今野善行君） 

      ぜひそういう、要するに流れてくる情報、国で言っている情報というのは生産調整

絡みの情報だけを出すような今の考え方ですね。そういうことなので、それに基づい

て生産をしてくださいという考え方のようでありますので、それを受けてじゃあどう

するのかと、もちろんさっきおっしゃったように県全体の問題もあるかと思いますし、

個々の自営の絡みもあるかと思います。 

      私が思うには、ここにはＪＡあさひな１本で黒川郡全体の農協があるわけでありま

すけれども、要するに生産販売の絡みも含めて言えば、私が提案したいのは農協を巻

き込んで、ワンフロア化の中で１つのものとしてやっていくような仕組みが必要なの

かなというふうに思っているんですね。そんなことも含めて、今後検討していただき

たいなというふうに思うところでございます。 

      これは、さっき町長おっしゃったように、大和町だけの問題じゃなくなってくる可
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能性もある、特に農協が黒川郡１本なので、なおのことそういう課題も捉えていただ

いて、ひとつ前向きに進めていただきたいなというふうに思います。 

      今ちょっと話ずれて申しわけないんですけれども、仙台が結構大規模化ですね、１

ヘクタール規模の圃場整備今やっているんですよ。これが今大規模化の国のモデルに

なっているんですね。これをモデルにして、やっていこうというふうな１つの流れに

なっているようなんですね。だから、そういうふうになったときに仙台市自体はいい

かもしれないんですね。ほとんどが六郷、七郷の海岸地区にある農地なので。 

      ところが、うちのほうの町のように、平坦地が少なくて結局沢田とか、そういうと

ころが多いわけですよね。それから、中山間地と言われる地域も少ない、ほとんどな

い。そうしますと、平坦地とこの中山間地の地域の農業の経営なり、さっき言った農

地の集積なり、どういうふうに進めたらいいかという課題が残ってくると思うんです

ね。そういうことを考えて、これからの施策をやっていく必要があるというふうに考

えておりますので、体制についてはそれらも踏まえていただいてぜひ今後の計画なり、

予算化の中で反映させていただければというふうに思います。 

      それから、３点目の集積の担い手なんですけれども、話からするとひょっとしたら

逆になるのかなと思うんでありますが、ここに町長の答弁の中にあります人・農地プ

ランでの担い手となり得る集落営農組織とか、生産法人、認定農業者という位置づけ

でいいんだろうというふうに思います。 

      さっき言ったようにこの形で進もうとすれば、それこそ国が言っている農地の集積

の中間管理機構の意味が段々なさなくなっていく可能性があるんですね。それを法律

的にまだ何か出てくると、圧力かかるとこっちのほうが困ってしまいますし、ある意

味早く人・農地プランの法制化を望んでいる１人なんでありますけれども、ここに掲

げていただいた担い手を町としてきちんと位置づけて、そしてそこで発展していく、

あるいは農業経営改善も図っていくというような方向性をぜひ出していただければと

いうふうに思います。今、ちょっと２点ほど申し上げましたけれども、町長にその辺

の考えを聞かせていただければと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      担い手ということでございますけれども、私としてはイメージとして、人・農地プ
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ランをやっており、そしてその各地区でプランをいろいろ出してもらっている中でご

ざいまして、それを今おくればせながら進めてきたところでございますので、それで

当然この担い手というのは人・農地プランを中心とした考え方の中でやっていくとい

うことで、素直にぽんと出したところでございましたけれども、さっきお話しのとお

り別な考え方が国のほうにあるということでございます。法制化という問題につきま

しては、国のほうの関係もあろうかというふうに思いますけれども、そういったこと

で位置づけをした中でできれば一番いいんだろうなと。それが、そうなった場合、２

つのものが出てくる可能性がありますね。この辺のバランスがどうなってくるのかな

ということもちょっと今お話の中で気にしたところでございます。 

      基本的にはそういったことで、企業さんに任せるということ、そういった方法、

我々といいますか、農家の人たちが自分たちの力で担い手となり得てやっていくとい

うことでありますので、本来そっちであるべきだというふうに私は思いますけれども、

世の中の流れがそっちに行くかどうか、その辺についてこれからのことだと思います

ので、今断言はできないところだというふうに思いますけれども、私はやっぱり日本

の農業というのはこうやって守ってこられ、また大和町が今お話しのとおりの環境に

ある。ましてや選択される側の立場になって来た場合に、大和町としては選択しても

らえる部分については、選択してもらうのもありがたいというふうには思いますが、

気持ちとしては今の状況の農地プランの中で、地元の方々が大規模化をして農業が維

持できればいいなというふうな希望的観測としては、自分で今思っているところでご

ざいます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      今野善行君。 

 

１  番 （今野善行君） 

      ぜひそういう担い手が一番大事な話になってくると思うので、やっぱりそこをきち

んと位置づけていかなくちゃないんだろうというふうに思いますし、さっき言った町

内であるいはどっかの集落の中で、どれだけの人が中間管理機構に農地を貸しますと

いって出す人がいるかもわからないんですけれども、ぜひ地域のコミュニティ等も含

めて、あるいは地域の文化等も含めて守っていくといいますか、維持していく、地域

の中でいろいろ問題になっているわけですね。地域の人口の減少の問題とか、そうい

うふうな状況もあるわけでありますので、要するに全体的なスタンスで言えば、どう
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いう町に我が町をしていくのかということだと思うんですね。 

      前にも申し上げましたように、本当に農工商バランスのとれた地域になりつつある

わけでありますので、ぜひその分を含めてやっていただきたいなというふうに思いま

すし、さっき申し上げた体制強化の中で例えばそういうふうになってきたときに、こ

こに大和町内にある企業に働いている人がいっぱいいるわけですよね。例えばそうい

う人たちとか、あるいは新しく入ってきた団地の中に住んでいる人たちとか、そうい

う人たちに対する、いざというときの食料供給とかあるいはそういう人たちに我が町

のものを買ってもらう、農産物を買ってもらうとかそういう仕組みをつくることによ

って、地域変わってくるんじゃないかなというふうに思いますので、さっき言った体

制強化の中でそういう方向も含めて、検討して、農業というのはとにかく一朝一夕に

できない仕事なんですよね。そういうことも含めて、農業と教育のほうも同じ時間の

かかる話だと思うのでありますが、農業も同じようにやっぱり時間がかかる産業だと

いうふうに思いますので、ぜひその辺も今後の課題として捉えていただいて、地域全

体が発展する、あるいは潤うような政策を今後も講じていただきたいなというふうに

思いますので、最後に総括的なご意見をお伺いして、終わりたいと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      大和町の基幹作業といいますか、農業でございますので、この農業は大事にしてい

かなければいけないというふうに思っております。そういった中で、世界の環境が変

わってきている、農業に対する考え方、または競争力をつけるとか、そういったもの

が出てきて新しい方向に方向性も出てきているといいますか、という状況でございま

すけれども、今お話しのとおり大和町の農業を大切にするということ、特色ある農業

ということになるんでしょうか、よく言い古された言葉かもわかりませんけれども、

そういった形での進め方も考えて行きたいというふうに思います。 

      地産地消といいますか、そういったことも含めながらやっていければというふうに

思っております。今例えば企業さんでも米を使ってもらうとか、そういったこともあ

るところでございますので、小さな努力ですけれども積み重ねながら、農家の人がや

る気を持ってやれるという方向に行ければ一番いいというふうに思います。 

      ただ、今の現状、いろんな考え方、方向性が出ておるわけでございますし、そうい
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ったことも十分注視をしながら、どの方向がどういった方法が、農家の皆さんにとっ

ていい方法なのか、そういった選択をしていかなければいけないというふうに思って

おりますので、アンテナ張りめぐらして情報収集なり、方向性、いろんな考え方を聞

きながら農業団体さん、ＪＡさんはもちろんですし、あと県とかそういった方々の指

導とかも受けながら進めていかなければいけないと。非常に難しい時期に、ますます

難しい時期に入ってきているなというふうに思っておるところでございます。以上で

す。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      今野善行君。 

 

１  番 （今野善行君） 

      終わります。ありがとうございました。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      以上で今野善行君の一般質問を終わります。 

      お諮りします。 

      本日はこの程度にとどめ延会したいと思います。これにご異議ありませんか。 

         「異議なし」と呼ぶ者あり 

      異議なしと認めます。よって、本日はこれで延会することに決定しました。 

      本日はこれで延会します。 

      再開はあすの午前９時です。 

      大変ご苦労さまでした。 

         午後５時３０分  延  会 

 


